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各税務署長 殿

東京国税局長（官印省略）

令和6事務年度資産税各税の実地謂査事務等の実施要領について（指示）

標題のことについては、別冊1 「令和6事務年度資産税各税の実地調査事務等の実施要領」及び別冊2 「令和6事務

年度資産税各税の実地調査事務等の実施要領（国際関係編）」のとおり定めたので、適切に実施されたい。

（趣旨）

令和 6事務年度の資産税各税の実地調査事務等における実施要領を定め、的確な調査等の実施により更なる調査の重

点化の推進を図るものである。 ． ． 



｀ 
令和 6事務年度資産税各 税の

実地調査事務等の実施要領

課税第一部 資産課税課



〇 定義

本実施要領において使用している用語の略称又は略語の意義は、次のとおりである。

略称・略語 意義

統括官 統括国税調査官

総括統括官 単独部門制署の統括官及び複数部門制署の第 1部門統括官
i 

調査担当統括官 単独部門制署の統括官及び複数部門制署の第 2部門並びに第 3部門統括官i

特官 （資産税担当）特別国税調査官のうち、特官（機動担当）を除く特別国税調査官i

特官（機動担当） （資産税担当）特別国税調査官のうち、機動事務を担当する特別国税調査官！

筆頭特官 特官部門の事務運営全体を総括する特官 ！ 
国際官 （資産税担当）国際税務専門官 | 

総括国際官 国際部門の事務運営全体を総括する国際官

評専官 評価専門官

統括官等 特官（機動担当を含む）、統括官、国際官及び評専官

資産税事務提要
平成21年 9月30日付東局課ー資2-68ぽ か 1課合同「『資産税事務提要』の

制定について」事務運営指針

資産税事務実施要領 「資産税事務に係る事務実施要領の制定について」（別途指示）
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第 1 各税共通事項

1 基本的な考え方

令和6事務年度の資産税各税の実地調査等に当たっては｀「令和6事務年度における事務運営に当たり特に留

意すぺき事項について」（別途指示）の別添4の I及び皿によるほか、次のとおり実施する。

2 重点課題等への取組

(1) 調査の重点化

調査事務については、内部事務の効率的な処理等を通じて調査事務量を最大限確保した上、追徴税額の最大

化に向けて的確な調査選定、調査優先度に応じた着手、暫定日数指令方式による進行管理を徹底することで、

真に調査すべき納税者に対して実地調査事務量を重点的に投下する「調査の重点化」に取り組むとともに、簡

易な接触を効果的に組み合わせてメリハリのある事務運営を徹底する。

なお、取組状況はPDCAサイクルに基づき、調査結果に至ったプロセスの検証を含めて適切に評価を行い、

施策に反映させることによって効果的・効率的な事務運営に努める。

(2) 重点課題への取組

令和 6事務年度の資産課税部門の事務運営に当たっては、引き続き、①国際化への取組、②富裕層への取組

及び③無申告事案への取組の3項目を「重点課題」として掲げ、組織的かつ重点的に取り組む。

3 統括官等における事務管理

統括官等は、次に掲げる事項に留意の上、実地調査における事務管理を的確に行う。

(1) 実地調査選定基準該当事案の管理

実地調査対象事案の選定基準に該当する事案（以下「実地調査選定基準該当事案」という。）の抽出後｀調査

担当統括官は、全ての事案処理が完了するまでの間、次表に楊げる帳票（以下「該当者一覧」という。）を活用

して、的確に事案を管理する。
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なお、総括統括官は、適宜、調査担当統括官の事案管理状況を確認する。

＼ 帳票〔KSK画面遷移）

相続税
実地調査基準該当者名簿兼処理状況総括表（相続税）

［画面遷移］相続税事務＞調査進行管理＞基準該当者名簿の作成＞実地調査基準該当者名簿の出力

贈与税
贈与税事務整理簿（実地調査選定基準該当者一覧）

｀ 〔画面遷移〕贈与税事務＞事務整理簿出力

土地等
譲渡者名簿（実地調査選定基準該当者一覧）

譲渡
［画面遷移〕譲渡所得事務＞各種帳票作成＞各種譲渡者名簿作成

所得

株式等
実地調査基準該当者名簿兼処理状況総括表

（株式等譲渡所得）
譲渡

〔画面遷移〕株式譲渡者管理事務＞申告審理事務＞株式基準該当者名簿の作成
所得

＞実地調査基準該当者名簿の出力

山林
上記様式に準じた一覧表を適宜作成 ． 

所得

(2) 実地調査対象事案の選定等

イ選定．

実地調査対象事案の選定に当たっては、後記「第2相続税」から「第5 山林所得」までの「調査対象事

案の選定」に留意し、要調査項目や資料情報の内容等を勘案の上、相続税実地調査事務量を優先的に確保し

つつ調査事務量の税目間バランスにも配意し、資産税事案全体の中で追徴税額を意識した調査優先度を的確

に判定する。

なお、選定した実地調査対象事案のうち、相続税事案については、「相続税選定支援ツール RIN」（以

下「RIN」という。）から「実地調査対象事案選定一覧表」を作成する。譲渡所得、株式等譲渡所得及び贈

与税事案については、該当者一覧の謂査対象者名を丸印で囲み表示する。

また、課税部事案名簿閲覧システムにより、課税部における選定又は指定の有無を確認し、重要事案管理
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対象者等に該当する事案があった場合には｀実地調査対象から除外した上で、総括統括官管理事案として別

途管理する。

おって、重点管理富裕層に該当する事案があった場合は、事前通知前に確実に「実地調査予定連絡せん」

を作成し、局資産課税課（監理第2係）宛てに連絡の上、調査着手の可否を確認する。

（参照） • 平成30年6月19日付東局課ー資3-22「課税部事案名簿閲覧システムに登載された事案の管理に

ついて」指示

• 平成29年7月6日付東局課ー総3-24ほか5課合同「重点管理富裕層に係る管理及び調査選定の

連絡等について」事務運営指針

「令和6事務年度における重点管理富裕層の指定について」（別途指示）

ロ 重要事案審議会での検討

選定した実地調査対象事案は、「実地調査対象事案選定一覧表」及び該当者一覧を活用して、その選定状況、

対象事案の要調査項目、見込追徴税額、重加賦課見込（「高・中事低」のいずれか）、特選事案等を示し、事

務年度内に重要事案審議会に諮る。

なお、定期人事異動後の新体制において、直ちに署長説明を実施する。
i【留意事項】

1 特官は、相続税の実地調査対象事案を選定今する際に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・I] -＿するとともに、料調返戻享案なとも含め調査優先度か品く、かつ、統括官部門での調査か困難•i
と認められる事案を優先的に選定する。このとき、筆頭特官が標準事務量を超えて事務葺を投下すべきと：

i 判断した事案は局資産課税課（監理第2係）に連絡の上、計画時に所要の事務量を確保する。

2 署では対応が困難と認められる複雑・困難事案は、局課税第一部（資産課税課、機動課、資料調査第二：

課）、総合特官、国際官及び機動特官と連絡・協調を図り適切に処理する。調査の過程でこれらの事案をi

． 把握した場合は、速やかに局資産課税課（監理第2係）に連絡し、調査体制等について協護する。
. " -. --. -----. -・---・ ---------・--・---------------------・-・---------・-・ ・-・ ・-. 

(3) 実地調査の指令及び事案交付
実地調査の指令は、調査担当者に実地調査事案を交付する方法によって行う。
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イ 前事務年度から引継ぎを受けた事案の優先交付

事務年度当初の事案交付に当たっては、下記「(15)事務年度末における実地調査事案等の管理、確実な引継

ぎ等」の「ハ早期に処理を要する事案」において、前任の統括官から別紙 1「早期要調査事案等引継表」に

よって引継ぎを受けた事案を優先して交付する。

なお、別紙1「早期要調査事案等引継表」に記載された事案の別紙2 「実地調査事案等引継表」（争点整理

表を作成していた場合には、争点整理表を含む。）については、総括統括官を通じて審理担当者に写しを交付

し、事案検討会を開催して審理担当者を参画させ｀調査担当者に対する適切な支援、指導等を指示する。

ロ 新規着手事案の交付

新規著手事案は、申告審理時等に把握した要調査項目を再検討した上、調査優先度の高い事案や相続税の ― 

特選事案から順に交付することとし、調査担当者の調査事務経験年数等に応じ、総遺産価額の階級を含む事

案の内容、重加賦課見込の蓋然性等を勘案して担当者を決定するなど、調査の霊点化や指導育成にも配意す

る。

なお、事案交付時に、臨宅調査までの投下日数を明確に示して準備調査を指示するとともに、問題点、重

加賦課見込の蓋然性、事案のポイント、調査実施上の留意点、事案の着手順を説明する。
← ▼ - mヽ·伝疇””―― ← —• ” - • - • • - - • - - 『-- - -—•• 9・  - - •• - - - - - - - 『 - •• - - - • — · • - - m - m ^ 0 - - ― " ^ - - - - - - - - - ― ● - - - ▼＇ ＾ー▼• ← ‘｀  ← 雫• ヽ • ｀ →ヽ — - • - - - - - - - - - -” 「• - • - -”-m • - - 0 —疇·---- -- .日 —▼ - - - - - • - 0 ーー ＾ →・ ●9 ~ •“• -• -^ • • - “ ― ” --・ - - - -・------------

｛【留意事項】

i 1 相続税事案の準備調査においては、別紙3 「ネガティブチェックシート」の活用の徹底を指示する。 i 

i 2 準備調査書は、減額要素の確認や要調査項目が適切に抽出されているか十分に念査した上で決裁し、

i 申告審理時の要調査項目を解明又は減額要素を把握した場合には、調査優先度を再検討する。

3 実地調査に当たり、税理士法第33条の2に規定する書面が添付されている場合（税務調査の際の事前

通知を行わない場合を除く。）には、事前通知を行う前に、税理士等に対して確実に意見聴取を実施する。．

（参照） • 平成21年4月24日付東局課ー資2-42「資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての ：

基本的な考え方及び事務手続等について」事務運営指針 ： 
「令和6事務年度の資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての事務処理について」 ：

（別途指示）
- - - - -- .  - -一→こ m - - - - - - ~ ·—こ—疇――- - - - - - -- - ---- -------- ----- --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - -—疇—----------疇- - - - - - ------- - --- - --- - - - - - - ----- - - - -疇一疇-- - - - - ------------___. __  - ---- --..ー・・ ・テ m ` ---------」.
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ハ調査を実施しない事案の処理

実地調査未着手事案については｀毎年12月及び6月に調査の必要性を十分に検討した上で、決裁委任規程

を遵守し｀処理区分の変更を行うとともに、変更結果を確実にK SKに入力の上、編てつする。

なお、追加資料等がある場合には、随時、事案の見直しを行う。
i【留意車項】
i 1 実 調 省 略 処理する場合は、確実に審理担当者に回付し、審査を受ける(-■]
i _場合に限り審理担当者の審査を；

省略して差し支えない。）。

2 相続税の実地調査事案（机上調査を含む。）を実調省略処理する場合は、『処理区分の変更』処理の｛

四、よ：分（ご、＄贔芹溢溢広贔盆芦心 力 （ 一 場 合 を 含 む 。 ） ； 

から実調省略する場合は「AJ

・ 調査日数の不足から実調省略する場合は「B」
~
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．
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(4) 事案検討会の実施

実地調査に当たっては、着手する車案に対する理解を深めるため、調査経験 1年目及び2年目職員が担当す

る事案及び後記「第2 相続税」の 3(1)の「特選事案」については、調査着手前に全件事案検討会を開催し、事

案内容を十分に検討するとともに、様々な調査展開を想定した上、聴取事項の整理のほか｀質問応答記録書に

記載すべき事項、収集・保全すべき証拠資料などを検討する。

なお、不正が想定される事案（「特選事案」を含む。）や取引が複雑で解明を要する事案は、審理担当者等を

交え、重加賦課要件を満たすために必要な証拠の収集事保全についても検討するほか、質問応答記録書の作成

を念頭に置いた調査先におけるシミュレーションを実施する。

おって、臨宅調査後においても、調査展開に応じて審理担当者等を交えた事案検討会を開催し、聴取事項を

含む収集した資料を基に、補完すべき事項を検討整理する。
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----------------- --•- -------------------------------------------------------- -- -^ --` ^ • -^ • -^ -- ^——^ --̂ - • --------------------―̀ ---......................................... --......., 
i【留意事項］

1 事案検討会は、次の職員で構成する。

調査担当者 （左記に加えて）

三 審理担よ芦L1官）
2 指導育成の観点から、指導育成対象者を可能な限り自身の事案以外の事案検討会に参加させる。 L 

3 その他特に統括官等が事案検討会の開催が必要と認める事案については、統括官等が構成員を指名すi

る。
. --. -----. -. --------------------------------------------------_:. ----------------------------------------. ---------—-------------------------------~ ------------------------・.... ~ 

(5) 機動的かつ組織的な調査の実施

イ 無予告調査

| : 

口

事案などは、 点から、無予告によ

る調査の天胞を衷豆』フマ～゚
なお、無予告調査時における証拠保全の確実性について十分に検討し、実施の適否を判断することに留意

する。

おって、無予告調査の実施に当たっては、「事前通知を要しない調査の適否検討表」を作成し、署長までの

決裁を了する。

案や一土案については、調査経験豊富な者を

含めた組調査や部門職員全員による一斉調査を実施するなど、機動的かつ組織力を活用した調査の実施に努

める。

ハ 運携調査

複数税目に関連して不正計算が想定され、調査の過程で連携調査を行う必要が生じた場合には、関係部門

等と協議し、内容に応じて計画連携又は随時連携によって、積極的な連携調査を実施する。
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： 【留意事項】

0 連携調査を実施する場合には、平成14年8月26日付課ー総第110号「連携調査及び連携資料収集の

実施について」事務運営指針に基づき、「連携調査・資料収集の実施依頼書」及び「連携調査・資料

収集の実施依頼回報書」を作成する。 ~ 

なお、連携調査対象事案の調査等が終了した時は、「連携調査事績報告書」（別添の3(2)参照）及

び「連携資料収集事績報告書」（別添の3(3)参照）を作成する。

; ----------------------_; _ ---・---·--・．．．—．•．△ • -←ー・··--···―←ー・しー··-·--·—←-------←---------ー一~---------.. -----.. --. --. -... -. -----. -. ---------. ---------------. -----. ------. -----』

(6) 的確な進行管理等

実地調査に当たっては、事案の内容に応じた逸切な日数が投下されるよう「暫定日数指令方式」による進行

管理を徹底する。

なお｀統括官は｀可能な限り全ての部下職員の臨宅調査に同行し｀調査担当者の経験等に応じ、具体的に処

理方針を指示する。

また、進行管理に当たっては、「実地調査処理進ちょく状況表」及び別紙4 「実地調査事案の進行管理表」を

活用して調査担当者に随時必要な指示を行い、その内容、指示事項及び復命事項を別紙4 「実地調査事案の進
行管理表」に入力又は記載する。

おって、毎月上旬に、各税目ごとに別級5 「実地調査処理進ちょく状況表（総括表）」を作成し、「実地調査

処理進ちょく状況表」とともに、担当副署長（非設置署にあっては署長）に確認を受ける（相続税については｀

RINの「署長・副署長確認ボタン」により確認を受ける。）。

［参考：暫定日数指令方式】

事案交付時において臨宅調査までの日数を暫定的に付与し、臨宅調査後に統括官等が復命を受けて、指示

事項の解明に必要な調査日数のみを追加付与し、履行期限を設けて、的確に進行管理を行う。

II なお、指示及び復命時は、次の事項に留意し、指示 1 復命事項等を別紙4 「実地調査事案の進行管理表」
1に確実に記録する。

おって、引き続き調査すべき事項が認められない場合は、調査終了を指示し、決議に係る日数のみを追加
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付与する。

① 調査指令時における具体的な調査項目及び調査方法の指示

② 調査担当者からの調査経過の即日復命の励行

③ 調査展開に応じた適切かつ具体的な反面調査等の指示

.ヽ------. -. -.. --. ------------------------------------------------・ -------------------------------------------------. --. ---------. -----------――----------—こ—------------------------

！【留意事項】
; 1 次のような事案を把握した場合は速やかに署幹部及び局資産課税課（調査担当課長補佐）に連絡する i

、 とともに、調査着手に当たっては別紙6 「調査着手等連絡せん」等により遅滞なく連絡する。 i 

i ① ―  

] ②な'’’’’’’’"’’’’’’’’日・・'事案については、別紙6 「調査着手等連i
絡せん」等の余白に「個人立幼稚園」と記載した上、全件、局資産課税課（審査指導係）に連絡する。 ： 

2 事案の進捗状況は、事案交付時から処理完了までの間、調査の進行の都度、「実地調査処理進ちょ＜ i 

状況表」の各項目に入力又は記載して管理する。

l ？竺デI：：五丑笠：日りり：笠こ：こ口さょ？言：シ：ここi 3 長期仕掛事案（調査着手日からおおむね3か月以上経過した事案）については、処理の状況を確認のi

i 上、必要な指示を的確に行う。

i なお、事案内容に応じて、審理担当者も交えて今後の方向性について検討し、処理方針を指示する。 ： 
i 4 更正・決定の期限が迫っている事案の処理に当たっては｀加算税の賦課決定のための日数を確実に見

｝ 込み、修正申告・期限後申告の勧奨又は更正・決定を行う。

! ・5 実地調査事案等の着手及び決裁を了した際は、調査担当者が事務実績システムに、事案処理に関する

！ 情報（着手年月日、完了年月日、増差課税価格等）を入力しているか確認する。
--------------ー・・・・・ヽ•ヽ・・. --.. --... -.. ------------------------------. --------. -.. ----. -----. --------------. -・-----. -----. ---------------------・---------------.. --. -..... --
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(7) 行政文書の持ち出し等

行政文書等の庁舎外への持ち出しは、平成19年8月31日付東局総総7-19「行政文書等を庁舎外に持ち出す＿

場合の管理について」事務運営指針｀平成27年10月2日付東局総総8-633「特定個人情報等の適切な取扱いの

ための措置について」事務運営指針及び令和2年 7月8日付東局課ー総2-43ほか6課合同「署課税部門にお

ける行政文書等を庁舎外に持ち出す場合の留意事項について」指示に基づき、適切に管理する。

なお、持ち出し専用ファイルは、背表紙に職員の氏名を記載し、所定の保管場所を定め、統括官等が一括し

て管理する。

おって、、 DX・BPR推進に当たっての取組方針を踏まえ、各署に配備された局WANモバイルパソコン等

を臨宅調査等で、特に特官部門においては優先度判定事務等で積極的に活用し、調査事務の効率化及び高度化

を図る。

(8) 調査に関する情報の共有

資産運用の多様化、国際化等に伴う社会・経済状況が変化する中において的確な調査を実施するためには、

不正の手口や海外非違把握の端緒及びその解明方法といった調査情報を集積して局署で共有することが重要で

あることから、実地調査の過程で不正財産（所得）と見込まれる財産（所得）を把握した場合など、一定の基

準に該当する場合（別添の3(1)参照）には｀その都度「調査概況等連絡せん」を局資産課税課（監理第2係）

に文書管理システムで提出する。

なお、調査等の際に、特定の不正取引等から新たな有効資料源、租税回避を図っていると想定される情報等

を把握した場合には、資料情報事務実施要領に基づき、次表の連絡せん等を作成する。

おって、海外資産関連事案に関する連絡せんは、別冊2の7 「海外資産関連事案に関する資料情報の収集」

を併せて参照する。

（参考）資料情報事務実施要領抜粋

調査情報連絡せん 1 特定の不正取引や不正経理等から新たな有効資料源及び有効な調査手法（不

（送付先：監理第5係） 正取引等が国際的なものを除く。）を発見し、これを広く、かつ、組織的に活
用して調査効率の向上に役立てるために作成する。

租税回避スキーム連絡せん I租税回避を図っていると想定される事案の5ち現行の制度では課税が困難l
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（送付先：審査指導係） である事案を把握した場合に、これらの事案を蓄積・分析し、制度改正や運用

改善につなげていくために作成する。

税負担の回避ないし軽減を図っていると想定される国際的な取引等に係る

国際取引連絡せん I I 情報を把握した場合に、これらの情報を組織横断的に収集し、適時に必要な対
（送付先：署国際官を経由 応を図るために作成する。

し、局国際官） ※ 租税回避スキーム等連絡せんの作成対象となる場合、国際取引連絡せんの

、 作成は要しない。

i【留意事項】
i 0 「調査概況等連絡せん」は、重要事案審議会や調査完了を待つことなく、提出基準に該当すると見込i

i まれた時点で速やかに提出する。
--. --. --. --. -.. ----------------.... -. -... ----.. ----. ------―---------------------・・-・・----------・ -・..... --................・—---------・-----------------------------. ---...—^ ● ＂-----・ 

(9) 留置物件の管理

イ 統括官等は、調査担当者が帰署した際に、速やかに納税者等から提出を受け留め置いた物件（以下「留置

物件」という。）の有無を確認し、留置物件がある場合には、「預り証（控用）」の記載内容と留置物件を照合

して「帰署」欄にチェックする。

なお、「実地調査処理進ちょく状況表」に関係書類の借用の有無を入力又は記載の上、総括統括官が管理す

る「留置物件専用保管袋貸与整理表」に「預り証（控用）」を編てつして管理し、調査担当者には管理させな

い。

おって、調査担当者に「留置物件専用保管袋貸与整理表」へ必要事項を記載させる。

ロ 総括統括官は、調査担当者から留置物件専用保管袋の貸与の申出があった場合には、「留置物件専用保管袋

貸与整理表」の記載事項を確認の上、留置物件専用保管袋を貸与する。

なお、留置物件は、留置物件専用保管袋に収納した上で、書庫内の所定の位置で保管させる。

おって、統括官等は、定期的 (1~2週間に一度）に留め置いた物件の保管状況や長期に留め置く理由等

を確認し、確認した事績を「預り証（控用）」の備考欄等に記載するほか、毎月の事務点検等の機会を捉えて、

長期借用 (1か月超）とならないよう調査担当者に返却を指示する。
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ハ 統括官等は、調査担当者が留置物件を遮却する際には｀「預り証（控用）」と留置物件を照合し、「持出」欄

にチェックを付す。

なお、総括統括官は、調査担当者から返却を受けた留置物件専用保管袋に留置物件が残っていないことを

確認の上、「留置物件専用保管袋貸与整理表」の返却確認欄に押印する。．

おって、統括官等は、調査担当者の帰署後、返却の事実を確認した上で、「実地調査処理進ちょく状況表」

に返却年月日を入力する。

二 調査完了後は、「預り証（控用）」、「預り証（交付用）」及び「物件の留置きに当たって（控用）」を事績書

に編てつさせる。

(10) 調査審理の適切な実施

統括官等は、調査審理の実施に当たり、課税要件の充足性を常に意識し、調査担当者に対して、調査で把握

した非違事項に関する必要な証拠の収集・保全を指示し、収集した証拠に基づき適正に法令を適用した上で、

処理方針を示す。

なお、争訟が見込まれるか否かを的確に見極め、争訟見込と判断した事案については、早期に調査担当者に

対して争点整理表の作成及び活用を指示し、課税処分の適法性の確保に努めるとともに、審理担当者及び署審

理専門官と十分な協議・検討を行った上で、局資産課税課（審査指導係）に必ず上申する。 ｀ 
―”つ――--”—`--------------—•~- - • " ”----m - ・'-- --- • - - " " - --富”―▼ ~ • → " " - • ・―”→・一"-一←―`~―→  ＂マ・ "つ‘--―マ＿ ＿ ←っ・ ←マー―” 〒・”-- --- • m m・｀冨ー →ーマー→---.  - - -.  -・・“・ • • • •ー→ローニー• " ” ●疇・ • - - • - - -” →・ - - - - - -----•—▲•』·- - -・  - -▲  

i 【留意事項】
！ 争点整理表の作成基準に該当する事案は、理由附記の基礎となるなど争点整理表が重要な役割を果たすこ ：

iとを十分認識した上で、課税要件ごとに争点整理表を適時・適切に作成・活用し、課税処分の適法性の確保 ：

！に努める。
i （参照） 平成24年7月4日付東局課ー総2-20ほか6課合同「署課税部門における争点整理表の作成及び ：

』 調査審理に関する協議・上申等に係る事務処理手続について」事務運営指針
• • • • • • • • ●疇・ • - • ●疇・ • - • - - • • - - - - - - --- - - - - ---- - - - --- - - - • - - - - • • - - - - - • - • - - - • • • - • • • • • - - - - - • - • • • • • • • • • • • • • - • • • - - - - • • • • - • • - m - ―→  → - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—· - - -—と← U 一．．・乙・ ””-- - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • - -—· 

(11) 実地調査事績（更正決定及び加算税の賦課決定を含む。）の決裁 • 
実地調査を了した事案は、次の事項を的確に行い、決裁委任規程を遵守の上、修正申告又は期限後申告（以

下「修正申告等」という。）の勧奨前に調査事績の決裁を行う。この場合、重加算税の賦課の検討を要する事案

など、重要事案審議会付議基準に該当する事案は、確実に重要事案審議会に諮る。
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なお、更正決定及び加算税の賦課決定についても、決裁委任規程及び決裁手順を遵守の上、確実に決裁を行

つ。
イ 是否認事項の内容、事実関係及び加算税賦課の判断の根拠となった事実を明確にして、「処理てん末」を取

りまとめる。

ロ 実地調査事績書には｀調査に関して作成した資料及び収集した資料を添付し｀調査後の処理区分を明らか

にする。
---------------.. -------------... ---------------------..... -.. -.. -.. -. ----.. -... -.. ---.. -. --. ------. -----------------------------------・・ ----... ---------------------------・・・・・・・ 
］【留意事項］
: 1 決裁に当たっては、次のことに留意し、特官、調査担当統括官、国際官又は評専官の決裁を了した後、！

［ 必ず審理担当者による決議書の審査を受け、総括統括官又は副署長の決裁を受ける。 i 

f 0 副署長決裁基準

l (1) 総遺産価額（見込総遺産価額） 3億円以上の相続税事案の最終処理

l (2) 譲渡価額（見込譲渡価額） 1億円以上の譲渡所得事案の最終処理

: (3) 受贈財産価額（見込受贈財産価額） 3千万円以上の贈与税事案の最終処理

2 重要事案審議会［こ諮る事項は、別紙8 「重要事案審議会事績書」に記載し、その審議内容を確実に記］

録して整理・保管する。 ．． 

3 災害等により申告期限が延長されている事案を調査した場合の加算税及び延滞税は、延長された申告i

期限に基づき、適切に賦課する。

4 更正決定及び加算税の賦課決定に当たっては、更正決定期限及び加算税の賦課決定期限を徒過するこ］

となく確実に処理し、納税者に送付する通知書の原本を確実に確諺した上で、決裁する。 ： 
（参照） 尋 東京国税局決裁委任規程（昭和43年東京国税局訓令第10号）

・ 令和6年資産課税課情報第9号【加重分等がある場合の「加算税の計算チェックシート（相i

続税Ver.)」を活用しよう！ ！】~.. -. -----. ----.. ---.. ----.. ----.. --.... -............................................................................... --... -------------.... -. ---. --.. --. --------. -------. --・---
(12) 実地調査事績の決裁後の処理

イ 相続税及び贈与税

調査事績の決裁を了した後、決裁日の属する月中に『調査事績の決裁入力』処理を確実に行う。
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なお、「決裁（処理）年月日」と「業務処理日」 (KSKへの端末入力日）が月をまたぐような場合には、

月又は年度のMIS集計に反映されないので｀入力期限を厳守し、適切に入力する。
------------------------------------------------------------. --------------------------------------------------------------------. l ［留意事項】
: 1 調査事績は、『調査事績の決裁入力』処理において「処理年月日」を入力することによって原則とし

て訂正ができなくなることから、処理年月日の入力前に改めて出力帳票と処理てん末などの調査資料

の内容との照合を行い、入力内容に誤りがないことを確実に確認した上で、処理年月日を入力するC)

2 e-Taxにより送信された修正申告書又は期限後申告書（以下「修正申告書等」という。）の「こ

の申告書に係る通知等がある場合、 e-Taxによる通知を希望します。」欄にチェックが付された申

告書に係る加算税賦課決定通知の処理に当たっては、資産税事務提要を参照する。

〔資産税事務提要）

:::  I 第：こ：：：11「;：：］：：口：：0:：，：：：謬二」 1 

3 令和4年4月7日付東局総総6-492「税理士法関係様式の制定について」法令解釈通達に定める税 ｝

務代理権限証書（令和6年4月1日以降に使用する）の提出がある場合や税務代理人から代理受領の ：

対象となる書類について要望があった場合には、令和6年4月3日付東局総総ほか12課合同「税理士 i

代理受領に係る事務処理要領の制定について」指示により、適切に対応する。 ！ 
• - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- -- - ----- -- - ---- --.  ---..  -雫 .....-・・・・・・・・・・・・・・・・聾一・• -• ＂ー．． ．．．． ．.—..----・--------------------------------------------. ---. -. -

ロ 譲渡所得
土地等譲渡所得事案及び株式等譲渡所得事案に係る調査事績は、決裁を了した後、決裁日の属する月中に

『決裁入力』処理を確実に行う。

なお、決裁入力画面の「決裁日」欄には、業務処理日当日の日付が初期表示されるが、この日付を前月以

前の日付で入力すると当該事案の調査事績はMIS集計の対象とならないので、入力期限を厳守し、適切に

入力する。

おって、継続2管理事案については、決裁を了した後、個人課税部門に実地調査を了した旨を確実に引き
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継ぐとともに、継続して管理する必要がないと認められる者については、「除外」入力するよう依頼する。
9 - "...  - - - -”....  • - - - • • - - • • - -..  m - -- ~---------------――→ ••- ----""  --.  -------------------------—• ｀ ← ＿ ＿ ← • • ← --• • --• -----• -----”`  m”→ m m →一――`―---------.. ----.  ----------------------.. ----.. 

'【留意事項】 ． 

1 調査事績は、『決裁入力』処理によって集計されるが、入力後に調査事績の訂正を行う場合には、必i

ず、決裁日の属する月の月末までに行う。

2 調査事績の『決裁入力』処理を了した譲渡所得事案は、毎月中旬に出力する「調査事績等管理表」 i 

又は「株式調査事績等管理表」を活用して、譲渡所得調査事綬と確定申告入力事績の照合を確実に実！

施し、入力誤りによる調査事績の集計誤りを防止する。

3 提出された修正申告書等に・、加算税の賦課決定通知について e-Taxで通知を希望する表示があi

る場合には、調査事績の決裁後、資産税事務提要に定める「平成・令和 年分譲渡所得調査事績等連i

絡せん（個人課税部門連絡用）」の参考事項欄に「加算税電子通知希望」と記載し；個人課税部門へ回i

し 付する。............. ---..  ---------------------.  -------------. ----...  -......  ---....  ・-.............. -..  ・--..  ---・-・-.  ------. -------------. --・ --・-----------------------... -----...  -・ - - . .  -
~3) 督促状発付前（直後）の納付状況の確認等

統括官等は、修正申告書等が提出された事案のうち、管理運営部門担当統括官から「実地調査事案に係る納

付指導等連絡せん（資産課税用）」（以下「納付指導連絡せん」という。）等で納付状況の確認依頼があった場合

には、督促状発付の4日前（稼働日）までに納税者等に対し、電話により納付状況の確認等を行い、その事績

を納付指導連絡せんに記入の上、萱理運宙部門担当統括官へ回付する。

（参照） • 平成21年7月7日付東局徴徴2-15ほか12課合同「課税・徴収関係課（部門）間の連携・協調に

ついて」事務運営指針

． 令和6年6月28日付東局徴徴2-28ほか12課合同「課税・徴収関係課（部門）間の連携協調に係

る具体的細目について」指示

~4) 調査終了後の課税処理等の連絡

統括官等は調査を了した事案について、調査担当者に調査によって把握した財産情報や納付指導事績など、

今後の滞納整理に有効な情報を納付指導連絡せんに記入させ、速やかに徴収部門へ連絡する。
r -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—• -------• •“—`—` ̀  0 ~ -----. -------------・--―←― ； ［留意事項】

i 1 統括官等［ま納付指導連絡せんの入力内容を確認の上、総括統括官に回付する。 ！ 
• ------------ ----- --- --- -- --- ----- --- ---------------------. -----. ---------.  -----.  -----------------------------....—........—.. -・.. --.. ----------・---. ----.. -----------------
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2 総括統括官は、毎月10日までに、前月分の納付指導連絡せんを取りまとめ、担当副署長（非設置署にi

， あっては署長）の確認を了した後、徴収部門統括官に回付する。 ． 
---̂ ——----~-?-~_I_*-—”· -----------”-------------------------• ^ - - " - - - - - ^ - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -”----―^ 一～＾ `  ^  ̂—· • ~――疇` ＾ ^  ^  ＂”,．ヽ・・--0 ~“---i 

(15) 事務年度末における実地調査事案等の管理、確実な引継ぎ等

統括官等は、事務年度末における実地調査事案等の処理に当たって、次の事項に留意して適切に実施する。

イ仕掛事案

統括官等は、調査中の事案（翌事務年度の早期着手のため調査通知等のみ行っているものを除く。）につい

ては、進捗状況を確認し、事務年度内に処理すべき事案と引き続き調査を要する事案を確実に見極め、事務

年度内に処理すべき事案は確実に完了するよう調査担当者に指示する。

なお、翌事務年度も引き続き調査を要する事案については、以下の処理を実施した上で、全件、事案を引

上げて管理する。

（イ）進捗状況等の整理

納税者等との無用なトラブルを防止するため、調査担当者に調査の進捗状況等（納税者との接触状況、

調査経過、解明すべき事項等）を別紙7 「資産税関係事案処理状況チェック表」、「調査経過記録書」及び

別紙2「実地調査事案等引継表」に整理させた後、その内容を確認した上で、事案を引き上げて管理する。

なお、調査手続については、「調査経過記録書」及び「調査手続チェックシート（本表）」によって、事

案の引き上げ時までに実施すべき調査手続の履行状況を確認し、記載漏れがないよう確実に整理させるほ

か、留置物件の有無を必ず確認の上、未返却の書類等がある場合には、速やかに調査担当者に返却させる。

おって、事案の回収漏れ及び留置き物件の返却漏れが生じないよう「実地調査処理進ちょく状況表」に

より照合するとともに、引き上げた調査中の事案については、別紙4 「実地調査事案の進行管理表」に回

収日を入力又は記載する。

(a)早期要調査事案等引継表の作成

統括官等は｀上記（イ）において別紙2 「実地調査事案等引継表」を作成した事案について、別紙4 「実地

調査事案の進行管理表」に回収日（引上げ日）を記載することにより記録するとともに、別紙1 「早期要

調査事案等引継表」に記載して後任者に引き継ぐ。

ロ 翌事務年度の早期着手のため調査通知等を行っている事案
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（イ）共通
統括官等は、調査担当者に「調査経過記録書」、「調査手続チェックシート（本表）」に納税者との接触状

況、調査手続の履行状況等を確実に記載させてその内容を確認する。

併せて、調査通知の状況、臨宅予定日等をRINの実地調査一覧表に確実に入力する。

(n)調査担当者が留任の場合

交付済事案の引上げは行わない。

(I¥)調査担当者が異動となった場合

「調査経過記録書」、「調査手続チェックシート（本表）」に納税者との接触状況、調査手続の履行状況等

を確実に記載させてその内容を確認した上で、交付済事案を引き上げる。 ． 一

なお、引き上げた交付済事案は、その事績を別紙4「実地調査事案の進行管理表」に回収日（引上げ日）

を記載することにより記録する

ハ実地調査選定基準該当事案
実地調査選定基準該当事案は、上記(1)に定める該当者一覧のほか、「実地調査処理進ちょく状況表」及び相

続税事案に係る「実地調査対象事案選定一覧表」を確実に引き継ぐ。

二早期に処理を要する事案
上記（イ）において別紙2 「実地調査事案等引継表」を作成した車案のほか、更正・決定期限の関係等から翌

事務年度当初において早期に処理すべき事案がある場合には、別紙 1「早期要調査事案等引継表」を活用し、

確実に引き継ぐ。

ホ争訟が見込まれる事案

実地調査事案のうち、納税者が課税処理の内容に納得していないなど、後に再調査の請求等の争訟が見込

まれるものについては、「争点整理表」を作成して争点、納税者の主張、事実関係及び証拠書類を整理し、確

実に引き継ぐ。--... ̀  • ・ •......“................... ・ ・ • ・ ・ • "..... ̀ ”• -• -----------------------—疇一,.-—疇一疇――—-------- ---------. --.. -------------・・・・・・・・・-・・・・・-・-・・・-疇---• →”------------ ’̀”̀, ̂ ―--” ――---; 

i【留意事項】
i 1 相続税事案は、「実地調査対象事案選定一覧表」の「備考」欄｀相続税以外の事案においては、該当者］

i 一覧に「調査済」、「調査中」、「未着手（早期）」、「未済手（繰越）」~~--・「志羞圭ーよ変夏H.:··ー［裏調逍降よ等の］
• --.. -.. -.... - .  --- .  - .  --.. ---.. --・ ---.. --------.. -・ -. ---------..... -..  ・-・疇----—• ----- • • • -·~の一 9▼—---------------―•
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別で表示し、その処理状況等の引継ぎを確実に行う。

なお、「実地調査対象事案選定一覧表」に登載されていない相続税の未処理事案がある場合には、 RI 
Nの「実地調査対象事案選定一覧表」に確実に登載するとともに当該事案の処理状況を表示して確実に

引き継ぐ。

2 処理を了した事案は、管理運堂部門への債権連絡など、必要な処理が行われているか確実に確認する。
贔―------- -- - -- - - - -- - -- - - - - - - • - . . . . . . . . ........  --- - - - - - • --- - • --- --- ----- -------- -------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- ----- --- ---............  - - - - - - - - - - - - • 

4 特官の事務運営

特官の事務運営は、平成3年7月9日付総総第111号ほか8課合同「税務署特別国税調査（徴収）官の事務運営

について」事務運営指針及び平成27年7月 8日付東局課ー資3-15「資産税担当特別国税調査官の広域運営につ

いて」事務運営指針に基づき適切に実施する。

なお、実地調査等に当たっては、特官自らが担当者として調査を行う「単独調査」及び特官が複数配置されて

いる利点を生かして実施する「グループ調査」によって、機動的かつ効果的な調査を実施する。

おって、筆頭特官にあっては、上記のほか、調査事案の進行管理や事績の取りまとめなど、特官部門全体の調

査マネジメントを行うほか、広域対象署に配置された経験の浅い職員の指導育成にも配意し、積極的に特官事案

の調査に同行させる。

5 特官（機動担当）との連絡協調

(1) 「機動調査事績回報書」の事案に係る確実な処理

特官（機動担当）から別紙9 「機勁調査事績回報書」（以下「回報書」というc)の回付を受けた譲渡所得事

案は、「令和6事務年度『機動調査事績回報書』管理表兼処理事績報告書」（別添の3(5)参照）に記載し、回報

書の内容に応じた処理を早期かつ確実に実施するとともに、処理状況を的確に管理する。

なお、事案の態様によって一斉調査等が必要な場合は、特官（機動担当）及び局資産課税課（監理第5係）

との緊密な連絡体制の下、譲渡人等調査を実施する。

(2) 「機動調査要望連絡せん」の活用

申告審理又は調査の過程等で、特官（機動担当）が担当することが相当であると認められる事案又は機動調
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査事務の端緒となる情報を把握した場合には、速やかに局資産課税課（監理第5係）に連絡の上、別紙10「機

動調査要望連絡せん」を作成し、文書管理システムによって提出する。

6 個人特官による贈与税の同時詞査及び個人課税部門による譲渡所得調査の資産課税部門との事務処理手順

(1) 個人特官による贈与税の同時調査

個人特官は所得税・消費税と併せて贈与税の同時調査を行っていることから、総括統括官は、平成27年 2月

4日付東局課一個5-6ほか 1課合同「特別国税調査官（所得税等担当）による贈与税同時調査に係る事務処

理要領について」指示に基づき適切に対応する。

(2) 個人課税部門による譲渡所得調査

個人課税部門が行う譲渡所得の実地調査は、平成27年 4月28日付東局課一個5-24ほか 1課合同「個人課税

部門による譲渡所得調査に係る事務処理について」指示に基づき、事案件数及び実施時期等について、個人課

税部門と十分に協議・調整する。

なお、協議・調整に当たっては、じ後の実地調査の隙に「再調査」とならないようにするとともに譲渡物件

が相続取得の場合や譲渡者が譲渡物件取得後、住所異動している場合は、関係署に取得価額引継整理票が無い

か等、個人課税部門の調査後、再処理が必要となることの無いように配意する。

おって、個人課税部門から「要処理対象者名簿」及び「着眼調査既未済整理簿」等の写しの回付があった際

は、資産課税部門において、再度申告審理を行い、調査が必要であると判断した事案は、連携調査の実施の要

否及び資産課税部門又は個人課税部門のいずれが調査を実施するかを協議する。

（注） 株式等譲渡の申告審理の結果、実地調査対象事案の選定基準に該当する事案については、個人課税部門

に「実地調査基準該当者名簿兼処理状況総括表（株式等譲渡所得）」（KSKシステム出力帳票の写し）を

早期に回付して、個人課税部門が担当する事案件数及び実施時期等について、協議・調整する。

7 実地調査における留意事項

実地調査に当たっては、別紙7 「資産税関係事案処理状況チェック表」を必ず活用し、調査手続を含めた各種

事務手続を確実に実施し、その処理状況を記録して統括官等の確認を受けるとともに、次の事項に留意する。
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(1) 調査着手前の滞納状況等の確認

実地調査に際しては、納付指導連絡せんを作成し、調査対象者の滞納状況等を事前に確認の上、滞納がある

場合には納付指導連絡せんを徴収部門に回付するとともに、じ後の滞納整理に有効と認められる情報の収集に

努める。

(2) 納税地等の確認

イ納税地

実地調査対象事案の選定後に、納税地の異動や修正申告書等が提出されている場合があるため、調査着手

前に、①調査対象者が自署管内に納税地を有すること、②修正申告書等又は更正の請求書等が提出されてい

ないことを確実に確認する。

ロ 税務代理権限証書

税務代理権限証書がなく、申告書に税理土等の氏名又は名称の記載がある場合は、納税義務者に対して事

前通知を行い、その際に、当該税理士等の税務代理権限の有無を確認する。

なお、確認の結果、当該税理士等が税務代理権限を有している場合には、調査手続に基づき当該税理士等

にも事前通知を行うとともに、税務代理権限証書の提出を指導する。

(3) 電話による事前通知等が困難な場合の対応

イ 調査対象者に対する事前通知のための運絡依頼の実施

統括官等は、電話による事前通知が困難であると判断した場合（①署内簿書等から電話番号を確認するこ

とができない者（納税義務者が特定できない場合を除く。）、② 1週間程度の間｀曜日｀時間帯を変えて複数
回電話しても連絡が取れない者）には、調査担当者に別紙11-1~3「連絡依頼票（臨場用）」を調査対象者

の自宅又は事業所（以下「納税地等」という。）に差し置くよう指示する。』

なお、納税地等が遠隔地にあるなど、調査に支障を来たす場合は、別紙12-1~3「連絡依頼票（郵送用）」

を納税地等に郵送する。

差し置き等を3回以上実施しても調査対象者から応答がない場合には、国税通則法第7章の 2 （国税の調

査）関係通達4-10(2)に該当するものとして、「事前通知を要しない調査の適否検討表」を作成し、署長まで

の決裁を了する。
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口 調査着手等

（イ）初回臨場時の対応

事前通知を要しない調査として臨場し｀調査対象者が不在の場合には、別紙13-1 「連絡票（初回・ 2

回目臨場用）」を納税地等に差し置く。

なお、当該連絡票を差し置くことによって事前通知を要しない調査に着手したこととなることに留意す

る。

(n)着手後の対応

上記（イ）を2回実施しても調査対象者から応答がない又は調査協力が得られない場合には、別紙13-2 
「連絡票（独自調査宣言用）」を納税地等に差し置き、取引先に対する反面調査等の独自調査を開始する。

また、独自調査開始後も、調査対象者から応答がない場合には、別紙13-3「連絡票（独自調査宣言後）」

を納税地等に差し置く。

(I¥)調査結果の内容の説明

調査結果の内容の説明を行うに当たり、調査対象者と連絡が取れない又は調査対象者が調査結果の内容

の説明に応じない場合には、別紙13-4「連絡票（調査結果説明用①）」を納税地等に差し置く。それでも

なお、連絡が取れない等の場合には｀別紙13-5「連絡票（調査結果説明用②）」を納税地等に差し置く。

（二）更正決定処分

上記(I9)を実施しても、調査結果の内容の説明が困難である場合には、別紙13-6「連絡票（更正決定処

分用）」を納税地に差し置く。

なお、調査対象者から指定した期日までに連絡がない場合には、更正決定処分を行う。
·····-·-ヽ疇•-·..-・ ・-.. ----- --・ --- -- ------・ ------------------.  -・ ----.. ----.. ----・-.. -・ -・..... -..................... --.. ---------------・ -----.. ---. -.  -.  ---------・ ----------. -.....―― 聾`ー・

［ ［留意事項】
! 1 連絡依頼票等の差置き又は郵送を行う場合には、文書発送チェックシートを活用して必ず複数の職i

｛ 員により差置き先、内容物等に誤りがないか確認の上、封筒の封かんを行う。 ： 

i 2 連絡依頼票等の差置き又は郵送を行った場合には、「調査経過記録書」に確実に記録する。 ： 
3 連絡依頼票等の差置き又は郵送を行った場合であっても、これをもって「調査通知」又は「事前通知」：c.一...→・・・・・・・---・------------・-・・------・-...------------...... -・—--• -- ―マ•-•ーー マ ーーーーマ—--”--・ • -”...... -• ← • ---------------―→ --・--・・→----・--・-・-------.. -ー一―-------------・・---・・・・・・--
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------.... ----.. --• • -• →ら．．．．．贔•一贔~・ー·“·~ • • • • • ·~ •・ーー・.................----.. --. -.. --.... --.. -.. ----............ ------.. ----

｛ を実施したものとして取り扱わない。
: 4 調査対象者と接触し」昇前通知に先立ち調査日程を調整するため、調査対象者に都合を聴取する際に

ぱ速やかに調査対象者に調査通知事項（①実地の調査を行う旨、②調査対象税目、③調査対象期間）

を通知し、その事績を「調査手続チェックシート」及び「調査経過記録書」に確実に記録する。

5 「連絡依頼票」を差し置く際に、調査対象者と面接できた場合や「連絡依頼票」を差し置いた後に調

査対象者から電話等で「本日、調査が可能である。」旨の申入れがあった場合には、事前通知を行うこ

ととして差し支えないが、事前通知は調査開始日まで相当の時間的余裕をおいて行う必要があること

から、原則として同日に調査を開始しない。

なお、調査日程の調整が終わらず事前通知を行えない場合でも、確実に調査通知を行う。

6 別紙13-3 「連絡票（独自調査宣言後）」及び別紙13-5「連絡票（調査結果説明用②）」は、複数回］

差し置いて差し支えない。
し—- ------------- • -----• - • -..  --• -- -•-----•---• -----• • ---- • -------・ • ----- • ---------- • -------- • ----- • -------------------------------------------- • ---- • • • • • •螂• - -・-・・・・・...  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ '  

(4) 臨宅調査及び現物確認調査等
臨宅調査は、納税者本人から課税価格（所得金額）の計算の基礎となる取引等を聴取して事実を把握する実

地調査の基本となる重要な調査である。このため、臨宅調査に当たっては、要調査項目に係る事実関係等の把

握に主眼を置いて適切に実施する。

なお、現物確認調査は、時機を逸することなく納税者等から「明示の承諾」を得て実施するとともに、関与

税理士等の同席がある場合には現物確認調査の立会いを求めた上で｀基礎資料の保管状況等をつぷさに確認し、

不正取引や申告除外財産の端緒の把握に努める。

おって、不正が想定される事案、争訟が見込まれる事案、直接証拠がなく、間接証拠のみで相結財産の認定

を行う事案などは、適時に質問応答記録書等を作成するとともに、証拠資料を確実に収集・保全する。

（参照） 令和5年資産課税課情報第10号【争訟を見据えた証拠の収集と保全】

-. -------------------------. -----ロロー・―--• • • • ---• “ “-------—ユ ー—------.. ------- - . ・ヽ - - - --- • - - •ー-------・------ー・--. --・ --. -.. --------・-----------------.. --. -. --・..........・“..........； 【留意事項】
ー.... 

し．――-----
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: 2 

3 臨宅調査後は、現物確認調査の実施状況を別紙8「資産税関係事案処理状況チェック表」に記載の上、

統括官等に復命する際に、実施状況の確認を受ける。

4 調査の必要上、書類等を留め置く場合には｀「預り証」及び「物件の留置きに当たって」をそれぞれ2

部（交付用 1部｀控用 1部）作成し、留置物件の受領と引き換えに「預り証（交付用）」及び「物件の留：

置きに当たって（交付用）」を納税者等に交付する。その際、「預り証（控用）」と留め置く留置物件を確；

実に照合する。

なお、納税者等に留置物件を返却する場合には、留置物件の返却と引き換えに、交付した「預り証（交i

付用）」のみ返却を求める。
--................  - ・-.....  -..  - -- - -- - - - - - - - - ---.  --.  --.  - -....  --..  -.  - - --.  --.  --.  --.  -.  --.  - - - - - ---.  - - --- --- - - ---..  -..  --- -------- --- - - - - - - - - - - - - -.  -..會,.............- - - • -•.. - ------------- -

(5) 調査先における費用負担
調査先（金融機関等の反面調査先を含む。）においてコピー機を借用した場合は、コピーに要した費用の諸求

を調査先に促す。

なお、所定の手続は、総務課（会計係）に確認する。

おって、コピー枚数が相当数になる場合は、書類の借用も検討する。
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(6) データの持ち出し及び持込み

調査の必要上、データの持ち出し及び持込みを行う場合には、平成21年 4月1日付東局総事ー2-10ほか23
課合同「『東京国税局情報セキュリティ規程』の制定について」事務運営指針、平成20年7月2日付東局総事一

2-11「『国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則の制定について』事務運営指針の全部

改正について」事務運営指針及び令和4年12月7日付東局総情ー3-59［外部記録媒体等申請管理システムの

導入について」指示に基づき、事前許可等の手続を遵守する。

なお、 DX・BPR推進に当たっての取組方針を踏まえ、調査事務の効率化を図る観点からも、局WANモ
バイルパソコンを積極的に活用する。

(7) 非違内容等の説明（問題点等の提示）

実地調査において非違を把握した場合には｀納税者等（当該実地調査に係る税務代理を行った税理士を含む。）

に対して、非違の内容及びその金額を十分に説明し、説明内容を「調査経過記録書」に確実に記録するととも

に、調査の終結段階で無用のトラブル等が発生することのないよう配意する。

(8) 予納の積極的な利用勧奨

納税者が調査税額の確定前に納付の意思を示した場合、滞納の抑止を図る観点から、「予納制度を利用した納

税のご案内」を交付するなどにより、関与税理士を含め、予納について確実に利用勧奨を行う。• -----• -----------―ー・・---—• --------------―→ → •---------------------. -----.. -------------------------. ----"" ------... --------------------------------・-・・・・ ----------------------------

【留意事項］ ・・

〇 予納の利用勧奨を行う時期は、納税者が調査税額の確定前に納付の意思を示し、納付すべき税額の確i

定が確実であると認めるとき以降とする。

なお、予納は、納税者自身の申出によるものであることから、予納を強要されたとの印象を持たれる！

＇ ことがないよう丁寧に説明する。
―·······--疇—- - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- -------- ----- --- --- - - - - - - - - - - - • • - - - - • -.......”'--—疇~疇ー..----....  --.  - - --- --- - - - - - - - - - --- ----- -------- - - -- - --- - - -.. - - - - -.  

（参照） 令和6年6月28日付東局徴徴2-28ほか12課合同「課税・徴収関係課（部門）間の連携協調に係る具
体的細目について」指示

(9) 更正・決定に係る処分理由の記載

調査の結果｀更正・決定を行う場合には、非違事項に係る必要な証拠の十分な収集・保全、的確な事実認定

及び課税要件の充足性について十分な確認を行った争点整理表に基づき、その処分の理由を附記する。
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なお、処分の理由書の作成に当たっては、金額等の確認を徹底するとともに、理由附記の趣旨である「恣意

抑制（処分の適正化）」及び「不服申立ての便宜」を意識して作成する。
------------• ----------------------• • ----• • --• -• • --• -----------―”-------... --• • ----------•----• → --—• • • •・→．‘'＾“^ ＾ `  ＾ー"."”" --. --.. -...... ---.. ・-・・ -..... -... ---. "・―... --・・・・・・-・・・・・・・・ 

｝【留意事項】
！ 〇 実地調査の結果、①直ちに更正・決定を行うことが適当と認められる事案、②修正申告等の勧奨に応l

じない事案について更正・決定を行う場合には、確実に重要事案審議会に諮る。 • 
----• ----・“------• • • -• -----• ------------------------------------------------• ---• • •“• • • • • • • • " • • -• -----------------------------------------------•“· • • • • m --------------• -• -------• -

(10) 修正申告等の勧奨等
イ 修正申告等の勧奨

実地調査の結果、非違が認められた場合は、原則として、続括官等が同席の上、調査結果の内容を説明し

た後、直ちに更正・決定を行うことが適当と認められる事案を除き、修正申告等を勧奨する。

なお、修正申告等は、 e-Taxによる提出の勧奨を徹底する。

ロ 修正申告等の勧奨の際の納付指導

修正申告等を勧奨する際には、「修正申告等について」及び納付書を交付の上、本税のほか、延滞税、加算

税及び滞納税額を含めた納付しょうようを確実に実施し、その事績を納付指導連絡せんに記載する。

なお、納付指導の結果、早期の納付（おおむね修正申告書等の提出後2週間以内）が困難である旨の申出

があった場合には、納付指導連絡せんに把握した財産情報等を記載して写しを作成の上、速やかに徴収部門

に連絡（案内）する。

また、滞納整理事務の集中化によって、徴収部門がない署においては、管理運堂・徴収部門統括官 （総務

課制署の場合は、総務課長）に連絡する。

おって、納税者等が納付相談を希望する場合は、署に設置している滞納整理事務の集中化中心署への直通

電話を案内する。

(11} 印紙税の同時処理

実地調査に当たっては、印紙税の不納付文書の把握に努め、次のとおり印紙税の不納付の申出の勧奨等を積

極的に行う。

イ 不納付の申出の勧奨

印紙税は、事前通知の際の調査対象税目には含めないが、調査先が作成した印紙税の不納付文笞を把握し
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た場合には、事前通知事項以外の事項として印紙税を調査対象税目に追加し、必要な通知事項を説明した上

で調査する。
また、当該調査先に印紙税の納付状況を自主監査させ、その結果に基づき「調査結果の説明書」を作成し、

決裁を受けた後に調査結果の内容の説明を行い、「印紙税不納付事実申出書」の提出を勧奨する。

（参照） 「印紙税不納付奉実申出書」の様式は、間接諸税事務提要を参照する。
； ［留意事頁】

1(f)-

3 
- - - - - - - - - - - - - - - -・-.  - - - - - - - - - - .  - - - - ".  "呵ー一→—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 9 -~‘呵ー r,. - 9· —- - - - - --- ----- ----

ロ 「印紙税不納付文書等連絡せん」の作成
調査先が取引先等から交付を受けて所持している文書で、印紙税が不納付となっているものがある場合に

は、令和4年7月8日付東局課二消7-36ほか 1課合同「印紙税不納付文書等連絡せんの作成及び活用部門

における管理について」指示に基づき「印紙税不納付文書等連絡せん」を確実に作成し、当該文書の写しを

添付の上、管理運営部門に回付する。

なお、作成に当たっては、「印紙税不納付文書等連絡せん作成システム」を使用する。
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- - - • • - -- - • - - -- -- • • - -- - • • - - • ・ー・―--—^ ●ヽ—→ ← → •『←―← --—っ m ー｀―-―-一→一ー一＂ マ―――`・・・・・・・・・●--・-ー・ー一、一＾ ● ̂ ー・・・・・-・--・・疇←―”・ • •”” -0 - ---ュ~• “ —~—•~ • -- • - - • • -- • • - - - • - --- - • - - -- - • • • • • - • •• • •• - • 

；【留意事項】
〇 印紙税に対する意識・知識を高める観点から、全体研修等の機会を利用して印紙税研修を実施する。

なお、研修内容、研修講師等については、法人課税部門（消費税等部門（担当））と協議を行い、各

署の実情に応じて実施する。

おって、研修資料は、局ポータルサイトに掲載している資料を適宜活用する。

（掲載先） 局ポータルサイト＞通達・情報＞消費税課＞08手引類＞分類：間接諸税関係

'----・-・・直●ー・．．．．．..- -....  --- -------- - - - -- --- ---.  - - -...  - ---..  

(12) 実地調査における資料情報の活用・収集等

イ 資料情報の活用

実地調査を効果的・効率的に行うため、時機を逸することなく各種資料情報を積極的に活用する。

なお、重要資料せんや各課部門事務連絡せんにより連絡を受けた資料のうち、調査が必要と見込まれるも

のについては、事案登録を行い、必要に応じ関係部署と協議・調整した上で、早期に実地調査等により確実

に処理する。

また、資料情報は、その収集形態・資料の種類にかかわらず、資料源の秘匿を徹底する必要があることか

ら、収集先や資料源を調査先等に察知されるような活用は厳に慎む。

おって｀法定資料及び法定外資料（連絡せん及び探聞情報資料を含み、重要資料、局関連資料及び譲渡所

得非違の端緒となった所有権移転登記資料を除く。）を端緒とした調査事績について、資料の活用事績の回報

基準に該当する場合には、資料情報の活用事績回報書を資料調査システムに登録の上、出力された回報書等

を確実に回報する。
—'-.. - - --..  - - -- ・ -・・-.  - -..-・  ・ -・ --・  - ---------------・  - --- ---・  - - --..  - ---..  -.  -----.  --- -- ---・---------- ------一疇＾―-m マ ー＾ー一ヽー一← ← ー ・- - -- --- - - . . .  ・ - . .  - -- ---- -● 疇 • - --- - ーー ・· - -....  - - • ← • • • - • ••—` 

i【留意事項】
j 1 相続税資料カードの出力後、調査着手までの間に、新たな蓄積資料（114資料等）が入蓄される場合

； があることから、調査等に当たっては、認証ポータルサイトの資料調査システム『資産蓄積（資産税）

i の抽出』によって、調査対象者等に係る資料せんの有無を確認する。

i 2 調査対象者の関係個人・法人の把握及び連携調査の必要性等の検討に当たっては、資料調査システ

i ムを積極的に活用する。
- ------- ― ”― ..... . ー----―--- -マー一・-・疇←▼マーー一▼・------ -------- -------- - -- - -- - - -- - ----------------- --- ---.  - -.  - -.  - ・--ー・一"-·疇 • -- - -- - -- --- -------- - - --ー----- ---・-- ---・-.  -- -.  - . . . ... ..雫• ・ - ・ 
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3 回報基準

① 相続税・贈与税・・・増差課税価格300万円以上

② 譲渡所得・・・・・・増差所得金額300万円以上―

③ 消費税・・・・・・・増差本税額 30万円以上-----------------------------------------------------------------------------------------------------------・ -----------------------------------------~ 
（参照）令和5年7月4日付東局課ー料総3-20ほか11課合同「資料情報事務実施要領について」指示

口 資料情報の収集

資料情報は、調査支援にとどまらず、相続税、譲渡所得等の非継続かつ大口の資産税事案の適正課税実現

のために、極めて重要な情報であることを十分認識の上、関係部門等との連絡・協調の下、あらゆる機会を

通じて海外資産や金融資産の保有に関する資料情報など、活用効果の高い資料情報を収集し、蓄積資料の充

実を図る。

なお、他事務系統の実地調査等で把握した資料情報についても、的確な作成・入力又は資産課税部門への

連絡が図られるよう資料情報会議等を通じて、協力を依頼する。

おって、国外財産調書を含め、海外資産の異動に関する資料情報、新規公開株式や非上場株式の資料情報

など、課税の充実の観点から的確な収集等に努める。r-----------------̂------------→--- -.  - - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - - -- ------ -------- ---------- ------ ------------- --- -- - -- - -- - ---- -----.  --------.  -- - -- - --- -- - ----- --------c・ -------, 
i【留意事項】
i 0 実地調査においては、将来の相続税適正課税の実現の観点から、積極的に資料情報を収集し、資産］

; 9 の保有の事実を的確に資料化（資料調査システムヘの入力）する。 ： 
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第2 相続税

1 令和6事務年度の実地調査等事案

事前に局資産課税課（監理第2

係）に連絡する。

2 調査の実施時期等

(1) 実地調査

特官及び国際官は、
I 

統括官部門は、

1中施する。

施する。

(2) 机上調査及び実地の調査以外の調査

机上調査事案は、 施し、実地の調査以外の調査については、通年実施す

る。
』【留意事項】

•• - --- - -- - -- -- - ----- -- - ---- --- --- - - - - - - - - - - - - --- - - - --- - - - - - - - - - - - --- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - --- -------- ----- -------- --- --- - - - --- - - - - - - - - - - --- -.  -・▼マ

1 机上調査 は 、 - 目 安 に 実 施 す る。

2 特官部門で選定した実地調査事案が机上処理相当となった場合は、特官部門で要調査項目を明確にし

た上で、統括官部門に引き継ぎ、統括官部門において処理する。

. 3 事務年度末に未処理事案とならないよう、計画的かつ効率的に処理する。 ： 
3 調査対象事案の選定 ． 

(1) 実地調査及び机上調査対象事案の選定

実地調査対象事案の選定に当たっては、前記第 1の3(2)に留意し、実地調査選定基準に該当する事案と実地

-28 -



調査未着手事案（未交付事案及び交付済の未着手事案）を併せて｀高額な追徴税額が見込まれる事案を選定す

る。

なお、統括官部門においては、指導育成対象職員一人当たり 1件を目安に、下記口の「特選事案」を選定す

る。

また、無申告事案（局企画事案を含む。）は、前記第 1の2(2)「③無申告事案への取組」に留意し｀ RIN

へ申告要否検討表回答内容、署内資料、局内保有情報及び照会回答等を入力し見込追徴税額を算出することで、

より高額な追徴税額が見込まれる事案を的確に選定する。

事案については、原則として、机上調査事案として選定するが、調査優先度が高く、

かつ、実地に赴く必要があるとして実地調査対象事案に選定した場合には調査通知前までに局資産課税課（監

理第2係）に連絡する。

イ 「RIN」の活用

RINを活用し、

実調省略処理する。
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口調査区分

（イ）特別調査事案
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(n)一般調査事案

実地調査事案のうち、特別調査事案、短期実地調査事案及び机上調査事案以外の事案。

(1¥)短期実地調査事案

一
なお、事務計画上「短期実地調査事案」は設定しないことに留意する。

(:.)机上調査事案

①又は②の基準にかかわらず、次の非違が見込まれる事案
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■案事選特ーヽ

(2) 実地の調査以外の調査事案の選定

なお、実地の調査以外の調査事案は、「相続税実地請査選定表（相続税申告審理表）」において「実地調査以

外」と判定された事案を選定する。

4 実地調査の実施

(1) 準備調査

準備謂査の実施に当たっては｀統括官等から助言・指示を受けた事項に留意の上、土地や株式評価の道否の

検討及び各種資料情報の念査を徹底し、把握した要調査項目等を「相続税準備調査書」の各項目に記載すると

ともに、別紙3 「ネガティブチェックシート」を活用して減額要素の有無を確認の上、統括官等の確認を受け

る。

なお、準備調査の決裁を了した後、別紙7 「資産税関係事案処理状況チェック表」を活用の上、資産税事務

提要に定められた調査手続を遵守し、納税者等に事前通知等を行う。 ｀

また、次の事項は、把握の都度、速やかに実施する。

① 文書照会の回答状況を確認し、未回答の金融機関等に対しては督促を行う。

② 取引内容の解明が必要な金融機関等に対して文書照会を実施していない場合は、追加照会を行う。

③ 苦積資料の出力依頼は｀ 対象と

する。
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おって、準備調査から着手までの事務処理は、別紙14「相続税実地調査事案の事務処理フロー（準備調査か

ら調査着手）」を参照する。

（参照） 令和4年資産課税課情報第7号、 8号、 9号（審理関係）【事前検討会で活用！ ！資産項目一覧（S

Kl) ("PART1~3)】

(2) 事前書面照会の実施

事前通知による日程調整の結果、~口ある事案につい
別紙15-1「相続税の調査に当たっての事前の確認について」、別紙15-2「被相続人に関するお尋ね」及び別

紙15-3「相続人に関するお尋ね」を送付し、聴取調査項目を事前に照会するなど効率的な調査展開への活用

に努める。

なお、事前書面照会を実施した事案の調査事績の入力に当たっては、『実地調査事績の起案入力』において

「区分E」欄に「 1」を入力する。

(3) 臨宅調査及び現物確認調査の効果的な実施

相続税の臨宅調査は、課税要件を充足する事実の把握と証拠の収集を行う上で極めて重要であることから、

原則として複数の職員で実施する。

なお、臨宅謂査に当たっては、事案の態様に応じて相続人全員に立会いを要請して各相続人から相続人等の

情報を聴取し、別紙16「相続関係図」等に確実に記録する。

また、前記第 1の7 「(4)臨宅調査及び現物確認調査等」に留意の上、的確な現物確認調査を行うとともに、

財産の取得状況等について、適時に質問応答記録書を作成し｀効率的かつ効果的な調査の実施に努める。

おって～相続税の実地調査（下記5の机上調査を含む。）においては、

(4) 反面調査の実施

臨宅調査で把握した事項や聴取した内容の裏付け・確認、臨宅調査後の事案検討会において検討した必要な

証拠資料等の収集のためには、反面調査が重要な役割を果たすことから、積極的に反面調査を実施する。-
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(5) 実地調査事績の起案

実地調査が完了した際は、前記第 1の7 「(10}修正申告等の勧奨等」の前に、「相続税実地調査事績書兼非課

税・申告是認決議書」に調査事績を整理の上、調査資料（作成及び収集した資料等）を添付し、調査後の処理

区分（「要更正」、「申告是認」又は「非課税」）を明らかにした上で、調査事績の決裁を受ける。

なお、申告是認、非課税及び机上調査事案（重加算税賦課事案を除く。）に係る「処理てん末」は、別紙17「事

案の概要（簡易版）」を使用し、要調査項目に対する調査結果等を簡易的に記載する。
・-...  -------疇-.--...  - -- - ----..  -.疇---疇-- - - - - - - - - - - - - - - - - 一 . . . . .-.  ---・  --.  - -.  - - - -.  -.  ----- - - - --..  ----......→・・・-・・・・-・・・・・・・-・・・・------------------------・・・・・--・・---------.. -. ----. --•, 

【留意事項】
1 実地調査等事績は、「『令和6事務年度 実地調査等事績の入力要領』について」（別途連絡）に基づき、：

KSK相続税システムに入力する。

なお、実地調査事績の「調査区分」の入力に当たっては｀調査指令時の「調査区分」を入力する。 i 

2 調査書類は、資産税事務実施要領の第4章「相続税事績書の編てつ順序一覧」に基づき編てつする。 ； 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --.... --.. ---.  --.. --. ----・---------------------・・.~ -----------------• --• ----“・ • • • -• • ^ • -- 9 - - " "―-------------・・・・・・・・・-・・・・・-・・・・--・・-・ 

5 机上調査

(1) 接触方法等

机上調査対象事案は、納税者等に対し、調査として接触することをあらかじめ明示するとともに、調査の目

的、調査対象税目、調査対象期間等を説明する。

なお、接触の態様については、別紙18「机上調査事案の事務処理フロー（準備調査から調査着手）」を参考に、

要調査項目の解明のため、対面（来署依頼）による調査の必要性の有無について検討することに留意する。

(2) 実地調査への移行

納税者等が接触を拒否し、実地に赴かなければ調査展開が見込めないなど、机上調査による接触が困難であ

ると認められる場合は、実地調査への移行を含め、調査展開を検討する。

なお、実地詞査に移行する場合は、改めて国税通則法第74条の9の規定に基づく事前通知を行うことに留意

する。

(3) 反面調査の実施

机上調査事案であっても、必要に応じて反面調査を実施して差し支えない。（「【参考】相続税の事案区分等の
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概要」参照）

なお、反面調査を実施した場合であっても、机上調査事案として調査事績を起案、決裁することに留意する。

ただし、机上調査事案は簡易な接触で効率的に処理する目的で実施しているため、統括官等は過度に事務量を

投下しすぎないよう的確に指示、進行管理を実施する。

(4) 調査終了の連絡

調査の終了に当たっては、次のとおり処理する。

イ 更正決定等をすべきと認められない場合

調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合は、相続人等に対し、調査結果を口頭で説明する。

なお、机上調査は、国税通則法第74条の11（調査の終了の際の手読）第1項の規定は適用されないことか

ら、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知」の作成は要しない。

口 更正決定等をすべきと認められる場合

更正決定等をすぺきと認められる場合は、「調査結果の説明書」の決裁を了した後、調査結果の内容の説明

を実施する。

なお、税務代理権限証書の提出がある場合に、税務代理人から詞査結果の内容の説明を受けることについ

て相続人等から委嘱されているとの申立てがあった場合は、当該税務代理人に対して説明等を行って差し支

えない。

(5) 相続税システムヘの入力

イ 机上調査対象事案の選定時

『申告審理事績の入力』処理により、審理処理区分を「 1実地調査」、調査区分を「4 机上」と入力する。

ロ 調査事績の起案

『実地調査事績の起案入力』処理において、調査区分を「4 机上」とし、机上調査対象事案に係る調査事

績を入力する。

6 RINを活用した調査事務運営

(1) 概要・機能
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RINは、優先度判定から調査着手・調査完了までの一連の事務において必要な機能を実装したツールであ

り、主な機能は次のとおりである（詳細は、 RIN操作説明書を参照する。）。

イ 相続税の優先度判定

ロ事案管理

実地調査対象事案の処理区分や謂査担当区分を登録し、調査事案を管理する実調一覧表等を作成するとと

もに、海外資産関連事案や継続2管理事案の報告既未済を表示

ハ準備調査
を効率的に作成

二進行管理

実地調査及び机上調査事案の事案交付から調査完了まで、調査手続の都度、当該実施日を入力することで、

署幹部や紐括官等が担当者別・事案別の進ちょく状況を的確に把握

(2) 出カデータの取扱い

RINから出力したデータは、使用後、速やかに削除する。

なお｀決議書に調査関係資料として編てつするもの以外は、出力したデータを印刷しない。

(3) 調査結果説明書付表のアップロード

実地調査事案の具体的な非違事項を把握し、リスクスコアと調査事綬の相関関係をより精緻に分析するため、

調査が完了した場合は、翌月末までに「ファイルアップロード」メニューの「調査結果説明書UL」タブに調

査結果説明書付表を登録するc

(4) 事後監査

統括官等は、 RINの前月分のデータ出力事績について、毎月10日までに、「監査」メニューにより、真に必

要な目的以外で出力していないか監査するとともに、「出力先」フォルダ内のデータが適切に削除されているか

確認する。

なお、統括官等は、データ出力事績の事後監査を実施した結果、 RIN利用者が不適正な出力を行っていた
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と認められた場合には｀速やかに資産課税課（監理2係）に報告する。

(5) その他留意事項

・ 全職員の閲覧履歴のログを局で管理しているため、局において定期的に閲覧履歴を監査し、必要に応じて、

閲覧理由を確認する。

•. K S  Kシステム及び e-Tax税務署システム並びに課税事綬検索システムで管理する申告情報のうち、

参照制限が設定されている事案については、総括統括官のみに閲覧権限を設定している。

・ 無線LAN環境では、有線LAN環境に比べて起動時間や画面遷移が遅くなる。

• RINの使用制限の連絡があった場合は、解除の連絡があるまで、 RINを起動しない。

7 資産税事務計画（実績）報告・集計システムヘの入力

実地調査事案等の若手及び決裁を了した際は、その都度、事務実綾システムに事案処理に関する情報（着手年

月日、完了年月日、増差課税価格等）を確実に入力する。
- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --·•—·· •·-----------·、---.. --. --. --. --. --. -.. -. -----------------------------. --------------------------------------. -----------------------. 

［【留意事項】
〇 机上調査の入力方法

(1) 事案の登録

机上調査対象事案の登録は、「実地調査事案入力」から行い、事案名は「事案名【机上】」とする。 ： 

(2) 事務実績の入力

： 机上調査対象事案に係る事務区分は、「020相続税事務ー050実地調査事務ー020机上調査事務」とする。 i---"―--――→――→―̂--―-------------―----------------------------------. ---. -------. -------. -------------------------------- - •. . -------ー----------------------..... -. . ・ 呵ヽヽ ・・ー ・ ·ー・— - -------
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第3 贈与税

1 調査対象事案の選定

(1) 実地調査対象事案の選定

贈与税の実地課査対象事案は、実地誰査選定基準該当事案から選定する。

(2) 実地の調査以外の調査事案の選定

事後処理（実地の調査以外の鯛査）対象事案の選定基準に該当する事案のうち、

選定する。

2 実地調査の実施

統括官等から事案の交付を受けた調査担当者は、事案の内容に応じ、要調査事項、調査先、調査に入る手順、

調`査の展開方法等をあらかじめ検討した上で、実地調査を行う。--------------------------------------~-----------------------------------------. -----.ロ・・ • • • ~ • • • • ・―̀ -~ • `  →一―.-. ------------------------------. -.. ----------, 

； 【留意事項】
！ 〇 相続税、譲渡所得等の調査の際における贈与税調査

： 調査対象税目の調査のみにとどまらず、資金又は資産の異動にも藩目し、贈与事実を的確に把握する。i

： なお、把握した贈与事実において、受賭者の所乾署が異なる場合には、速やかに所轄署の統括官等へ贈 i

i 与事実を連絡し、早急な調査を依頼する。--------------------------------------―̀ ---•·_.~ •ー---一.--＿--、』-一.＿_＿ -_―_—一＿一-_—ーー--ーー＿三―_＿一一---—―-“_ー・-—“―_--“一ー·——一一—·三ー一------一--ー-ロ---―一·―---―---——―_--_＿＿-―ー―ー―-ー・-— _ー一~—＿-・ー-―一一.----

3 実地調査事績の起案

実地調査が完了した際は、前記第 1の7「(10)修正申告等の勧奨等」の前に、「贈与税実地調査事績書」に調査

事績を整理の上、調査資料（作成及び収集した資料等）を添付し、調査後の処理区分（「要更正」、「申告是認」、

「非課税」又は「事故」）を明らかにした上で、調査事績の決裁を受ける。
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【留意事項】

1 実地調査等事績は、「『令和6事務年度 実地調査等事績の入力要領』について」（別途連絡）に基づき、i

KSK贈与税システムに入力する。特に相続税調査から派生した事案については、区分A~Cの派生元局i

署番号などの入力漏れに注意する。

2 実地調査によって把握した資産の保有等の情報は、将来の相続税適正課税の実現の観点から、蓄積資料i

として確実に資料化し｀資料調査システムに入力する。.... -... ・--.. -. -.. ----. ----...... -・ -・.... --.... --.. -. ------・-------.. -------. --. --. --・........ --. -----・-----・-.............. -........ -------・........ ・-.............................. 

4 資産税事務計画（実績）報告・集計システムヘの入力

実地調査事案等の着手及び決裁を了した際は、その都度、事務実績システムに事案処理に関する情報（着手年

月日、完了年月日、増差課税価格等）を確実に入力する。
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第4 譲渡所得

1 令和6事務年度の実地調査事案

なお、譲渡所得調査は、~など真に調査すべき事案
を中心に積極的に実施し、前記第 1の7 「01)印紙税の同時処理」に留意し｀適切に実施する。また、株式等譲渡

所得調査は、~について効率的な接触に努める。

2 実地調査の実施時期等

譲渡所得の実地調査は、原則として、確定申告期を除き通年実施することとするが｀特l --を

中心に実施する。

なお、評価担当者は、上期に実地調査•~原則、土地等譲渡所得事案）を実施する。,---. -------. ----.... ----. --. ---. -. -----. -----------. -----. ------. -------. --------.. -----. --........ -.......... -.... --.. ---. -.. -..... -. ------------. ---・-..... -.. --. 
【留意事項】
1 実地調査は、~実施する。
2 上期においても~実施する。
3 指導育成対象者等の譲渡所得調査経験の少ない職員が確実に実地調査を実施で吉るよう優先的に事案をi

・・交付する。
3 調査対象事案の選定
(1) 実地調査対象事案の選定

譲渡所得の実地調査対象事案は、実地調査選定基準該当事案の内容を個々に検討し、過年分を含め、調査優

先度が高いと見込まれる事案から順に事務量等に応じて選定する。
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また、次に掲げる事案を的確に調査対象事案として選定の上、優先的に調査を行う。

イ 土地等譲渡所得事案

（イ）

（参照） 資産税事務提要を参照

する。
・・---.  - -- -- ------ ------ -- ------ -- -----.  -.  ---.  -.  ---------.  -.  -・-.  -.  - --.  - . ― - -------------------------------------------------ー・-----------------------------------・-・・・・・・・・・・・・・・ 
【留意事項］
〇 令和5年分の譲渡所得事案のうち、申告審理において一括省略対象としている電子申告分につい ；

て、局において一定の条件で抽出したリストを還元することから、各署において譲渡所得実地調査事i

案等の選定に活用する。

なお、抽出条件や活用に当たっての留意事項については、リスト還元時の事務連絡を参照する。 i 

（参照）

「土地等譲渡所得実地調査事案の選定補助データの還元」（別途連絡）
- - - - -- - -.  - -..  - - -- --..  - - -・・---.  - -- - - - - - - -- - -.  - - - - - .  - - - - - - ..  -.  -...  - -..  - - - - - - - .  - -..  - . . . .  - ・.  --.  - - - - - - -.  - ・ - --- - - - ・ - - - - -- -疇-- - -9  • - - - •一つつ.- - . .  ----- - - -.  - --- - - - --- - - -------- . . .  ---- -..  
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ロ 株式等譲渡所得事案

（イ）

(2) 実地の調査以外の調査事案の選定

事後処理（実地の調査以外の調査）選定基準に該当する事案のうち、

4 実地調査の実施

(1) 準備調査

準備調査の実施に当たっては、統括官等から助言・指示を受けた事項に留意の上、別紙19「譲渡所得調査（土

地等）準備調査書」を活用して、申告審理で把握した問題点以外に要調査項目がないか確認し｀統括官等の確

詔を受ける。

(2) 臨宅調査等

実地調査に当たっては、譲渡人に対する調査を行うだけでなく、譲受人、仲介業者等に対する反面調査を積

極的に実施し、取引の実態を解明する。 ＿ 

なお、収用等の場合の特例適用に疑義がある譲渡事案に係る実地調査においては、公共事業施行者に対する

反面調査（事後監査）を積極的に実施する。-------------------------.. -------------------------------—→ーー・ュ· •、- • • • 

; 【留意事項】
i O 事後監査の結果については、「譲渡所得等の課税の特例に係る事後監査事績書」により決裁を了する

！ とともに、「令和＿事務年度 譲渡所得等の課税の特例に係る事後監査事績報告書」により局資産課税

課（審査指導係）に報告することに留意する（資産税事務実施要領（第6章第10節）を参照）。
----··-·--··ー・—••---•ーー・ーー・-----—ー・~．．彎•---"~••一•-•-•--------·-----------. 

(3) 関連事案の連鎖的な調査
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| -_J  
(4) 特官（機動担当）への支援要請

特官（機動担当）の支援を必要とする事案を把握した場合には、前記第1の5「(2)「機動調査要望連絡せん」

の活用」に基づき、支援を要請する。特に経験の浅い職員が行う調査事案等については、調査技法の伝承の観

点からも、積極的に特官（機動担当）による同行指導を要請する。

なお｀調査時期等については特官（機動担当）と協議の上、決定する。

(5) 譲渡代金の使途調査

--・・冑―-- -- -- ------ -- - -- -- - -- - -- • - - • - • • - • • - - ・口疇--.  -.....  -.  - -.  -..  - - - - - - - --- - - - ・ - ------------------- - ------- - ---- --- -ーマ—→ → • ~ ・“―“・  - • • - - - - - • - - • - - • - - -•雪-.. - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - " - - -

【留意三旦i

゜
i ，疇—- - - - - - - - - - - - - - - • - • m - - - - - - - - -疇ー一▼ • •疇• ·疇• ▼疇．．．．．．．．―`｀ ● 一響=・- - - - - - -..  - ------------------------- - - - - --------- --- - - -.  -.........  - - - -------_ _.  __  - - - - ----- --- -----—• - - - - • - - •. m - - - - - - ' 
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(6) 消費税の同時調査

実地調査の対象者が消費税の課税事業者等であり、譲渡所得Iこ係る消費税についても調査を要すると認めら

れる場合には｀消費税の同時調査を実施する。

5 実地調査事績の起案

実地調査が完了した際は、前記第 1の7 「(10)修正申告等の勧奨等」の前に、 KSK譲渡所得システム又はKS

K株式譲渡者管理システムで起案入力を行い｀「譲渡所得実地調査書」又は「株式等譲渡所得実地調査書」に調査

事績を整理の上、調査資料（作成及び収集した資料等）を添付し、調査後の処理区分（「要更正」、「事故」又は「是

認」）を明らかにした上で、調査事績の決裁を受ける。

なお、修正申告書等の提出後、 KSK所得税システムに調査事績の入力を行う。
• -• --”----------------------・----------- ---・^ --------”一ヽ—一ヽ—·“· • --• --• • • • • • • • • • • • -• O -• • ----”----------• ------•-----•----- -- ---------⇔-- - - - - - - - -―← --• ---• • --‘”^”-~—,. --------- -----・ i ［留意事項】
[ 0 実地調査等事績は、「『令和6事務年度 実地調査等事績の入力要領』について」（別途連絡）に基づき、i

! KSK譲渡所得システム又はKSK株式譲渡者管理システムのほか、 KSK所得税システムにも入力すi

る。

6 資産税事務計画（実績）報告・集計システムヘの入力

実地調査事案等の着手及び決裁を了した際は、その都度、事務実績システムに事案処理に関する情報（着手年

月日、完了年月日、増差課税価格等）を確実に入力する。
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第 5 山林所得

. 1 調査対象事案の選定

(1) 実地調査対象事案の選定

(2) 実地調査の実施及び実地調査事績の起案

実地調査の具体的な実施方法及び調査後の処理は、第4の「4 実地調査の実施」及び「5 実地調査事績

の起案」に準じて行う。

2 資産税事務計画（実績）報告・集計システムヘの入力

事務実績システムに｀事案処理に関する情報の入力を要しない。

第6 報告事務
令和6事務年度の実地調査事務の調査事績等に係る報告は、別添「令和6事務年度資産税各税の実地調査事務

の調査事績等の報告等」のとおり適切に処理する。
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［参考】 相続税の事案区分等の概要

内容及び選定方法等

【実地詞査］ （注2)

・ 被祖続人宅等に実地に赴いて行う謁査事案
• 実地詞査選定基準該当事案から調査優先度の高い事案を実地詞査対象事案に選定
・ 調査区分に応じた調査を実施
特別詞査：
一般調査：

（机上調査（実地の詞査以外の調査） ］ （注2)

［実地の謁査以外の問査】 （注2)

•一
「相続税実地調査還定表（相紐税申告審理表）」によって、 「実地の調査以外」と判定された事案

［行政指亭】

「相続税の申告内容チェックシート」によって、 「事後処理（行政指導）」と判定された事案

kskI：：審理区分を入力する際は｀実地餞査で入力するとともに、鵡査区分を「4 机上」とする4

税咀士法第3311)2の書面添付事案については、意見磨取時に自発的な良直しを要請する「行政指導」を冥籠
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1 実施事務等 I 1 実地調査 I l 机上調査 I 1事後処理（蕊の調査碑の調査）I

（注 1) 机上調査君手後に実地調査に移行する場合は、改めて事前通知が必要であることに留意する。
（注2) 「調査結果の説明書」は部内で調査結果を整理するための資料であるため、納税義務者等に提示・交付する

ことのないように留意する。
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【別紙1】

早期要調査事案等引継表

引 維年月 日 1 前任者職名・氏名
印又は

サイン

順

方ロ

1 

2 

3 

4 

●●9r」—『―..---,7 ―-... 

5 

6 

7 

8 

， 
----1・ ... 

10 

年月 日 I後任者 職名・氏名

（名菊番号） 誰 査
税目 年分

事案 名 担当者

（ ) 

（ ） 

（ ） 

（ ） 

1--•マー丁—.-- • →--~—•v- ●ーー ・·“`→ •ー・，...一 r·—ー・―- • ,,.  ,. ..—. • -一―'`99 9 ·^’ヽ•し‘,....•. •一

（ ） 

（ ） 

（ ） 

（ 

) I 
-・・-----~- 9.-v―.―『 ,.9.-.TIー・』

（ 

) I 

（ ) I 

ト～ー·-------·一•

備考（引継理由等）

印又は

サイン

-.....,  ___  # .... ..,—_ •. • _ •”` • /・` P--. •. • -...,、........., .,,,●●.  V..:.....，，，.―. -_ • •一～色―

•' 

.―`―.―--.-.―-―→ 9 ~"• •·~-ョ.'』·

........ ---． ，，^ _ , ・・--.  

（共通（会議・事務計画等） 事務引継関係書類事 3年）
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【別紙2】

実地調査事案等引継表 （作成担当者 ） 

区分 税目 栂籍開翡年月B又は年分 被相続人又は納税者 且簡要詞ゑ蔦箋等う1縫表順号

繰越理由及び訓査経過（概要）

1 是認相当と認められる事項

当初の要訊査事項 是認理由（解明した事項）

(1) (1) 

(2) (21 

2 非違があると認められる事項

当初の要調査事項 否認理由（解明した事項） 証拠書類
------- -,. ~ -・・ 9 ●―9 ̂ .... ヽ•• _ -_. •．・＿•．•一"•一~-- ・--・・・ ------...  

(1) (1 | 11) 

(2) (2! 12) 

', 

納税者の主張等
' --―-―-―一—―.―-T.―—―- -~’'~、夕•一．マ→•マ． ー， vヽ・疇9‘‘“―~●● .-.-_•-...~ -.-』•-.^_ 』-• 一

{l) 

(2) 

〔共通（会議・事務計画等） 挙務引継関係害頷事3年）
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3 今後調査（解明）すべき事項

要調査（解明）事項 讀査（解明）できた事項と今後調査（解明）すべき事項 証拠書類
•—』-．．•^ ＾人9--U``・``  

(1) 1 調査（解明）できた事項 (1) 

(2) (1) (2) 

(2) 

i i 

2 今後翻杏（解明）すべき事項

（］） 

(2) 

納税者の主張及び今後解明（調査）すべき事項
トー9＾一―-―—T→

(1) 

(2) 

、．

4 その他参考事項
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（作成要領）

1 翌事務年度に実地調査亨案等を引き継ぐ場合に作成する。

2 事案担当者は I夷地調査事案等引継表」（以ド「毒案引継表」というe)を2部作成し、事案とと

もに担当統括官等へ弓1き継ぐウ

3 作成した「事案引継表」は、 1 部を亨案と••緒に保管するとともに、f早期調査事案等引継表I

に1部添付するc

4 争訟が見込まれる事案については、 l争点整理表1を作成し、引き継ぐこととしていることから、

［事案引継表Jには、 l争点整理表作成済jと記栽し、その他の必要事項を記載する。

5 「区分」欄は、実調、事後等を記載する。

6 「早期調査言案等引継表順号」禰は、「早期調葦事案等弓l継表」に記載した事案の順号を記載す

る。

”̀ 5 1. ̀ 



ネガティ プチェックシ
【別紙3】

卜

平成

ffl,間怜埠月日令樟 零 月 日

［ 課税価格の減額要素

-—-. •I • •.... ~ 
確認項目

籠桐楕人氏名
こ

千円

〇 特定士地等（衷面各表の地域に存する土地等）に該当し、減額とならないか
（禰正率を乗じているか確認） （令和2年 2月築 1号資産評価官情籟参照l

I百喜咄如心盟岳P当し、減絹とならないか

※ 三大畠市II!13おいてはもOOd以上．三大鼻市Ill以外の雌躙1こおいては1.coo,rl以上11)迦積の宅地 笠氾事項証朗宮

Al土地袴価※共有地の湯合は共有地全体の地積で判直する 測量四等
・ • ・ • ・ • • ・ • ・ • •ー・．．．．．．．．·• ・ • ・ •一............-................... 

l0 容棟率が400％未満（東京都特別区は300％未満） 塵治体ホームページ宰

口地区区分が著通住宅地区又は詈通南業・併用庄宅埼区 路舷僑図

口 市街It隕整区域（綿市計冒法34条10号又は11号開発行為可の区誠を餘く）以外の地

域

口 都市計回の用途地填が工食専用地域に指定されている地域以外の地域

口 評靭対象となる宅lt!!等が倍宰培峨i：：ぁる場合．大規模工場用地に該当し

ない土地

〇 評価明細書上の計箪は適切か
＇ （口路絲価誤り、口捐正率訳り、、口僅地権等各種割合即））

口 特定株式等（特定地域内にあった翡産等の僅額が保有資直r1)合計顕の10分 1法人決算書
の3以上に該当）の判定はしているか

憐 枷が等と1:t、い（釘紐．び有1i11狂暮を諭く）、不鳥葎．不動禽の上に存する讃科及び立をいう株評価明編書6表

見込増葦課租偏格
•.... : • : ・ • :・ : |..,.・ • •．・•（減額分）．．
1元年台慮第i9号1：：憬
I贅半表

令和元年分鮨純価笞

令lll2年7月豪雨1：：係る
讃塁写表

令和2年分籍繰価図

評面明縄書

評碩明緯嘗
躁練価図笞 '~-A__•――-_モ円

心 翡1:該当する場合には 『枯定捻式等の利定及びl.l;卓要ネ等の金級の計葺等の明記書」で菖t1算を行う

＇※ 檜定地壌は、上記A ば：池評価J歪参照

口株全評価方滋会社規模輩特定の評価会社の判定は適切か 皿fili嗣網書1表． 2至 1・bA----m

n 税頷の減額要素
..、,、..m 、:•|

確認項目：

二爬与税申告書 I △ m 
・-------

DI各種腔諭］口 未成年名控除の適用眉れ

口障害者控除の適用漏れ

鰤告書第e表

戸顆隋＊寄

|~ ~Iき切れない麟分の會韻をその未成年令（輝害者）の扶養・務者の櫂限税碩から差し~I< 陣需者手憬等

※ 検賛綸務肴とは、翫偶肴~直系由控及び兄弟鱈鮭(/)1云か． 3級等内(/)観雄のぅち＿定(/J者；；；ぃう

〇 相次相絞控除の適用漏れ 1申告書第7表

:.....i:r, 千円

先代の指綬積庫書三等 1~ 干円
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特宗土納等の判室

［令和元年台風19号］ 平成30年12月10日から令和元年12月318までの間に相続等により取得

•.. .• 謬・,．..旱.名.・,．••. ． • ... .， • ．．．． ．~ヽ中．．．．~区り~．•••_．．．_』.．、村~• •名、・.•.~.• .. 、••へ•••奮••一•県一·名…•一•ヽ・・·！］ヽ.、-市--図•一m9・ヽ打．・＾•ち..、9.. 
．．了．..蔀...．累.．..名.．.．．． ・ ．碑.．.．．.．.．．．....町．．.．..．．..H.. ．.．.名.．.3 •．．.・． • 

宮古市

岩手県
禁石＇市

諄畑 i芦開 呻JII県
JI旧而

山久田慈町市 相I知市

，注）平成30年に取得したものでも、 ： 
， 令和元年分の路線価に訊整率をi

＇ 乗じる

匹県 県全域 埼玉県 県内盆域 新潟}';'U 阿笈町

・ -・ • ・ • ・ -・---・--
t品為県 県内全浜 干梨県 界内全域 山梨県 上野原市

ー・・ ・ ・ ・・ ・ --- -・ 

茨濯県 県内全ぶ 只野県 県内全填

， ・字足訴利郁木宮市市市
大田包

東京都
世八土項谷十区市

Iii塁9市 あきる”ii』 伊五石
訴木県

廣沼iti Bの出町 討岡県 伊豆の国市

9)9山市 檜屑iH 百渾町

舶”'烏山市
茂木町

［令和2年7月豪雨J 令和元年9月 3日から令和2年12月31日までの間に相綾等により取得

「二し＝1名i二］：ご］／・ニ；.」□竺: 「 i 日田市 l 

： …2 , 大分熙 I ;a:・ i f/1,!/i!呻

---t 

I注）令和元年に取得したものでも｀ I 
L~⑰；年分の路線価に謂整率を ！ 

怠槽

］ ： 玖曰 ！ 

塵虞di
垂水市
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【別紙4]

実地調査事案の進行管理表（相続税・贈与税・譲渡所得）

ロ

。
ロ

。
□特別、ロ一般、 口短期 |作：：特逗事案fl該当・非該当

≪事案の交付状況≫

＇［三三墨寸
くく進行管理：臨宅調査前≫

担当者
l 
＇ 

• ••····:-一—-—□戸'
担当者

同収

再回収

再回収
・ー・"・--・・・:-...--ー・9●ヤ

『
臨宅濶査前までのU数 ・事前通知町

〔共通（会濃事務計阿等）事務計前及び丞績関係書類事5年）
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実地調査事案の進行管理表（続）

［臨宅課査後］ 戸
h

-

L

 

乙三言□一般、 標準日数•i n

I

 

で
再臨宅B
厄~

.......... 

指令・1:,.:.,、
，、日数‘l•ヽ•:.: 0; ：ヽ、一

ロず戸
： 

i' 
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【別紙5】

（相押糸・賠与税・姦渡所得・

三
碩認者

暑長 副芝•長：

瀬

詔

,;.J日IJi町月 111 月 alJ; 111 月 111 月日I,11 al月日l月日

実 地調査処理進ちょく状況表（総括表）

区分，
① 

要調査件数の状況 完了峯案の状況1

② ③ ④ ⑤ R 
繰越指令担当者の要潤査当月 累積

変更による件 数 完了 完 T
件 致件数件 数（①唸パう） ｛と数件数

仲 仲件 件伶fキ

⑦潤誓恥 摘要
(R'7)事案名等を記軟する）

月

7月

8月

9月

10月

II月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

-56 -
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【別紙6-1】

調査着手等連絡せん

署名 I
税 目 相続 税 I相続開始 E ． 

住所

被相続人

氏名 （ 栽） 職 業

関与税理士 （ 支部） J3の2岱両添｛寸 有 . 細、,.、

団体等の名称 （納貯•青色・法人，問税，酒税・低良）

発 生 及 び 処 埋 (T) 状 況

区 ・分

項 目

総 造 産 価 額

精算課税滴用財店(/)価額
—疇••冨

債務・葬式費用

3年以内の贈与加笏額
呵、ヨ／ 99 Jヤ‘―｀ゞ―-―•―’―.—-

課 税 佃 格

相統 税の総額
--.―.-r, lm『

税 額 控 除

納 税 猶 予 額
― -,---------J—• • コャッ．，←r 9 m-

納 付 税 額

加算税額（ ． .)  

申
区

分

告 問

審 題

理 点

調杏担当者 1

三

発 生 処 理

申 告
更止の請求 修止・期限後 処理H

(' ．） 
嘆 願 更花・決定

迪絡日

無申倖
（ ） 是認・棄却

(.  ．） 取下・認容 増減差額

千円 千円 ＇千円 千円

•• ~ •一 富一 冒ー ..,. ..疇...... .. .. ..、.、

＼ --- ・------ 猷（ 笥）、過・無（ 刊G)

実調・実閤以外・省略・非課税・（ ） 

B 発生

処理

備

考

・調査予告B ( ． ． ） 

若手日 I ． 

三

再調査の諸求

（． .)  

千円

ヽヽ• ,... 

（共通（その他） 軽易な事項に係る意思決足又ぱ確認を行うための書類 事1~〕
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【別紙6-2】

調 査着手等連絡せん

辮名 I
税 目 贈与 税 | 年 I刀¥ 年分

住所

納税者 ------・・-・・・-・-- -̂‘―一． ． ・ぃ—- -・～日9--―--

氏名 （ 歳） 識 業

関与税理士 （ 支部） 図(f)2苔i!ii澁付 有 無

団体等の名称 （納貯•青色・法人・間税・酒税・俵良）

発 生 及 び 処 理 び） 状 況

区 I刀ヽ 発 生 処 理

更正の請求 修正・期限後 処理tl ．． 再瀾査の請求
申 告

•(. .)  
嘆 願 更正・決定 連絡H ．． 

無申告
（ ） 是靱．棄却 (.  ・ ) 

項 目 (.  ．） 取F・認容 増減差額

千円 千円 千円 千円 千円

課税価額（暦年課税分）
-........... -.... -....』—. -.』—----・・・-

非諜税の適用を受ける金額

基 礎 控 除 額
ト—-------. ---. - ・ -・ -- ・ --・ -... ・ヽ・.......V メ~ • • • - - -…— り一 — ・ • ---・ •• ・-・・ •』. ・ -.. 

税 額 控 除 額

差引税額（肝年諫税分） :’ 

，ー＇ー·,.“」→●｀口～｀｀へ• ^--'9 トーー·—い~-~^ - ~--ヽ·』 .‘‘~—-.—-
課税価額（精算課税分）

特 別 控 除 額
--・・--・・ "....』..』 ． 鼻~ 9 9 ............. ----・・ --・---------・-・ ・ー・・-・----―詈 • - •』-. .. ・ • 

差引税額（精算誤税分）

納 税 猶 予 額
9.^駒,..,..,....』.―.r- r一．ー•,·---一 ナ 9,•••• -― . • _ . 雫ヽ9 ・ノ．． ．．、’··~··

納 付 税 額 計
一^＂
加算税額（ ． ．） ＼ ＼ 盃（ 祖）、過愚（ 刑）

区
申 実調 実調以外 ヽ 省略 ． 非課税 •その他（ ） 

分
， 

' ”  と
・調杏予告日（ ） ロ 問 備

． ． 

審
題

理
点 考

調査担当者 l ． l着手日 l

三 I弛理心叶□関係課運絡HI 
（共通 （その他） 経易な事項に係る意思決定又は硫認を行うための吝類 事1年）
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e 【別紙6-3】

調査着手等連絡せん

署名 I
税 目 譲渡所得・山 林 所 得 ． l 年 ノノJ‘ 年分

住所
,., 

納税者

氏名 （ ＇栽） 識 業

関与税理士 （ 支部） 33 IJ) 2害面浜付 有 ． 
鉦'‘‘‘ 

．~ー· ・ヽ··冨＾＇v•-―—•

団体等の名称 （納貯・青色・法人・間税・酒税・憂良）

発 生 及 び 処 理 (J) 状 況

区 分 発 生 処 理

更止の諸求 修正・期限後 処理日 .. 再調査0)請求
印 告

(.  .) 
嘆 願 更止・決定

連絡日

無申告
（ ） 是認・棄却 (. ．） 

項― 目 （． ．） 取下・認容 増減差額

千円 千円 千円 千円 千円

談 渡 価 額

取 ... 1可日 ・ 袋
--. :・・ ・，.'-・・ •一・←.--. ---
譲 渡 費’ 用

買換姿産の取得仙額
冨―-、~•Mv,,, l --a  

’眉

収 入 金 額

保 証 債 務 額

特 別 控 除 額
トー^一…
誤渡所得金額

その他の所得金額
^ ----_—. ヽ ● ビ．`・ー' ”’’ 

所 得 税 額
, ―•••上ー」ツ』 9 9 9 

加算税額（ ． .)  --•—· ＼ 

-----―--
重（ 布）、愚•撫（ 布）

区 実調・実調以外・省略 特例適用 債権者
申

I刀¥ ・無資格・非課税・（ ） （条文） （ ） 債務者

告
間 備 ・調企予竹日（ ． ） 

審
題

理
点 考

課査担当者 I 着手H I ． ． 

王 I整理簿□；十三i関係諜連絡口 I
（共通（その他） 怪品な事項に係る意恩決定又は確認を行うための書類 市 1年］
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【別紙7-1】

年月日）

っ―
』

Lヵ

分

続

日

項

理
取

晶

始

士

年

又

腑

卓

税

聴

与
見

渡

林

）

蘭

意

譲
山

：
．
凧

□

叶

続

与

雌

？

相
贈
そ
—
ー
H
 

日

月

税

年

副
叫
制
関
叫
事
案
処
理
叫
訓
穿
ノ

住所

｛匹...'..決定面濶款定）朋浪

氏 名

（名称）

処理等の状況

工

ッ
ク
表

□ I滞納状況の確認

実施日時： ． 
--------------------------------・ • ・ ・ • `ー・-.....~:....... -・つ●ー・・ベVし---1-・------(------

実施場所：
・・-・・・・・"....、
実施しない場合の理由（

1 総括続括官へ滞糾状況の確認を依頼：滞納税額 (Dあり・ロなし）
・-----------------------------・ -・....................、....、

「あり：の場合は「納付指導連絡せんJを徴収部門へ回F

□ 1臨宅時の現物確認
調査の明示(J)承諾

：現物確斃訓資
：り）状況． ． 
.! 

同意者氏名；
•一-------------
税理士の同意（口あり・ロなし・ロ立会いなし）.......... 
立会人：

□ 1反面閥査時の現物雅
忽調査の明示の承諾

□ lその他の現物確稔
訓査の咀示の承諾

n lチ・ク0)持ち畠し及内社，込み

疇湯所：
--・---・-----
対象物件：

同意者氏名：
. --. -----・-・ --. 
税理士の同意（口あり・ロなし• D立会いなし）

同意者氏名：
ー・・・・・・・...........
税理f•のli:iJ意（口あり・ロなし• LJ寸会いなし）

事前許可(□持ち出し・ロ持ち込み）

UI 予納 •e-Taxの利用勘奨

ロ l木税額等の納付
しょうよう

□ l更正・決定期限の
確認~

□ l加箕税の加重措置の
適用要否の確認等

DI加算税の賦課決定
期限の確総

[J I隙税処理等の連絡

極

チラシの交付

本税・加算税・延滞税の納付しょうよう
----------------—• -----—-- ---—--------—＾ー一―--
チラシによるしょうよう (Dあり• Dなし）

・-・・・・・・・・・・・・・・-・--・--・--------・・ー・・・・ •ー・・--・・・-・ ・・・・-・-・ ·-·-—+ ---,.....ー・・・
なしの場合の処罠（

ヽ～～ `  一9-_.. /~ ‘̂'ー・ ～` 

施行予定日： 年 月 日----・------... -・----------------・―→ ----—--·-··---------—-------+------1------

臨蒔梃行の要否（口要，口否） 臨時施行fl: 年 月 日

加璽措也の適用要否（口要 •D否）

施行予定日： 年 月 日
----------→一----→ー・---→--------------・------・-----・....----------1-------f---・.. 
臨時施行の要・,!i（口斐，口否） 臨酢施行日： 年 月 B 

濶代甜庭1こべ‘て I沼甘辮題格せん」百縣拠理硲微鴎浮

確惣結果は「納付指涛逓絡せん」で管典運鴬部門に連絡
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資産税関係事案処理状況チェック表（付表）

法定申告期隈
相応）閤始があったことを知った日の翌比から10か月以内 1・法定申告斯限

..... ....... .... ....... . ... .. ................. ・・・・・・・・・・-・・--・ 一..一...一・・• ・ • ・ • •一·•..... -• ・ • • 一........一
［平成・令和 年 月 日］ 令和5年6月LOEi

相
績
税

i決定・増額（減額）更正
本税

恨拠条文

法た申告翔隕I})翌aから 5年を径過する13

［令和 年月

通法70(i)-

H I 

i歎諜決定
閲貫税

法定申告期限の翌日から 5年を経過ナる E

［令和年月 El 

通法10①三

賭
与
税

I決定眉額（減頷）更正
＊税

i 

］，法定申告期限の翌
！日から 5年を経過す
＇る El

令和110年 6月loA 

，賦諜決定
加算税

1根拠条文

令？．3.l6 令8.4.16 

1根拠条文

•. ・、;・9 1 • •:、

11 3 15`l?I令t4.3. t6 

畔 36①ー、二、通令3② （令元，令2)

令9.4. 15 |令10.3. 151釦 l.3. L6l令l23. l6|令13.3. 11 ：令14.3. 16 

柑法36(i)三、通令 3~) (令元・令2)

法定申告期限 平 31.3. isl令z.4. 16 令3.4. 15 令4.3. 15 令5.3. 15 令6.3. 15 令7.3. 17 ：令8.3.16 

譲
渡
所
得

浚定籍額（減顧）更正
本税

令6.3.l5 令7.4.16 

1根拠条文

令8.4. 15 |和).3. 15 |令10.3. 151令lL3 15|令12.3. 1? i和3.3. i6 

通法70①・ヽ、通令3② （令元・令2)

属課決定
加算税

令6.J.l5 令 7.4.I& 令8.4.16 令9.3. is I令10.3.15|令ll.3. l5 l令12.3.111令L3.3̀ l6 

1根拠条文 通法10(l)三、通令3② （令元・令Z)

言
相
続
税

贈
与
税

i

,

.

`

_

‘

・

 

限
、

二5

丘

5

5

5

5

5

畔

i

っ

七

定

70

i

J

J

カ

｛

あ

て

決

法

合

び

限

ー

f

i

5
旺

J

E

渾

臼

5
5
~

更

一

i

と

前

る

し

決

中

[

る

'

。

的

な

と

．

定

⑮

i

た

ら

る

場

レ

一

の

正

法

即

i

当

か

す

り

も

更

ず

i

に

と

意

知

お

る

の

ら

渾

f

等

こ

留

と

合

合

あ

合

よ

る

告

こ

芯

江

g

知

瑾

口

心

如

芸

匹

｝
社
｝
E
血

竺

屈

繹

芯

臼

i

日

り

す

ぇ

紐

出

出

出

べ

が

表

こ

i

士

等

連

提

提

提

す

為

覧

ふ

る

i

、

定

送

・

申

の

を

の

付

行

一

す

i

が

決

に

幻

定

書

書

書

紹

の

の

で

t

限

止

方

法

告

告

古

く

限

正

こ

ま

駁

~
期
更
千
t
J
る
申
申
申
な
期
不
、
日

一

等

が

相

知

な

求

求

求

が

告

他

ほ

る

i

定

日

を

2
と

L
積

讀

索

金

申

の

定

す

t

2
 

一

決

の

等

ー

日

J

付

付

付

付

定

を

決

渦

．

一

咋

邸

臼

畔

叫

紐

通

遁

遁

通

紐

5
四

硯

皿

｛

~
こ
通
の
通
①
②
の
年

3
6
“

~l23

i 

＂

注

・

i
.
,
l
{
_
.i

r,1i
i
・
・
・
i
'
,..... i・・・・・・・ー
．．．．．．． ,'

•9, 

.

.
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:＊税

4 閂外転出時課税（所法60の2①~Rl又は国外伝出（贈与）
時諜税，（所法60の3①～③）の適用を受けるときは、納税管列
人の届出及び視務代理権限証害の提用がある矮合や、贈与者が
引き院き国内に居住している場合等（通法？〇⑤．::-:、通令29②)
を除き、その更韮決定及び加算税の拭課決定は、この一覧表
の期限によらず祐定申告期限から 7年を経過するHまでするこ

とがでさる（通法70⑤三）．

5 新型コいナウイルス感染病や災害等により、申告等の算l
限について個別延長申i青僅令3@)がされた場合の更正、

決定及び）JQ算税の試諜決定は、こ<l)-ヽ 覧表の翔限によらず

延長された申告期限から 5年（相糀税及び譲渡所得）又は

8年（贈与税）を経過する日が翔限となることに留意する。 I 
• • ・ •一ー··• ・ • •· •一·• ・ • • • ・ • ・ ～ー・•• • • ·——· • ・ • • • ・..̂  -•......,.—· • • • • • 9 9 •一“.........—·,....9,. _.,....,.._.」
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【月IJ紙8】

璽 要 事 案 審 議 会 事 績 書 （ 相 続 税）
--

開催年月日 ．． ：：．．．：：出•'.r.:...• : •... : • .::;•賢翌賃·.・:;;.．，｀席亨：．：9 ：;. ・;9'. ・：．：・・ :;•:::. ::::：：：者：： ．． 、、税，目 I □審＇，＇ッ 9,',‘9,9讀，；，’’,,'-,'’ヽ ：項＇、，＇，・，”：且：．

署 副 -1. 実地調査事案の処理 4.再詞翌(})窃求事案(})処理
.. 希 相慌税 2.蚤加費税の賦蝶の適盃 5. その他（ ） 

長 長 3.取扱い等に疑簑のある事案の処理

被•• ：・..• • / 1 ...， .•• 住......所... •. •• ・．，●:：こ．．．，．． ・ • : .• 9.:・.、... 過 ..•.. ...•,と•....•. 去.• :.. ・ ••• • .: .3.; .:.、.••、.• • ..•年.., • •. •••. • • 9 • 間·:•:,.•.,.. :.. •の・;・. ・ヽ••: .• •.•. 所.:•9,. .. ご：• ： :：.・、得：.；.． .ダ.・.＇ン状.•.,... ; • • .:. . •況9 • •;.、.●.：、・：： 9 • ：・・；： ： ： ：・：：．：．．．． 
••• /, 調 、 ' '---)・・'・・・ 、:, ， ：＇：，，ヽヽ•; ̀',、'. • 事 ｝ 9 9. 9 , 9,  '.、' 績9 , 9 , • •• •• 9 : ,、・:. • •. . • : •. ; ,：： ： ．． ：．号ヽ•． .？．' :•.:.;. . •. :.. ..: : ;'. : : : . :・: : . • f• , i :・ :. : : : i .... . •. • ... .? :. : . •.. . : , ;. , • 9 .. . • . • : 

亨..9:： ：, ．：:•、i．. g•:••: . • . • .．.： ぷ ： 9・ー ： ： :.~-.. : ; : ],-[・:..：. ヽ-;，・:．，：ジ':： ,： . L K-• ・ •‘:• ； ：-べ.愁:• 9 : ! ，, ． 査:: :：'-く:）, ！ ·•:. f : (: ・・・:；'・；:虹✓ " •. .・：:，.：-. ．ヽ・.．匂✓＇, ：i,： .. •• ':. ·:.•シ·: :：•.．房.· ．.．.． ,．•、． ., •. ・. •. :.’・•;, ';..-,.,. .: ..! ' : •• ・： .. 9 : :‘ :✓.-:-• - : •:;•. : ... :・..... '..• : • • •• 9. •• .• 9 ： ・・ ．． 、

相 氏名•.•.••..• . ...．.．所．.．... ．....得.．9..．．.. 区・．..．．..分．.．,．.,．.． •. ． •• ．．..． ... • :;  ~t' •• ． .... 分．... • ~ • • •.: •• • .• .▼ •• • • 号.•... ．: 9.. ．・ • • :. .·:,:~ .．; 、• ． • .• 年,•. :• ....・.... ...分.• .... .,．..・.・ふ.. .., ••. ~·~ 財産の種類・・ ・①当初申芦額仔松 9.、四査（守円）9 9、~ ，〇増溝羞額（命）．， R露加対象額（子円） 加算税

筑 ,;、̂:: ;.,‘ 

重加箕税：額
： ヽ，＇: .c • :.地、・.::,. , 

人：匹 9 : <. 9.  I 、~・~＇布9,.:、市 ＇，干 之・：： •: ： ：込<:•．•・ .ヽ••• ． ぷ ．，; :.．. ?：. ・I; : :・・, ．． ・ •.』·:: :.; : :" : 
ー・....一”---ぃ• 一 9.....-..... -・・-・  ． ・--

・;;.....::』:;.•. :.. 

元事ー一：,兌み辛.-筐-：—：蒐；'一＃：-_'ー-：~-ぷtふ洞文-ー会一--構ーゃ―-＜~；芯、皇藷亨-----む-~―5”：一ぶ-乞匂て 甦`； ：物— 、
千円

相繹~¢-~ 一叫-——, ~ ~ ~ ~ 呻~ ： 邸-9 --一~-~ ~ ~ ~ ;~ ~ ~ ~ :こ~ ~ 退少甲告加ヰ税顛
l ＇（絞柄 ） :·;さ．•．:.·:. : 

ふ＂Z9，99 s~ 三い至99,91~ ~ ~ ~ ~~心え丑,9岱忍~疎，，，；，ヤ99 : 磁~式~~~ ~し·：99尋玉9 ， ~ ~ 
~ 千~．．．會円• 

人i朦簑
: :. • •• :• •. ・: 

無申芦加算税額
• 閲与.• ; ［： • • ． • .． ．所.． • ． :•. • 藤•．• • ・, • • • ・ ...“......”い＊..................... 
．．税3, .• 

.公.. : •. ・ :c.社....、．．・．••.債、·•．: : .•り.• •· 9 .•9 •• :: ・ •: 投:.:. .• • : .. : i9信....,.,...,:.• • : 等•』9.. 千円
塁..a.．名懇

ー~~
．．． ：．． 

.• ・，....:J ・: 

現..・、:--金-----------預-------貯---..-.. 金:.,..:: 辱: 
、 加買税計

相開始日 l.•申告年月日 1看手年月日：I賃賣躙
計． I: 、 9,.. m.. •・ザ心-＂ツーサ，＋ーー ・ ,.. • --·...-•--• 

, 1 1 ,  .生•. ．. ．． ',.·．.·".．•命．.• ．.．.・. ．． .' ．． .. ·.．．•．保、．.. ．.．・.．. ．・・..．険・.．・．・．・． ． ． • '. ・ 金.●••99 •• ．9 • .. • • •• 9.: • 、‘ • ． ·• 退:.• .• ．. •．.．職·・”・.ヽ.•ヽ .• •金,.:,.. • 等•. •. b 千円.• .. ． ． ； `~.:~ 運~．．▼ 携•• ~鵬...~ 査~• • ▼ 等•• • ▼▼のヽ．~事．．．績~~・・. • ‘? ’ ,• 9 ・ : 9, ', 、9 』.', • 9• 』,:/資細事績ヽサ： ，^：，＇， ＇＜ ．． 
•9 9 9 :..; ; •• i : : i: :;: :..岳： --・ ,. , .. -ー一

・. . . ...'.  • ・.... : • ；：．．．．区分．・'’,、''枚数．．1.．．．．．．，＇`濱要， 9 ,‘. • そ--',--・.・ •. ‘. --• .;•,• .•. .ー.,： • : 、の：他 、財産債務悶書
税目 ＇．＇件数＇ ， ＇増差額（千円）＇， 、.,、‘':--9 ::  _,m9.9 , -....  ----

A 
<~、.・合. .9.. .• .̂ • • : • • •• 計:..．.． • • 9,、」▲額 蔚・糾直・非該当
-< :・：・、・i・. :::・/;,, 

----- ,- ---
-国--外...財.-.̀..産̂•• 鯛書̀  B, 精算鰈，償税適用財産

i 
の”‘~..,•;~ :~ 額~ • ; ~ 

---ー・
' ,,., 9 9: 9ツ：資料活用事績・ ,.9 9 ,'・ 9,. 9 

C........債..・.....,..務...• .. 葬.....式....費、.,...用..... 
，，区分 、枚数•＇，＇：・9 :暉， 9 9.,. 

軽・加霞・非該当
•: : ・...  :... :. .̀:. :... : :. •. • •. ー-., ・ー・

' | 
D3年以内の圏与加算額 迄.. . 徴.. . ・額・• . 計.. ( a + b ) 

.,. • ● 9 9.. •. — 

・' ， • •. • : 運直の相手先: • _ :... : ; ：： ：応．勺： ・．:.. •. ; 9 •. 
課:・..、．:..•• ．, ．;..．.． •• 鉦.．・••. •..: •.. ．.: .，.格9．...., ．． •• •.. (.: . ．: ..• A ．.: :．t • ． ．:-f .• ,• •.• 9•:...•.ヽ..... ヽ.B• .••. 9...9 ... ←,9 •.. ;.. • . .•; ., • C・ .9 • : ; .•9• • ..:..•+9 ••. 9.・ •• ・ .．.: 9 •• : D．9 .9 • ． • • ) • ●● ．． ：．亨：‘.含．．：・・ ; 9.: ・・,..  ; :.: ．． ：賃：；・;・ ．． 

千円.．.．・．・. • : ． :・:: :・ ・: ・. •.:.· ·.•』.;...』'..• .. ,.)',  .h::: •· • • ••.』.•‘.....• •'、. :・・ •: • ;.:・・.: • : •.'. •‘:: ; i : < 
ヽ•., ・. :・:・ •. ’~L 9.9 9 .9 9 9’, ’’ 

•:.:• : 部.,.••.門....9.OO  •• • 

• 、,如斗..活..用... 事.........報書の回,,付._ •• 
祖9.• •9 9続....9..税....•.9.. :の.9..、•. • :..総..•• • : • • 額 稟紺見込

暑（部）‘ 有•無i.. •.•.. : ; : + .:: ::... : ::,:; ; :' ・』:.:』.: •. : : ---富-、---

..•.. ••• 9争．． .・．.•• ．.． ,.• •• ． . : ． 点： ．． 整．.・ 、• • • • 票＇ ~ ~ 臨▼▼ :• . • ~ 讃~•,:. .•. •• .~ ·• ．.．＇・ • ~ ▲ • ▼ • ..l:. 9.: .•• ,,., , .•. ,申．．．, ．・ ：・•• ．； : ..-理 詞
•• ・.,. • 9 • → :.  •. •. • → : •』.•...+ :•, の:．:: •. ．:． • x、:; :{ ;:.: : .. 

匹O..II.II•鳳よ和e.:.“'一 該当・非該当 • 税.・・, ̀‘: .、・•.’•.,‘..、..;•，、..'.,•.•.'、...• 9•額.......• '•• ・9・，．・・，．,．．.•控'：ヽ・：，＇ゞ 除●ヽ 予納

税 、等、．.情．,.．・．.,・．．・~ ．▼ .報、~.~.・．..．▼ ● 提.• •. 供.r:• . : 5• • ;: ・ .• .• • ., . せ．... ． ... ・_．9・, ，▼ • .• ・.．.ん. ．, ,_9.• ，,,・ ,▼．;． 、,． ..... ． . , 該当疇非誤当
， 9 • • • 租・• • 税9 • 回,.• .漉,.• ..ズ,キ.9,: 9 ー.... ム.,苓•，，.••• 運・•. • ； ：・絡シ9•;序せ●● ん•9: : • : •，，・・．， ． ： 

該当・非該当 訥税猶予税額 争訟見込
. •瑕..•.. :••. 土・ •.. •. :. • : :: ・:: : 

.• •.'''·, 、·U`^'“`~··彎 l 9 

． ．閑査概況等連絡．せん、• 該当非該当
.，. • ...,c.•,, • • • •閲.,・.．.• • • • 9際,・． •, ;, • :•• .耽• : 9 :・ : •. ：.：＇. ．.ヽ．・・.9ぷ弓,. • .,． ••.．.lヽ·.,氏.＇．.9：. : ．. .• 運： ． ヤ・、・.ヽ.；.•• ． ． : 絡•: : せ.....• • •.. ん:• ; • . . : . • • . ， .• .•: . . . :• • .:• 
. • ：ヽ．，ヽ：・ •• ・= :•: :.・..,  : : ; •.... :..:・  

該当・非該当 ．納：・・9. ”：． ・ふ．.， • ’ ・’ .... • • 付・,”・;．; ● な• • .： ； ． ・•.• ：，,: • ・:•税.. • ． • : : ”: 、•9; ● ， ． ・額: ，: ‘ a 有・無

〔共通（会譲・事務計画）重要事案審議会 事5年）
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ロ〇重力暉税をr

0―担当者の意見 ℃叉ほ税理士の意見r.{ 9 ' 
、:’’、’, ;9 

三（醐玲m-·------.,....."-----―――•:―一ー：一□プ―•---'

J 、 9:

O、審理担当者の意見 ・， ‘ .、、 • • C . ... ・... ̂:. •9• |0審瞬睾諒び指示事項：— ..，．．^ ・，： •一 .,.::. 9,.' 、, ..、 9
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【別紙9】
税務習

統括国税翻直官段

特別国税調査官

機動調杏事績回報書

機勤調査を実施した結果、以下の者について非違が恕められため、回報します口

1 非違が認められた者

二
|：入整理番号 ：I l一課税年会」 -

.

.

 

-
2 非違の内容

1 譲渡｛~Ii額-・・-・-・---・・......... 

取得費

譲渡費用

特別控除

譲渡所得

納付税額
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9
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号

]

[

]

.

◆

)

・

・

忍

番
．
『
丘
・
ぢ

5

輝培~
~
 

.
”
f
 .
.
.
.
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・
メ
・
i.. 5
~
~
 

.

.

.
g
 

.].~• 

・
~

・
~:
 .
.
.
 亨． 苓

特別控除

譲渡所得

納付税額

［機動開査の対象者］---- -

•• 9 税目::: .. • :.. ... ,... ... 、•. • .• l 整理番号 所輯署ビ：•. :ぺ:... • ;:, •• ;と• : ．：さ̀.•.. .• ． ••:.: 1 

~ ~ 予~~呼調.一ぞ；.--一―団-一ベ＿―~ 査~~：ー、こ、-ヤベ又'・9--ヤー"-え"-対—ー~ 、~八：~ ~~ ~ 一--`―̀ -： —-象̀9一ヽ -,こ―‘ゞ -~ ~ ;~ : ＂・そ~—＂-者- "  —_-_-' " 一-,ペ一、_ーー"・,~ "； " 

•. ．・.'.・.所．・;．・•・．•ぶ:.• ． 在.．.、.．．．.地．.．..． • 
．．．；．．．．： 悶） ~ン.·•• • 9 9 • •• ;, .... ャ•.• • •. ; 

,/:_::・::: 
心．‘ど• ::::. : 

・・.. ；（個法人人名名•: 調機査動担官当、ヽ
! •••.• .. 

5： ) ~:: 

（共通（届IU・整理簿等） 問査事務関係著類 事7年J
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令和 年 月
【別紙10】
日

資産諜税課監理5係 御中

税務署

統括国税調査官

機動調査要望連絡せん

•• ・. P...... •.............. : • • •.... • ;. 

I>整理番号 名簿番号
,...,.,..,..,..,......, 

所輯畢
..,..・：、．．．．．、．．．．．.......・.・

.,.,.. 9,..:•．．．．ヽ・・：，．． 、．．，ヽ： ．ヽヽ•:9 

、・添I
り；（法祁の2):_ ! 
•99,......:. C,.,・ :•••ゃ：；：、9 ．、9. : 

． 、ヽヽ• .i ,• -'.. : _ • , 、' 
.、.:、・.:＇，べt·••• : ・，’‘<.. •..... I 
HI亭前遠如a...,...、,.. :,........ •..•.•... ・,.・,.・・.、.........9 9 

•ヽヽ．～ ”‘: • • 9 • : ・、.,, .,... ... -..... 

l：部門k邸）
.,............ 一• ~~... ~ 9 • ~• • ~ ~.... ~~..... 

説務署

······.·.···••··,.....,..-_.、.、、-...—・．．ゞ

. ,, -. .、 .. . ・.,.-.―ー．．． 、＂・．．．．．． と・・• ・ •.9 

関与税理士，・-- - ------... ̂......... :.• • ・ • ・ • •,9.. 、
-9 ，，．し：―‘・ v:‘1、~--~-
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2 申告事績

一古口庄 i、 金額（千円） 1ゞ 贈与税 ．、l・金額（千円） 、
・マ

刃J..."’・
.‘. • :. :.,、:

四：：・・.'・；•,a:;;・J• 1999い真言言：＇：：：言•
（暦年課税分）F 

、L):課税価額、・・
＼ （精箕課税分）

一
，ヽ：ぷぶ9

~,., •. : • ?‘●● 

3
 

事案の概要及び要請理由

※•日綾曇lj及びt内訳」9巴』1よる資科を柄什する。 l税閤霜l 
（共通（届出·~理倍等）

-65 -

顎査事務関係書類 ,j¥: 7年）



【別紙11-1】

漣紹似輯．寧

（住所又ば居所）

（氏名）

様

税務行政につきましては、 H頃から御協力いただきありがとうご

ざいます。

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相統

開始分）について、調査の事前通知を行うために、本 日午● ●時

●分にお伺いしましたが、お会いできませんでした。

つき ま し て は 、 お 忙 し いところ誠に恐れ人りますが、●月● H

までに下記担当者宛てに御連絡くださいますようお願いします。

令和●年●月●日

■■ 税務署

担 姿産課税第 部料l

当

者

（甫；話） 000・0000000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署(j)‘籠話番g・におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「いを選択してください。

この文書による連絡依頼の責任者は、 ■■税務署長です。

'-6 6 -



【別紙11-2] 

追絡依東頁 今
ーーJ-

（住所又は居所）

（氏名）

挫

税務行政につきましては、日頃から御協力いただきありがとうご

ざいます。

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続

開始分）について、調査の事前通知を行うために、●月●日付「連

絡依頼票Jにより、●月● Hまでに下記担当者宛てに御連絡くだ

さいますよう依頼しましたが、本 nまで御連絡をいただいており

ません。

また、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いできませ

んでした。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ人りますが、●月●日

までに下記担当者宛てに御連絡くださいますようお願いします。

なお、御連絡いただけない場合には、事前通知を行うことなく

調杏を行う場合があります。

令和•年●月●日
■■ 税務壻

担 賓産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の需話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「 2」を選択してください。

この文書による連絡依頼の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙11-3】

逗匡緒低束頁冥冥

（住所又は居所）

（氏名）

様一

税務行政につきましては、日頃から御協力いただきありがとう

ございます。

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続

開始分）について、調杏の事前通知を行うために、本日午●●時

●分にお伺いしましたが、お会いできませんでした。

また、●月● H付及び●月● H付「連絡依頼票Jにより、調査

の事前通知を行うために、下記担当者宛てに御運絡くださいます

よう依頼しましたが、本日まで御連絡いただいておりません。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日

までに下記担当者宛てに御連絡くださいますようお願いします。

なお、御連絡いただけない場合には、事前通知を行うことなく

調査を行う場合があります。

令和●年●月●日

■■ 税務署

担~ 資産諜税第 部門

当

者

・（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 相当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「 2Jを選択してください。

この文書による連絡依頼の資任者は、 ■■税務署長です。
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「連絡依頻票」（臨場用）の記載要領

［使用目的】

統括官袢は、竜話による事前通知が困難であると判断した場合には、調査担当名に

別紙 11-1~3「連絡低塁票」（臨場用）を調査対象者の自宅又は事業所に差し置くよ

う指示する。

［文言の変更】

次の文言については、車案に応じて例示のように加除訂正の上、使用する。

「相続税（被相続人 ●●●●様の●年●月●日相続開始分）」

（例示）

⇒「令和●年分の贈昇税」．

「令和●年分の申告所得税（及び復興特別所得税）」

「l噂己担当者宛てに御連絡くださいますよう依頼しましたが、本日まで御連絡を

いただいておりません。」（別紙 11-2~3中段）

（例示）

⇒ 「下記担当者宛ての御連絡を依頼し、あなたから●月●日に竃話連絡をいただ

いた際に、潤究通知を行い調査の日程調戦を依頼しましたが、本日まで日程調整

に応じていただいておりません。」
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【月ll紙12-1】

辺絡イ衣＊頁雰

（住所Xは居所）

（氏名）

挫

税務行政につきましては、 日 頃 か ら 御 協 力 い た だ き あ り が と う

ございます。

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続

開始分）について、調査の事前通知を行いますので、お忙しいと

ころ誠に恐れ入りますが、●月●日までに下記担当者宛てに御連

絡くださいますようお顧いしまず。

令和●年●月●日

■■ 税務署

相 姿南課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務烹の電話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡依頼の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙12-2] 

逗絡倅輝蜘

（住所又1・よ居所）

（氏名）

差

税務行政につきましては、 H頃から御協力いただきありがとう

：：：゚ ざいます。

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月● H相 続

開始分）について、調査の事前通知を行うため、●月●日付「連

絡依頼票Jにより、●月● 日までに下記担当者宛てに御連絡くだ

さいますよう依頼しましたが、木日まで御連絡いただいておりま

せん。

つきましては、お忙しいと ご ろ 誠 に 恐 れ 入 り ま す が 、 ● 月 ● 日

までに下記担当者宛てに御連絡くださいますようお願いします，

なお、御連絡いただけない椙合には、ポ前通知を行うことなく

調査を行う場合があります。

※ 既にド記担当者宛てに御連絡されている場合は、大変申し訳ありませ

んが、 「連絡依頼票」が行き違いになったも(/)と思われます。

令和●年●月●日
■■ 税務薯

担 賓産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務界の電話番号におかけいただいた後、自動音点

案内にしたがって、f2」を選択してください。

この文書による連絡依頼の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙12-3】

亭 絡存 史未 頁 西
---」-̀

（住所又は居所）

（氏名｝

挫

税務行政につきましては、 日 頃 か ら 御 協 力 い た だ き あ り が と う

ございます()

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続

開始分）について、調査の事前通知のために、●月●日付及び●

月●日付「連絡依頼票」により、下記担当者宛てに御連絡くださ

いますよう依頼しましたが、本 nまで御連絡いただいておりませ

ん。

っきましては、お‘l亡しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日

までに下記担当者宛てに御連絡くださいますようお顧いします。

なお 、 御 連 絡 い た だ け ない楊合には、調査の事前通知を行うこ

となく調奎を行う場合があります。

※ 既に下記担当者宛てに御連絡されている楊合は、大変申し訳ありませ

んが、「連絡依頼粟」が行き違いになったものと思われます。

令和●年●月●日

■■ 税務搭

担 資南課税弟 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただ＜膵は、税務署の需話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、f2jを選択してください。

この文書による連絡依頼の責任者は、 ■■税務署長です。
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「連絡依頼票」（郵送用）の記載要領

【使用目的】 ． 

統括官等は、納税地等が遠隔地にあるなどの理由により「連絡依頼栗」（臨場用）

を調査対象者の自宅又は事業所に差し置くことが困難と判断した場合には、別紙 12

--1~3「連絡依頼票J （郵送用）を納税地等に郵送する。

［文言の変更】

次の文言については、亭案に応じて例示のように加除訂正の上、使用する。

「相続税（被相続人 ●●●●様の●年●月●日相続開始分）」

（例示）

⇒「令和●年分の贈与税J

「令和●年分の申告所得税（及び復興特別所得税）J

「下記担当者宛てに御連絡くださいますよう依頼しましたが、木日まで御運絡を

いただいておりません。」（別紙12-2~3中段）

（例示）

⇒ 「下記担当者宛ての御連絡を依頼し、あなたから●月●日に電話連絡をいただ

いた際に、調査通知を行い調査(/)日程調整を依頼しましたが、本日まで日程調整

に応じていただいておりません。」
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【別紙13-1】

亭糸各芽冥

（住所又は辰所）

（氏名）

様＿

あなたの相続税（被相続人●●●●様の

令和●年●月●日

●年●月● H相続開

始分）の調査のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会

いできませんでした。 ‘ 

つきましては、お忙いヽところ誠に恐れ入りますが、●月● H

（●)午●●時●分ごろ、再度お伺いする予定ですので、申告の基

になったすべての帳簿書類等を提示し、調査に応じてくださいます

ようお願いします。

なお、当Hの御都合が悪い場合には、必ず下記担当者まで御連絡

くださいますようお願いします。

■■ 税務署

担 資産課税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 

（内紛） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動•江声案内

にしたがって、f2Jを選択してください。

この文書による連絡の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別祇13-2】

連紹攀

（住所又は居所）

（氏名）

檄

あなたの相続税（被相絞人●●●●様の ●年●月● 日相続開

始分）の調査のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いでき

ませんでした。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日（●)午●

●時●分ごろ、再度お伺いする予定ですので、申告の基になったすべての帳

簿書類等を提示し、調鉦に応じてくださいますようお願いします。

なお、当日の御都合が悪い場合には、必ず下記担当者まで御連絡ください

ますようお順いします。

また、●月●日及び●月●日付「速絡票」により、下記担当者まで御連絡

くださいますようお願いしていましたが、現在まで御連絡いただいていない

ことから、当方で調査を進めさせていただきます。

令和●年●月 •Fl

■■ 税務署

担 I資産課税第 部門

当

者

（編話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務界の電話器号におかけいただいた後、自動音声案内

にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡の責任者は、●●税務署長です。
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【別紙13-3】

遮糸各勇廼

（住所又は居所）

（氏名）

登

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月● H相続開

始分）の調土のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いできま

せんでした。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、●月●日（●)午●

●時●分ごろ、再度お伺いする予定ですので、巾告の基になったすべての帳

簿書類等を提示し、調脊に応じてくださいますようお願いします。

なお、令和●年●月●日以降、幾度となく臨戸又は電話により、調査に応

じてくださいますようお願いしましたが、現在まで、あなたからの連絡は

ありませんでした，

そのため、当方で引き続き、調査を進めさせていただきます。

令和•年●月●日

■■ 税務署

担 I資産諌税第 部門

当

者

（電話） 000-000-0000 
（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内

にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡の責任者は、 ■●税務署長です。
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【別紙13-4】

運糸各~要

（住所XI'ふ号所）

（氏名）

壁

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続

開始分）の顆企のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いで

きませんでした。

令和●年●月● H以降、幾度となく臨戸又は電話により、調森に応じてい

ただくようお願いしましたが、応じていただけないため、やむを得ず署独店

に調査を進めさせていただきました。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、調査の結果を説明い

たしますので、令和●年●月● H （●）午●●時ごろ、当署賓産課税部門

までお越しくださいますようお類いします。

なお、当日の御都合が悪い場合には、必ずド記担当者まで御連絡ください

ますようお願いします。

令和●年●月●日

●● 税務署

担 資唖諜税第 部門

:ヽ:::I19 

者

（霜；話） 000-000-0000

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動g声‘

案内にしたがって、「2Jを選択してください。

この文書による連絡の資任者は、 ■■税務署長です。
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【月IJ紙13-5] 

逗 絡 粟

（住所又は居所）

（氏名）

様＿

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続開

始分）の調査のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いで

きませんでした。

令和●年●月●日以降、幾度となく臨戸又は電話により、調査に応じていた

だくようお願いしましたが、応じていただけないため、や打を得ず署独自に調

査を進めさせていただきました。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、調査の結果を説明いた

しますので、令和●年●月●日（●)午●●時ごろ、当壻資産課税部門までお

越しくださいますようお願いします。

なお、当日(/)餌都合が悪い場合には、必ず下記担当者まで御連絡くださいま

すようお願いします。

また、お越しいただけない場合には、調査結果の説朗に応じる意思がないも

のとして、更正処分を行う場合があります。

令和●年●月●日

■■ 税務署

担 資産課税第 部附

当

者

（霞話） 000-000-0000 

（内線） ●●● 

・ ※ 担当者に御連絡いただく際は、税務署の雷話番号におかけいただいた後、自動音声

案内にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による運絡の責任者は、 ■■税務署長です。
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【別紙13-6】

運 糸各夏惹

（住所又は居所）

（氏名）

携

あなたの相続税（被相続人●●●●様の ●年●月●日相続開

始分）の調究のため、本日午●●時●分にお伺いしましたが、お会いで

きませんでした。

令和●年●月●日以降、幾度となく臨戸又は電話により、調査に応じていた

だくようお願いしましたが、応じていただけないため、やむを得ず署独自に謁

査を進めさせていただきました。

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、調査の結果を説明いた

しますので、令和●年●月●日（●）午●●時ごろ、当署資産課税部門までお

越しくださいますようお願いします。

なお、当 Hの御都合が悪い場合には、必ず下記担当者まで御連絡くださいま

すようお願いします。

また、お越しいただけない場合には、調査結果の説明に応じる意思がないも

のとして、更正処分を行うことになります。

令和●年●月●日

■■ 税務著

担 l資産課税第 部門

当

者
＇ 

（電話） 000-00か0000

（内線） ●●● 

※ 担当者に御連絡いただく際は、税務惑の霞話番号におかけいただいた後、自動音声案内
にしたがって、「2」を選択してください。

この文書による連絡の責任者は、 ■■税務署長です。
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「連絡票」の記載要領

【使用目的］

①別紙 13-1 「連絡粟（初同・ 2同目臨場用）」

事前通知を要しない調産として臨場し、調査対象者が不在の場合には、別紙 13・

ー・ 1 「連絡栗」（初回・ 2回H臨場用）」を納税池等に差し置く。

※ 当該連絡栗を差し個くことにより、・「事前通知を要しない調脊」に着手したこ

とになることに留意する()

② 別紙 13-2 「連絡票」（独自調倉宣言用）及び別紙 13-3 「連絡票」（独自調査

宣言後）

「連絡粟l（初同・ 2同目臨場用）による差し置きを 2回英施しても調査対象者

から応答がない又は調査協力が得られない均合には、別紙 13・・・・ 2 「連絡票J （独自

調査宣言用）を納税地等に差し置き、取引先に対する反面調杏等の独自調杏を開始

する。

また、独自調査開始後も、調査対象者から応答がない場合には、別紙 13-3 「連

絡票（独自調査宜言後）」を納税地等に差し置く。

R 別紙 13-4 「連絡票」（開鉗結果説琲1用①）

調査拮果の内容の説明を行うに当たり、調査対象者と連絡が取れない又は調査対

象者が調査結果の内容の説明に応じない均合には、別紙 13-4 「連絡粟（調査結果

説明用(1))jを納税地等に差し置く。

それでもなお、連絡が取れない等の楊合には、別紙13-5I連絡票（潤査結果説

明用②）」を納税地等に差し置く。

④ 別紙 13-6 「連絡索J （更正決定処分用）

上記③を実施しても、調究結果の内容の説明が困難である場合には、別紙 13-6 

「連絡栗・（更花決定処分用）」を納税地に差し置く。

【文言の変更】

次の文言については、ポ案に応じて例示のように加除訂正の上、使用する。

「相続税（被相続人 ●●●●様の●年●月●日相続開始分）I

（例示）

⇒「令和●年分の贈与税J

「令和●年分(/)申告所得税（及び復興特別所得税）」

「更正処分を行う場合があります。」（別紙 13-5~6下段）

（例示）

⇒「決定処分を行う垢合があります。」

「更正処分及び決定処分を行う場合があります。」
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【別紙14】

実地調査事案の事務処理フロー（準備調査から調査着手） 網掛け部分への留意事項

準
備
講
査

［ ：：出芯：ー］

,-------------------------------------
i【要頂査項目の念査】

：・評価及び資料情報を念査

：・要鵡査血を的確に抽出
i:減額要素の宥無を確認 i 

':・→一‘̀::~ヽ—一呵:::::::::~呵•-:::::::::::::::・一:~:一ロー•一→一“-:::

： ［無予告祖査の検討l
：・無予告観査の実佗に当たっては、f事 ,: 

：柑通知を要しない穎査の適否検討表」を ： 

：作成し、実施可否を検討

し疇―――一つ----→一------→----‘疇ー一―--------

納
税
者
等
の
状
況
確
認
・
調
査
通
知

訊査実施が丙難であることについて正当奉由の賓焦

宥 無

綱査実塗可

］止当事由の開肖

I ↓不可

［ 三

税理士や一郎の納税者に険触す

るなどの方法で謂査を実施できる

か

箱税者等に讃資の必要性を説明

可 応諾

調査通知

拒否

三

I←--l 

ト—·--・疇一 m -疇-----·―`―疇—--·—· ----・――疇疇ー一

し［着手時期の後倒しを検討］

：・正当亭由が解消した場合は、隕査を ： 

：立する国納税者等に説明し承籍を得！

iる
ゃ＿ーニエここーニこここここーニ．ーニエ亡ごニーご．ー：一ー：．

i （調査拒否］
: ・頁三の説得を行ったにもかかわらず ： 
：綱査に応じない場合、関与税理士に対し：

！納税者と筐接連絡を取る旨を宣言して揖；

：査若手することを検討
： ．謁査通知後は、調査着手前に反面揖，

！査の実施を検討
：※反面揖査を実能した場合｀講査着 i 

！ 手までに事前通知を行う
し～ —～ ―`― →一 ------------------→-----→---』

·•,... . 、•. •.ヽ・．．．． ．．、・・ヽ •.. 9 ••••• •.... •· ^ヽ：V • •... • •• • •3 • • • • •‘‘ .... , •. .. ,., . 

ヽ•‘ .a荏講整及び亭前通知＇・，＇.,・:、:• -
；、 く調査場所の調整を含む）： 
．．り・・・・ ・．．．． ．．． ．．、 ・・・・：・ ・・：・ ：，．．． ．．． 

日
程
課
整
及
び
事
前
通
知
・
潰
手
日
ま
で
の
準
備

着手日までの期間

疇—- • ----• • --• - -• - ・-• ----• -----• = ・雪―’

：【日程翡整及び事前通知l
; :臨宅謁査を予定していない事案であっ！， 
：ても、謂査の状況によっては餃相続人宅 ： 

！等への臨場が必要となる場合がある旨、 ： 
：納税者等に説明
； 
• → → •—~ -~ -~’‘つ‘---• •ヽ·―” ー ． m 呵•··-··ヽ→―`

概ね1か月以内

［ 
..,・：・：・ ．．．．．．． 9．. 9・・・~． ．．．．．．． ．．．． ．． ．．．．．．． ．． ．．．．．．．．． 

事前書面照会・反面調査の実施·~ : 
．．．． ▲・．． ．．． ．．．．．． .. ......... ....... 、、...•・・▲、

・‘ヽ：・•.......... : • •..............~.........、.........

. : . . •. • •.•.. •一・ ．．．．．. .・ヽ・•ヽ•..... ..... ...•·· -

（事案に応じて）事案検討会を開催
................................ 

［亭前書面照会，反面損査を実施l
、講査着手までに期間が空く場合I~、効
率的な現査展開を図るため、積極的に実

箱

，実栢に当たっては、事前に納税者等

に対し理解を求めることに習需

i →ー・一ー一ー--------------------------→--

調
査
済
手

調査着手
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【別紙15-1】

．
 

．

．

 
〒

住所

9 番号

令和ー一年＿月＿H

氏名 様
l

税務署長

相続税の詞査に当たっての事前の確認について

税務行政につきましては、日頃から徘協力をいただきありがとうございます。

先日、調歪担当者から御連絡させていただいておりますが、 年 月

日にお亡くなりになられた 様の相続税申告に係る税務
調査を 年 月 日から行うこととしています。

つきましては、お手数ですが、税務胴森に係る時間の短縮を圏るため、当HIJ)税務

調査に先立ちまして、別紙の事前(/)確靱事項をお分かりになる節囲で記載いただき、

＿ 月――――日（＿〉までに御回答をお願いします。

I巳可課税□当）部： I 

霞話・

※ 自動音点案内による番号が流れた場合は、「2Jを押してく

ださい。
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【別紐15-2】

被相続人に関するお尋ね

令和年 月

次のとおり回答します。

日に亡くなった （以下、「被相続人」といいます。）について、

1 住所移転状況（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください．〉 ， 

疇翠窪疇況碗磁鴫
都・道 市・区 1'口持ち家

口賃貸
口施設（老人ホーム等）
D 親族宅

〇持ち家
〇賃貸
〇抱設（老人ホーム等）
O'親族宅

口持ち家
〇賃貸

----—―,D 胞設（老人ホーム等）
口親族宅

年 月～ 府・県 町・村
•（一マ~• ン~ーシ・公~ン名~．祠が島れr幻置して（／クさい）

都・道 市・区

年 月～ 府・県 町・村
(..ンシ•ン名疇があれば紀重してりだ訊‘).

....... ----

都・道 市•区

年
月～ 卜9マンシ•5ヽ 与が n`ii立府じてく県ださい）． 町・村

2 職歴（記載しきれない湯合は、適宜の用紙に記載してください。）

斗ん疇疇攣瓢青

年 月

年 月

年

年

年月～年

3 趣味し好等

贔 饂 疇疇認蘊誓t
l国内旅行（年 回） ［旅行

海外旅行（年 回） ［渡航国：

ゴルフ （年 ．回） ［場所

集（畜国・骨とう・貪舎

□その他（ ） 

4 被相続人が生前に親族等から相続によって取得した財産等について

千l'l 口保険金 干F!

) I口上場株式 口その他
（航柄： 干ドl 干円

口 （そ非の上場（也をの含株む）式

（ 

| 口有l
千円 口憤務

口有
千•Fl

口現金・預貯金 干f'l
口無 I 口無

年 ＇ 月 日

5 病歴等（記戯しきれない場合は、適宜の用紙に記戯してください~)

昼
□本人

口相絃人（

口その他（

□本人

口相絣人（

口その他（

年
年

月
月 ‘,'

)

 

年

年
月
月

汀人：
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6 遺言書の有無等

7 相椛財産の保管場所等

登記事項証明書 年 月

檀利証 年 月

契約書 年 月

固定資産税涌知書 年 月

口取引報告書 年 月

配当通知書 年 月

提携カード 年 月

現金 年 月

ー ー・

ャッシコカード 年 月

通帳 年 月

貸金諏の鍵 年 月

金地金 年 月

保険証書 年 月

．．． 

（ ） 年 月

ロ金銭消羮貸債契約書 年 月

剛

令和

（回答者）

止＿亙

氏名

年 月 日
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【別紙15-3】

相続人に関するお尋ね

被相続人 の相続人 の経歴等について、次のとおり回答します。

1 住所移転状況（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載してください。）

麟鱈冥翼競靡麟摩虚疇合『~ 三饗睾犀謬9
都・道 市・区

年 月～ 府・県 町・村
＇（マン，，，」ン名寄があれば記岨してく、い＇

都亀道 市・区

年 月～ I 府・県 町・村
.（.マ..ン....シ.a...ン...名--寄が島れば.-.111，てください）

都道 市・区

年 月～ l 府・県 町・村
(，，:..-ション名疇が島れば記函じtください）

ぷ
口持ち家
口賃貸

•一［口施殷（老人ホーム等l
口親族宅

口持ち蒙
口賃貸

口施設（老人ホーム等）

口聰族宅

口持ち家
口賃貸

口施設（老人ホーム等）

口親族宅

2 職歴（記載しきれない場合は、適宜の用紙に記戟してください。）

年月～年

年月～年

年月～年

千Fi

年月 千Ft 口有 □無

4 被相続人との貸借状況

令和

（国答者）

佳

氏

年 月 日

-85 -



相
------・一父・繹 ． 攘相験人・化偶君・兄弟鱈蛛

-----------.  ·一．，ー，“.—
氏名・年h•輯票 氏名・年h・職纂・地位

（亮亡年月日） • （死亡年月日）
................. 

続関係図
子・ （子の配属者J

·ー•- -•ー・・ ．，ー・-・ー・""" ＂●9●9 9 9 99● 9,..,.. 9 9ーー，

氏名 1 ; l ;:-::I 住所

相 続 関 係 図（続）
【月ll紙16】

謀
" -”~ --99  

氏名・年齢・臓婁等

本籍地 生

生

虚

iill 

惰蜆i

空

生

磁

鐵

惰姻

譴

麟

歳

生歳

鯰

生歳

歳

＇ 
歳

生

譜蛾

生 籟

吃

―l 
鯰

捨蝠 -」|
生 譴

識 | I I ＿」 鼠
． ． 

生 生 望

生

-1 
鑓

幡蠅

| | 生 蠅

蓋

烹凜＇ 生

生

―l 霜
I I 生 慮

蠅耀

； 

-1 i 歳

生 蘊．生

ーニ

． ． 

.."」 9 9 9 9.-.  9. l 』~―_-.―’

往所（移転状況等） ＇ 

職歴（投襲等）

被 ．． ----- --.... ・・--・・--- ・-
相

建味＂渭好

紐
人 --- -------- -------- -------

用磁・菟亡時の状況

••一

その他（先代からの相萩状況琴）

"~ 
住積（移転状況導）

.—• -- ... ---
臓歴（役臓等）

配
偶 ----------------------------------- --・ ---

者
趣疇•Ill好

← ---- ------------------------』

その他（歓祖頓人からの隕皐苓）

·~•·` ‘’ 
住惰｛移転状況専）

I記 i 
職甦（役職等）

｛ : 
—-- -----..... .... --・・--・ 

饂畔•Fl好
i il 子

l 

i 
• •』•』·• •·· -一一・―-

｀ その他（紋相籟人からの讃与等）

＇ ；干

i 
--・’ 

四｛移転伏況零） l 

記
偶

匹（役職等） 者

•』·• • • 

殿昧・渭抒

子・

• ー・ 9→● ● ••• • ·雫—·→ •• 
その他（被船絨人/;I，，の悶与・等）

子・

往所（移転状況等）

配
..... __....... •• ,＋→ 9→ --'・-・・・ ---・  .. -. 偶

尊巳(R尊写） 名

●.. ・-
晟疎・嗜好

子

-----.. 
その倍（破相絨人hらのほ与等｝

+ 

住所（移転伏況苓9

記

面―広滋―暉零i'
一 冨 疇一 冨 ー冨 ¥'II 

者

----------- ---·一•---.. 
晟礫•層好

l ！ 
子

iその隠t1It槽ほ人からの藷与響）
----------- -

； | 
子
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【別紙17】

事案の概要

ー 被相続人及び相続人に関する事項

「相続関係図」のとおり。

2 処理

3 詞査事績（課税価格）

I 当研：告額 I 闘査額 I 増差額 単位千円l
4 要調査項目及び鵡査結果

無口

1項番I:' 要調査項目

5
 

申告漏れ財産及びその理由（要更正・決定の場合のみ）

「詞査結果の説明書」 (f相続税調査（付表）事績（財産）明紺表J)のとおり。

6 調査日数

I 準備鯛査I一臨宅匹「融機関調査I反面鯛査|肝価1 その他I 起案|□ 
7 その他（特記事項）
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申告是認（特別・一般・短期）、非課税及び机上謂歪による重加賦課対象以外の要更正事案に使用する。

事案の概要 記載例

ー 被相続人及び相続人に関する事項

「相続関係劉」のとおり。

2
 

処理

申告相当のため、是認する。

※非課税の場合は、「非課税処理する4」と記載する。

3
 

調査事績（課税価格）

|-]「 | ::: | 増：額単位干円I
, 4 要調査項目及び調査結果

マ．．．．lら．：．： ： ： ●. :.....•.. ＇：ぶ ； ： • ： • 舒：・ ：,,. ぶ•; : ．： ．ヽ： ；•:・：： ・な：．．，？ ： ； ： :•. •. • •; : : : . ; : 、: ;.. •....::.\ • ;., . .9• ,. ふ

こ•…•‘ぶ： ；可：・'::豆でFヨ..づで・〒=C,.,. :. :: c ．ヽ・-.
＾ぞ．••; : •.·... :.. •:. •.. 

5
 

申告漏れ財産及びその理由（要更正・決定の場合のみ）

「調査結果の説明吾」 （「相続税調査（付表）亨績（財産）明績表J)のとおり。

6
 

詞査日数

準備詞査1臨宅調査に・駆機関調査1反面調査l・評価
単位：日

その他1 ＂虹 「了元―
1.0 2.0 0. 0 0、O 1.0 0. 5 0、5 5.0 

7 その他（特記寧項）

特になし。
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【別紙18】

机上謂査事案の事務処理フロー（準備調査から調査着手） 網掛け部分への留意事項

要謳査項目を解BJIするため（：：
対面による調査が必要か ， 

準
備
謂
査

有

’S: ・......・ • •. ·....9ヽ•.•名：： ：．・. •.... ・. : ·• 7 :•. ...、.・・ • 9 ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一．．．．．．．．．．．．
..'‘’’‘’’’,.,.. 9,.、’’̂..,..,..,・・・・・・・・・・・・・・・ ·····•·····• ．．．．．．．．．．．．．．．．＇： •...,;. 9 • 9ヽ．、：・・＇・•: :... :..• : <........ .': • ：・ ・． ..,・. . ·.ヽ• ヽ・・v..,.. 、•: : ...,.... ..... ...,... ...... .. .. 

パ来署依籟による訊査を桟討
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、

.... ••^,.........、..• • : •.. 9.. •.. : •..•. :. •....... 

慧

電話等．対面によらない調査を検討

［来署依頼による訊l査を検討l
・納税者等に対Lて直接、聴取を要
する事案は、来署依傾を検討

（例）
見込追微税頷が少額のため机J:.損l

査事案に選定されたものの、不正が

，見込まれる場合など

-----------------------------------

．、..............、．．．．．．．．．．

・・ 讃査の明示（調査通知｝....•.. : : • :... :. 

l 
,-----------—→一一ペー‘` ...̂ --“―“.... • •—’ 

： ［説査の明示］

； ・来署依頼を行う湯合は、約税看等 ： 
：に対し、署内における感染症対策を丁i

：寧に設明して珊解を求める ！ 
・------------. -----------.... -. -. -. 

謂査濤手

讃
査
の
明
示
，
謂
査
若
手

不正が見込まれない 不正が見込まれる

I:●，．.......、....----------. --・ -―̀・・・・・: ， ， 
！：澤取内容等から不正が見込まれる ： 

：；か］ ！ 
：： ．机上関査等であっても常に不正 ； 
ii招楼を念碩1＝おいた調査名実煽 ： 

• l • • -----------• ---̀  ----• --• --• -• ---• 

／

ヽ

亨案完了に向け処理

r

ノ

.............., •• : •...................:. • 9.... 9 • • :.:.、:•...... • :,• :. 9 • • •一，•ヽ•• • 9...  

：＇．：反面講査の実抱や実培謂査ぺの．：：
:'•9: ::＇：移行を検討•:;、、̀:、•.、·;―:;‘·,-' ”'< :.-'. ．：・................:,..•• • • • ・ • : • • :. •. : : • : : •. : 9 • : : : •..· : • •．・：•_...．•.ヽ．.-.·.ヽ•.....: •...,. ̀ .........9............ 

,—........ --.. ・・・-.. ---------・・・・---, 

，（反面調査の実紐や実地捐査への移，
：行を検討l
： ，臆取内容や提出された書類等から！,.

i不正が見込まれる場合など、更なる ： 
顧査が必要と認められる事案につい ： 
ては、萎調査項目を解朗するために、 ： 
①反面讃査を実施して証拠資料を収 ： 

集、②実地観査へ移行するなど検討 ： 
する
・なお、実地蜆査へ移行する場合は．：

隅査手絨に基づく事前通知等を確実 i 
に実施する

.. -. --.. --------.. ----... ---......, 
※机上国査は、糾査手統上、実地の謁査以外の讀杏となるため、事後処項と同様の讃査手紐を行う．
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【別紙19】

譲渡所得調査（土地等） 準備調査書
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1 報告等の種類及び期限等

:1慣査概況等連絡せん
I 

..,-.“̀ ご元訟しJこ名l)Jえ

I 
その郎度 監瑶第2係i雰闘 l 別紐愕式1

饒査完了裟
i 

逼 運携揖査事損報告書 逗攘紐査が完了した都度
処理を了した ＇ ＇ 文害管理

携
月の翌月末日 監逼第2保 システム

9 l 
平14.8.26付諜ー総第110号（事務運宮指針）

謂 I 

査 逼携資料収集事顆報毎書 運携資料収集が完了した都度
処理を了した 文書管理
月の翌月末日 竪理第2.係 システムム

謂 検査忌遜筆事案揖査票 発生した都度 その都度
文書雹遷

別途指示
査

竪理策2係 システム l

関
令和6年7艮-12月是理終了分 令7.1.14（火） ＇ 文書管遍係 Web観査の実胞状況
令和7年 1fi.~6月処理終了分 令7.7. 1（火） 監理第2係； システム 1 別途指示

•一.. 」~,.1r~下・ 99．■9 9 9 ,. →··-—-」―-•一ヽヽ

令和6事栢年度 令和6年7/!.-12月迅理終7分 令7.1. 15（水）
監理第5係 文書管理 | 別絣様式2

「機動輯査事績回綴害J管理表蓬処理事績毅告書 令和7年 1月～6月処瑶終了分 令6.7.3（木） システム

令和5事若年度
令和5年7月 1ヨ～令和6年6月30日 令6.8. 23（金） 監理第2係 文書管理 I 別託様式3

総合譲涙所得の鵡査等事隕一覧 システム

そ
令和6事務年度 文害管理 | の 全翔分 (7月～6月） 令7.7.4（金） 監理第2係 別紙様式4

他
暗•己資産に係る冥地細査の状況事籟 システム

電子帳簿保存法における重加算税の加重捨置不適用に係 I 
る鵠査亭宰糧告書 園査終了後 I闘査終了後、速やか1:::1監理第2係1さ？9？l令5.3. 17付東局課—鯰1ほか5年間 C撞示）

1継統2壱理事案に対する実地浪査等の状況 閲査終了後 | | I 文書壱運
隅査終了後、速やか1- 監理第2係 システム 別紙様式5-l及び別紐様式5-2
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2 報告等の種類及び期限等（国際関係）

海外資産関運事案（相紐税）の管理一覧表 I珈IJ冊勾IJ紙1、4

1海外資産関連事案（贈与税）の管理一覧表 署 海外資産関連事案を把捏した都度 I 
（相裟税は関連資料を別途送付する） その都度 | 

ボータル
署国際官 サイト、 l

局WAN
別冊2別紙2

海外資産関運事案（譲渡所得）の管理一覧表 | メー）し
別冊2別紙3

相手国等の租務当局から受慎した情報の活用事績| 署 処理が完了した都度 その都度 遥国際官

呼ー：N |別冊2別紙7、81：：ついて（報告）

署国際官 月ごと 翌月 5日
［局1

国際官

署 処理が完了した都度 その都度 署国際官， 局WAN

【局］ 1 メール 1 
別冊2別紙12

署国際官 月ごと 翌月 5日
国際官

署 外資系金融機関の詞査を実施した都度 その都度 署国際官 1局WAN
外資系金融機関臨場鯛査運絡せん』 I 

別冊2別紙13I 
［局】 l メール 1 

署国際官 逢絡があった都度 その都度 国際官

署
海外取引に係る租税回避行為が想定さ

その都度 署国隙官 1局WAN
国際取引運絡せん I れる事実を把握した都度

別冊2別紐14

署国際官 連絡があった都度 その都度
［局】 I メール 1 

国際官

署
事実を把擬した都度（海外費蛮関運事

その都度 署国際官 1局WAN
譲渡所得事案に係る海外投資先連絡せん I 案に係るものを除く。）

別冊2別紙15l 

暑国際官i| • ［局］ I メール 1 
連絡があった都度 その都度

国際官
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RI N. 
暑 処理が完了した都度 処理月末日 署国際官 局WAN

メール
海外資産関連事案の連絡シート（処理完了分） | ： 卸IJ冊2別紙1?~20

［局占 RIN、

署国際官 月ごと 翌月 5日
国際

局WAN
メール

署・ 処理が完了した都度 モの都度 署国際官
局WANI 別途指示

国外転出時課税制度処理状況整理簿（署）
| 

l 
【局】 メール （事務実施要領）

署国際官 月ごと 7月7日
国際官

令和6事務年度 国外財産課書処理状況整理簿
| 

令和5年分 国外財産調書未提出者等への対応事
績報告書 ． 

令和6事務年度 国外財産謁書に係る訊査事績等 I 別途指示
［局】 | 刃書管理 l 別途指示

•【所笹税l 国際官 システム

令和6事務年度 国外財産飼書に係る観査事績等
報告書［相続税］

令和6事務年度 国外財産謁書に係る訊査寧績等
報告書［難与税］

令和6事務年度 財産償務詞書処坦状況整浬簿

令和5年分 財産債務関書未提出者等への対応事
績報告書

令和6事務年度 財産償務額書（こ係る額査事績等 I
別途指示

【局1 | 文書管理 | 別途指示
報告書［所得税） 国際官 システム

令和6事務年度 財産債務調書に係る調査事績等
報告書［相紐税］

令和6事務年度 財産債務闘書に係る餌査事績等
報告妻【贈与税】

国外送金等調書処理状況歪理簿 | 別途指示 | 【局1 | 文書管理| 別途指示
国際官 システム （事務実旅要領）
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3 報告書作成に当たっての留意事項等

報告書の作成については、事務年度をまたいでの作成となるものもあるため、作成状況等を確実に後任者に引き継ぎ、提出漏れと

なることがないように留意する。

(1) 課査概況等連絡せん（別紙様式 1)

調査の過程において、高額な追徴税額（加箕秩含む）、不正（重加箕税の賦課）及び海外資産に係る高額な非違が見込まれる事案

については、次表のとおり、別紙様式 1 「講査概況連絡せん」を作成し、添付書類と共に局資産課税課（監理第2係）に、文書管理

システムにより提出する。

なお、非違把握時（当初）については｀把握した都度、概算で速やかに提出する。

睛苺
追徴税額3,000万円以上（特官部門は5,000万円以上） I追徴税額1,000万円以上

5,000万円以上の不正財産

かつ追徴税額1,000万円以上

不正を把握した事案万畠］に°ょ召門り2...ta) I不正を把握した事案
l,------—·9. ー----・ •』●9●ー·-l_ —· •ー・・9---・9--•----•一•一9●ー・・一

※個人課税部門による調査事績を含む。

海外資産（所得）に係る非違5,000万円以上

不正事実や非違事項の解aJ.1方法、調査展開が今後の参考となるもの（個人課税部門による調査事績を含む。）

・ 質問応答記録書の写し

・ 調査経過記録書の写し

• その他参考資料

右記に加え

・ 相続関係図

・ 重要事案審議会事績書の写し

右記に加え

• 財産明細表の写し

・ 調査事績書及び処理てん末の写し

・ 質問応答記録書の写し（未提出のものに限る）

謁査経過記録書の写し（同上）
• その他参考書類（同上）
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連摸調査事精報告書

資産課税部門が基幹部門となった連携調査事績は、平成 14年8月 26日付課ー総第 110号「連携調査及び連携資料収集の実施に

ついて」事務運営指針に基づき、処理を了した月の翌月末日までに「連携調査事績報告書」を作成の上、①処理てん末の写し及び②

その他調葦事績に関する参考資料等ともに局資産課税課（監理第2係）に文書管理システムにより提出する。

(3) 連携資料収集事緒報告書

資産課税部門が基幹部門となった運摸資料収集事績は、平成14年8月26日付課ー総第110号「連携調査及び連携資料収集の実施に

ついて」事務運堂指針に基づき、処理を了した月の翌月末日までに「連携資料収集事緒報告詈」を作成の上、①処理てん末の写し及

び②その他調査事績に関する参考資料等ともに局資産課税課（監理第2係）に文書管理システムにより提出する。
(4) 検査忌避等事案調査票

税務調査の過程において、検査忌避等があった場合には｀「『検査忌避等事案調査票』等の提出について」

「検歪忌避等事案調査票」を作成の上、その詳細が明らかになる書類

た上で、速やかに、局資産課税課（監理第2係）に文書管理システムによ L

(5) Web調査の実施状況

「実地調査における納税者等のWeb会議システムの使用について」（別途指示）に基づき、「W e b詞査の実施状況」を作成し｀

次の期限までに局資産課税課（監理第2係）に文書管理システムにより提出する。

なお、対象期間において処理を了した事案のうち、 Web調査を実施した事案がない場合は｀実施事案数を「0件」と記載する。

(2) 

（別途指示）に基づき`
を添付し

対 象 l 提出期限
； 

令和6年7月～12月処理終了分 1 令和7年 1月14日（火）

令和7年 1月～6月処理終了分 令和 7年7月1日（火）

(6) 令和 6事務年度「機動調査寧績回報書」菅理表兼処理事績報告書（別紙様式2)

前記第1の5 「(1) 『機動調査事績回報書』の事案に係る確実な処理」において、所要事項を記載した「令和6

事務年度『機動調査事績回報書』管理表兼処理事績報告書」は、次の期限までに｀局資産課税課（監理第5係）に文書管理システ

ムにより提出する。

対

令和6年7月～12月処理終了分

！令和7年 1月～ 6月処理終了分

象 提 出 期 限

令和7年 1月15日（水）

令和7年7月3日（木）

-
「

'
•
9
9
•
9
4
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(7) 令和5事務年度 総合譲渡所得の調査等事績一覧（別紙様式3)

局において、令和5事務年度における総合譲渡所得に係る調査等事績を基に「令和5事務年度 総合譲渡所得の調査等事籟一覧」

を作成し、各署に送付することから、署においては、作成要領に基づき、調査等の内容を入力し、当該ファイルを暗号化した上で、

令和6年8月23日（金）までに局資産課税課（監理第2係）に文書管理システムにより提出する。

なお、提出時のファイル名は、各署へ送付した際のファイル名から変更しないことに留意する。

(8) 令和 6事務年度暗号資産に係る実地調査の状況事績（別紙様式4)

令和6年7月1日から令和7年6月30日までに処理が完了した相統税及び贈与税の実地調査事案のうち、暗号資産の相院又は遺

贈・贈与を把握した相続税事案及び賭与税事案について、「令和 6事務年度暗号資産に係る実地調査の状況事績」を作成し、令和7

年7月4日（金）までに局資産課税課（監理第2係）に文書管理システムにより提出する。

なお、該当がない場合には、「該当無し」として、別紙様式4を提出する。

(9) 電子帳簿保存法における重加算税の加重措置不適用に係る課査事績報告書

令和5年3月17日付東局課ー総2-1ほか5課合同「零子帳簿保存法における重加算税の加重措置の適用に係る留意事項及び寧

例報告について」指示に基づき、統括官等は、「納税者に保存義務がない電磁的記録」に関する隠蔽又は仮装であるため本措置の適

用がなかった事例について収集した場合、調査終了後、「電子帳簿保存法における重加算税の加重措置不適用に係る詞査事績報告書」

を作成し、以下の添付書類を添付した上で局資産課税課（監理第2係）に文書管理システムにより提出する。

① 調査結果の説明書その他非違の態様・手口がわかる書類

② 電調法保存要件のチェックシート

③ 調査経過記録書

④・ 争点整理票その他検討資料（作成した場合に限る。）

⑤ 質問応答記録書・請査報告書

※③～⑤の写しについては、関連する部分のみ抜粋することとして差し支えない。

oo) 継続2管理事案に対する実地詞査等の状況（一件別） （別祇様式5-1及び別紙様式5-2)

継綾2管理事案について、実地調査等（更正の請求等の処理に係る調査、実地の調査以外の調査及び行政指導を含み、別冊3の文

書照会を除く。）を実施した場合、調査完了時に当該調査を担当する資産課税部門の特官又は統括官（以下「特官等」という。）が別

紙5-1又は別紙様式5-2の「継続2管理事案に対する実地調査等の状況（一件別）」を作成の上、局資産課税課（監理第2係）

に文書管理システムにより提出する。

なお、個人課税部門の特官又は個人課税部門が実地謂査を行った事案は、報告書作成のために必要な書類の引継ぎを受け、特官

等が作成し、提出することに留意する。 ． 

継続2管理事案の確認は、 KSK継続管理システムで行う。
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1KSKにおける継続2管理事案の確認方法

甘継続管理事務」→「グループ管理対象者の管理」→「基幹・構成員情報照会」
、.......................·······-···-··..＊-····ー．．．．·················．．-“●●〒••｀と＇＾←•←〒~h←•--•••◆~~·▼·ーー···言--•••--...................．．．·-·--·· ...—ー·······.....▼響．．．．．．．．．．．．-·····__....·--·—·▼●●●--·---·---·---···
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調査概況等連絡 せん

蔦
貴産←課税課長殿

謂査担当者

□ 星 ＿

機動課支援

機動特官支援

際官支援

肥
・ヽ：： ・・・；

.:.: •.....: |... 
.,. •、•:.. 9.,  • ! •: ]..:.,.:!.・.. 
: • :..・ : :. : ・ • : • : • : • ;.. : l 

こ

国

（諜•資・監2)
提出日令和●年●月●日

巴竺吐巴竺I
＿
醐
＿
醐
一
五

期

期 葺 ．．．．．．．．．．． 
,々...99; 9 9,.,,. 9, : 9: :, 9 {,,  : ; 9,., 9,.,. •99:. 9 ; : •. 9 

'̂リスクスコア，，●．. •. 9 9 : 1：● ： ：．● 9 ; : :, i :9 :. • :;.;,,9,: : ;. :.9,, ; 9 : • ; •99 : • 

詞査日数

ー「三

|'職

一卿慕9 :”9 •9,..':. 

・百

争訟見込みの有日丁―――|不正行為者

千円 I： 課＇税鐸定又，・は不正把‘樫の端緒となっ・'た資料
千円

千円

＿外

,_． 非違の概＇要` 不正の手口；解明方法の概要等 一^．．．．．．．．．．，．＾．＿二．こ••-- -•~•一・一 ー＿．：二：二ょ•・ニ＇＿立• •ーニ•二 ニ：•こ，．•： :• • •こ＿．，．，臼：•．．，．ーニ・ニ．： •ー：，こ ：： •-..: ：ニ・：＿ ＿ •i•9_;.'--22::•_.'.: ::・...s.: : : •: :: • :. -9:9.:.. ••. ••. :• _ :.. _.. 9 

； ；当初課税価格

見込増＾^ 羞
~: ; \::~ 

：，：、課税：、‘価格、'

：．；，、 内不正分 ： 

二~連携調査 鷹 生 租 霞：

重要資料 釦器嘉誓膏 初謡成分

I 

，財産の畔 悶品細畔位千円）

国

千円
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［共通（報告関係）報告関係書類事 5年］



調査概況等連絡せん

凍
統貫P

（課ー・資・監2)
提出日令和●年●月●日

□ 国巴壁狂巴竺l
調査担当者lー3i属^ 国税太郎 9期別専 53

同 行 者著名所属局実尋畔 課 氏 名 温見守 期別普 70

被相線人住所 東京都中央区案地5-3-1 ！・氏名 隠照乃 各：職業不動産貸付業 リスクスコア I A 

相 統 人 住所： 東京都中央区築地5-3-1 9氏名 隠照代 。：職業無職 ，・調査日数

関与税理士魯誓E東尻中棗と正5-3全＿＿：` 匿奢叶骨 ばな睾 特如庄 該当 名簿番号→胃翌旦―京
..... ---・・・ 一・

料調二課合同 無 当初襲税価格 254.ooo 干円争訟見込みの有無 無 不正行為者 隠照代 日
1機動．る玉ー 有 19][：］：●］[- 115.ooo 千円 謀税認定又は不正把握．の端緒となった資料

,.. : ・.. • : : :.・. 9.. : •• : ・.. : • : : :.. : ••• : •. 9 : • : • • • • : : •. :•• 

機動特官支援・ 無 ！’,・く．9:内．．正分‘̀ti 95,000.千円投書及び釈瞑料

同際官支援 無： 内翻分‘ 40,000 干円，．＜，非違の概要、不正．v：の手口、解明方法の概要等．． ． ． ．． ， … ・ -一・・---.. .... .. , 1ー・・・；,,;さ;.,.と` ムー・とー・-. • ••• • •• •• 

非 ：，：見込蓬微税額9.,’: 50,000 千円 長女は、相続開始の1年前から継続的に被相続人の預金口座よりATMで現金出金し、当該瑶金を原
資に購入した被相続人名義海外不動産の関連資料と残し）の現金を自宅に隠歴し、関与税理土にその存

運携悶査 無 l派ツ生租額 〇千円開していた。
． 在を伝えず、申告から除外していた。また、謂査時においてはこれら責料と現金を自身名義貸金窟に疎

~·・一97•••••一

重要資料無質緊塁晶戸 5件郡謡祠 2件 調 査．^ と筵ーニ―---' 過
•. 、財産碩鰈，＇重加，••海外'::金額（単位千円） 「長女が被相続人口座から出金した現金を自宅に隠し持つている。」とする長女の元彼からの投書があったこと及び公表外金融

対象；：財産＇， 9 , 9  '，機関と見込まれる苔積資料があったことから調査選定。また、準備調査において、害積資料にあった金融機関Ii被相続人の不動
、 現釜―--o-, • 55,000千円産収入入積口座であったと剪められたほか相続開始の1年程前から継続的に当該口座よりATMによる現金出金があることを把

訟不動産 o ! o I 40:000千円盪し、出金計約9,500万円の化体が不明であったため調査に署手した。
生命保険契約 1 20,000千円 臨宅鯛益を実施し、長女に対し、不動産収入の入金口座が確窮できない旨伝えたところ、賃料ば現金で受領していた臣の甲立て

に終始した。なお、相続開始(J)1年前頃から、被相粒人の財産笞理は、長女が行っていた旨聴取した。
賃貸物件の管理会社に反面詞査を実施したところ、賃料は10年以上前から口座振り込みとしており、相続開始後｀長女から振込

口座変更の連絡があったことを確黎した。また、これにより把握した長女の預金口座について金議椀関調査を実施したところ、貸
金庫の取引があることを確翌した。
再度、臨宅調査を実施。初回臨宅ヨに確認を拒否された（初回1製男性職員のみ。再臨宅時は女性職員が同行。）長女の寝室より長

女名義の預金通帳を発見し｀貸金庫の存在を確窮したため、長女とともに貸金庫に直ちに臨壊したところ、現金5,500万円及び
ハワイのコンドミニアムの契約書が発見された。当該現金及び契約書について長女に確認したところ、銭念した様子で、税金を払
いたくなかった旨を申し立てた。ハワイのコンドミニアムについても、ハワイ旅行が好きな元彼の興味を引き、復縁したい一心で被
相伍人に頼み、購入した旨申し立てた。いずれの財産についても被相続人の財産であると認滋していた［こも関わらず、申告から除
外していた旨を認ぬた。なお、現金及び契約苔については、当初自宅に隠していたが、相浣税の申告書作成時［こ税理士より直前出
金等について聞かれた際に不安になり、貸金震へ移動ざせたとのことであった。

期 I優先度． 9 

判定時の，9

期 I選定事由‘~

主
な
非
違
項
目
の
内
訳

I 合臨 I ●号＿＿l
［共通（報告関係）報告関係書類事 5年］
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東 京 国 税 局長 殿

令和6事務年度 「機動調査事績回報書」管理表兼処理事績報告書

（課ー・資・監5)

．第号

令和年月日

税務署長

•一・ー•----•••• • --. _.. -• •□_.... •---...._.....—• ● •--

回報書の内容 、． ． ．：，．．． ， 

雰琵•I旱Iうち．
干円 干

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

|ロ IIII（注l・1本表［土．槻動特官から「機勤団査事績回報書」の固付を受けたものについて｀その国報内容及び署における処理写績を記叡するものである。

2 本妥は．事務年度ごとに作成することとし、事務年度末における処理未済事案1こついてばその回報内容等を翌亭務年度に移記する．

1---- —l 

8
 

I 
（共通（報告関係）

資臨 I 9-2号 I 
報告関係書類事 5年）
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令和5事務年度総合譲渡所得の調査等事績一覧

l _ _ :_. -• •一•••• • -—•1---- 一•• •ー・・

資臨9-3号

［共通（報告関係）報告関係書類事 5年］
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「令和 5事務年度 総合譲渡所得の調査等事績一覧」の作成要領

令和5密務年度の総合譲渡所得の調壺等事績一覧については、後H、KSK入力結果を配載し

たデータを送付するため、当該デークヘの修正・追記により作成する。

1 調査区分

KSK入力結果が入力されているので、以下の［調査区分］を確認し、誤りがある場合には

赤字で正しい数字を入力する。

［調査区分］

番号 項目 番号 項目

1 実地調五 5 実調以外・確認

2 実地調査以外の調査 6 行政指導
--•~—’‘` ",_———— 

3 確認調査 7 行政指導・確認・

4 実調・確認

2 処理区分

KSK入力結果が入力されているので、「4：要更花」の入力内容を確聰し、誤りがある場合

には赤字で正しい数字を入力する。

なお、是認事案については、「長短区分Jから「調査後総所得金額」の各項日に係る入力は不

要である。

3 長短区分

KSK入力結果が入力されていろので、「6：総合長期」又は「 7 ：総合短期」の入力内容を

確認し、誤りがある場合には赤字で正しい数字を入力する。

また、固一課税年分において、複数の譲渡物件について非違があった勘合は、非違があった談

渡物件ごとに行を挿人して人力する（以下7まで同じ。） （挿入した行には、「局署番号1から「処

理区分」及び I調査後総所得金額」の内容をコピーするとともに、上下のセルと結合しないこと

に留意する。）。

（注） 1 総合扶期から総合短期に所得区分を足正する湯合において、①「長短区分1のみを是

正するときは、当該項目に赤字で花しい数字を入力し、②「長短区分」以外の項目を含

めて是正するときは、行を挿入し、当該譲渡物件に係る是布後の内容を入力する（その

際，始正部分を赤字で入力するなど是正した内容が分かるようにする。）。

2 総合譲渡から分離譲渡に所得区分を是布した易合には、「長短区分」に赤字で「分離」

と入力する（f長短区分」以外の項目に係る晶正は不要である。）．
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4 譲渡物件

下表のうち該当するものを選択する。

なお、該当するものがない場合は、その他と入力する。

l金地金等（金・白金地金、金貨・白金貨）※

害画・骨とう
--- -―-―-―•一ff9 •~---

ゴルフ会員権

営業権．のれん
・--·-.—-—-—-'“`------’—~- -~~一れ•一ー・“

特許権

著作権
,.』”’’..．ーと•·-----.-―-- -

士石（砂）

機械器具

その他

※金・白金地金、金伝・白金貨以外(/)貴金属は「その他）で入力する。

5 増差譲渡所得金額

特別控除後、かつ、 2分の 1を乗じる前の譲渡物件ごとの譲渡所得の金額に係る増減差額を

入力する。

6 当該物件の当初申告の有無

非違(/)あった物件の当初申告における出告の有無（当初申告書自体の提出がある場合であっ

ても、非違のあった譲渡物件が申告されていなかった場合は「無J)について、「有」の場合に

は、「1：有lと入力する（「無，・の場合には入力不要。）。

7 重加賦課の対象額

KSK入力結果が入力されているので、重加算税の対象額を確認し、浜りがある場合には正

しい金額を入力する。

8 謂奎後総所得金額

調査後の総所得金額（中缶書B(/)⑨欄（令和元年分以前様式）又は⑫欄（令和 2年分以降梯

式））を入力する。
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閲査対象者

勘． 税El

謀税年分 名簿番号 1 

~”•JJ.~r.-I. 

氏名

1 

2 

3 
； 

4 

5 

； 

6 ： 
i 

7 ！ ！呵

8 
i 

， 

1 0 

合 計

令和6事務年度暗号資産に係る実地調査の状況事績
（令和7年6月末日現在）

非違の有無
重加算税

増差諜税緬格
慰蹂/J)有無

処理年月 罰査区分

＇ lI内資暗産号内暗号
内鼈号資産

資亙

l 
I 

゜゜゜゜ ゜ ゜
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不正嘉税価格

増差本税額

内暗号資産

゜
Cl 

゜

●●局（所l
●●署

（単位：千円）... -. 

加算税額

内重加算税額

゜ ゜

資臨9-4号

［共通（報告関係）磐告関係書類事 5年］



「令和6事務年度暗号資産に係る実地調森の状況事績」の記載要領等

1 共通事項

本表は、実地調査において暗g資南の相紘又は濃贈・贈与を把握した事案について記赦

する。

なお、（D当初申告や浴料梢報等により卓前に暗号資産に係る取引、相続又は遺贈・贈与

(J)峯実を把握していた事案（実地調査事紐の処理区分を「是認J又は「非課税」としたも

のを含むふ②実池調査を実施した結果、暗号資産に係る相続又は遠贈・贈与を把握し、

暗号資産に係る非違があった事案を記載の対象とする。

ただし、資料調査システムに登録されている調査対象者に係る［資金梢報明細表（預金

残高等情報）l(I）収集担当者欄に「電子商取弓l担当 (K)」と記赦されているものは除くほ）。

（注） 「資金恰報明細表（預合残高等情報）」の収集担当者欄に「電子商取引相当 (K)」

と記載されているものについては、資料調査システムにおいて、濶査事績等を入力

することに留意する。

2 記載要領

{l) 「調査対象者l欄には、「課税年分」、「名簿番号J及び I氏名（被相続人名又は受贈

者名」を記載する。

(2) 「税目」欄には、「相続税」又は「贈与税」のいずれかを記載する。

(3) 「処理年月」欄には、実地脇杏事綬の入力が完了した年月を記載する。

(4) 「調査区分」欄には、「税目」欄が「相続税」の事案に限り、「特別調鉦J、「・＊般調五l

又は「短期実地調査」のいずれか記載する。

(5) 「非違の有無」欄には、開斎事績の処理区分を［是認」又は「非課税Jとした場合は

l o」、 I要更正jとした場合は ・1・ 1」を記載する。また、f内暗号資産」欄には、暗号

姿産に係る非違がなかった場合は「0」、非迫があった場合はf1」を記載する。

(6) 遥加篤税賦課の有無j欄には、厖加算税を賦課しなかった場合は「0」、試課した

楊合は「1」を記載する。また｀「内暗り資産」脚こは、暗号資産に係る非違について

重加算税を賦課しなかった場合は「0」、賦課した場合はf1 Jを記載する。

{7) 「増差課税価格I欄には、増差課税価格を記載し、「内暗号資産」欄には、暗号資産

に係る増差課税価格を記載する。
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(8) 「不正課税価格」欄には、増差課税価格のうち重加葬税の試課対象となった金額を記

載し、「内賭号棗産」欄には、暗号資産に係る増差課税価格のうち匡加筒税の賦課対象

となった金額を記栽する。

(9) 「増芹本税額」欄には、消差本税額を記載する。

囮 「加算税額1欄には、過少申告加算税、無申告加算税及び璽加算税の合計額を記載し、

「内重加算税額l欄には、重加算税0)金額を記載する。
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継続2管理事案に対する実地調査等の状況（一件別）
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「継績2管理事案に対する実地調査等の状況（一件別）」の記載要領 • 

1 共通事項

(1) 本表は、調企対象者ごと（人員ベース）に記載する。

なお、調査対象者に複数年分の誤渡があった場合は、収入金額等を土地等談渡•株式等誤渡0)
別に合計した上で記載する。

(2) 本表は、継続2管理享案の管理基淮のうち、高額譲渡（山林）所得者及び高額株式等誤渡所得

者基準に該当する者について、行政指冴．（文吉照会）及び実地調査（センターでの文書照会の結

果、署において実地調査を実施した事案を含む。）が完了した場合に記載するU

なお、資産課税（担当）戦員以外の職員（個人特官、個人課税（担当）部門職員等）が、実地

調査を行った場合にも記載することに留意する。

2 「1 調査対象者の概要」

(1) 「年分」欄は、調査の対象となった申告に係る年分を記載する（複数年分の譲渡がある塙合

は、全ての年分を記載し、 1(2)の管理基準に該当した年分について0印を付す。）。

(2) ［名簿番号」欄は、複数年分の譲渡がある場合は、年分ごとに名簿番号を記載する。

(3) ［七な申告内容」欄は、調杏対象者の株式等談渡所得（上場株式及び一般株式）・七地等譲渡所

得•その他の所得について、主なも(/)を記栽する。

(4) 「上場等」、「一般等」、「土地等談渡」欄は、継続2管理基準に該当する所得について0印を付

す。

(5) 「海外交産関連事案l欄は、海外交産関連事案の該当・非該当を選択する。

※ 該当する事案については、海外交産関連事案の連絡シートにも記載することに留意する。

(6) 「国外財産甜苦の提出J及び「財産債務調書の提出」欄は、調査対象者の調査前における国外

財産調督及び財産債務調書の提出の有無を選択する。

3 「2 文書照会事績」

{l) 「センターでの入力」欄は、センターにおいて文書照会の回答書から入力した「資産の所有等

に関する資料せん (No.114)」(l)件数を記載する

(2) 「署での入カ・作成1欄は、センクーから回付された回答害から、署において入力又は作成し

た各資料情報の件数を記載する。

(3) 「譲渡代金の使用状況等J欄には、文白照会の同答書に記載された内容を、使用状況に応じて

以下の通り記載する。

イ使用状況

回答姿の使用状況が記載されている項目を選択する。

ロ使用先の名称

金融機関、証券会社又は借入（貸付）先の名称、贈与先の名称岩しくは肱入した姿産の名称

等を記載する。

ハ本支店の名称又は住所炉斤在地）

ロで記載した名称の本支店名又は住所僚在地）等を記載する。

ー名義

金融機閑、証券会社、借入（貸付）の名義人又は不動産若しくはその他資産の購入時の名義

人を記載する。

4 「3 実地翡査事績（実地調査・文書照会⇒実地調査）」

以下の通り記載する。

なお、申告審理の状況に応じて只実地調究・文壽照会⇒実地顆杏）」の該当区分に0を付す。

(1) 「調査対象者の選定に当たって参考とした突料情報及びその内容」梱

調杏対象者の選定に当たり参考とした資料情報やその内容等について記載する。

一
（例） ① 

② 
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(2) ［即査担当」欄及び「処理区分」欄

各項目に応じた内容を記載する◇

(3) 「胴書に係る非違等j

f該当」梱は、調雀により国外財産関書及び財産債務調書の新規提出又ほ修正（増額）があっ

た場合、その提出の態様を選択し、「金額（T円）」欄は、提山された調書の総額を記戯する。

(4) 「非違の内容」欄

調査の結果、非違があったものについてその内容を記載する。

なお、調査対象者本人以外の贈与税に係る非違が見込まれる場合は、［非違の内容」欄に非違が

見込まれる件数、事案の局署番号、年分、名簿番号及び金額を記栽する。

また、~該当

※一とは、平成21年6月26日付課総3-l5ほか9課共同「『内国税

に関する資料情報事務の事務提要』の制定について（事務運営指針）」で

ーをいう。

(5) 「誤渡代金の使用状況等J欄及び「上記以外の資産の保有状況・運用先」欄

上記3(3)に準じて記載する。

なお、「上記以外の資産の採有状況・運用先I欄のf使用状況」欄は記栽を要しない。

(6),「資料情報の収集状況l欄 ． 

実地調査により、署において入力又は作成した各資料情報等の件数を記載する。
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II 相綾税関係

継続2管理事案に対する実地調査等の状況（一件別）
（ 令和 6年12月末日現在 ・ 令和7年 6月末日現在 ） 

応ぷ．，，t~嚢岱交：、＇

-111 -
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「継続2管理事案に対する実地調査等の状況（一件別）」の記載要領

1 共通事項

本表は、被相続人が継続2管理対象者のうち、人口資産家に該当する者について、相続税(})夷地調

査（机上調査を含む。）が完了した場合に記載するC

2 「1 対象者情報」

(1) ［局署番号」、「年分」、 r整理番号」及び「名簿番号」は、被相続人に係るものを記載する。

{2) 「海外資産関連事案」欄は、海外資産関連事案の該当・非該当を選択する。

※ 該当する事案については、海外資産関連事案の連絡シートにも記載することに留意する。

(3) 「胸査担当」欄には、闘査担当者の所属 (00署資産特官、姿産0部門、 00署個人特官、飼人

0部門等）を記載する。

{4) 「処理区分」欄には、「要恵正」「申告是認」の別に記載する。

「2 蓄積資料の活用状況」

本欄は、当該調査事案に添付のあるf相続税賓料カード兼準備胴沓賽（第3表）」（以下「第3表J

という。）に用力されている「交産の所有等に関する資料せん（114)」に某づいて記載する。

(1) 「出力件数J欄は、「蓄積没料内容J欄に表示されている財産等の種類別の出力件数を記栽する。

(2) 「左のうち個人課税収集資料」欄は、第3表の「賓産の所任地，名称」憫に記載されている r収
集局署，部門」が個人課税部門である場合に、その蓄積安料内容別・局署部門別に記載する。

(8) 「個人課税収集姿料がある場合の活用効果」欄は、卜訊2)「左のうち個人課税収集交覧欄に記

載がある場合、以下の区分に応じて・記載する。

イ 「当初中告」欄は、当該資料せん内容について当初申告に計上のある件数を記載するc

ロ 「増差効果」欄は、当該資料せん内容が直接・間接を開わず増差に繋がった場合に、その件数

を記載する。

ハ 「効果有の場合の増差課税価格」欄は、上記口で件数の記載がある場合に、当該資料せんに基

づく増差課税価格を千円単位で記載する。

二 「左のうち重加対象課税価格」欄は、上記ハで増羞課税価格の記載があるもの(J)うち、重加算、

税対象課税価格がある湯合に、その課税価格を千H肖位で記載するU

4 「3 実地調査事績」

(1) 「非違(J.)内容」欄は、調査の結果非違があったもののほか、非迎が見込まれるもの（自署管内以

外の受贈者に係るも(J)等）についてもその内容を記載する。

なお、「調査事綾（贈与） （千円）」欄に記載がある場合は、贈与税の調査件数を記載する。

また、「非違の内容」欄(/)

は、該当する場合に0を付す。

※一とは、平成2l年6月26日付諜総3-15ほか9課共同「『内国税

に関する資料情報事務の事務提要』の制定について（事務運営指針）」で―

ーをいう。

(2) 「胴害に係る非違等」濶は、調杏によりf国外財産翻慨及び「財産債務調芦Jの新規提出又

は修正（増額）があった相続人ごとに記載する。なお、「該当」欄は、その提出の態様を選択し、

「金額（千円）」欄は、提出された調書の総額を記戟する。

5 「4 蓄積資料の収集状況J

調査において収集した 114資料の件数を記載する。
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令和 6事務年度資産税各税の

実地調査事務等の実施要領
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1 海外資産関連事案に対する取組方針

社会経済の国際化に的確に対応するため、局資産課税課の国際税務専門官（以下「局国際官」という。）及び署

資産税担当の国際税務専門官（以下「署国際官」という。）の主導の下、国外送金等調書、国外財産調書｀ CRS

に基づく自動的情報交換資料（以下「CRS情報」という。）などの署内資料のほか、民間調査機関から入手でき

る海外企業情報、一マ租税条約に基づく情報提供要請等を積極的に活用し、

ーに重点を置いて調査を実施するとともに、次の点に配意して取り組む。

（参照） 平成13年7月4日付課ー資第246号ほか 1課合同「税務署において資産税事務を担当する国際税務専門官

の事務運営について」事務運営指針

(1) 海外資産関連事案の調査

海外資産関連事案のうち｀・・・・・・・・・・'・'・・・・・・・・・I半案に対しては、署国際官の調査事務量を優先的に投下し、調査手法の開発や調査事例の集積の観点も念頭に置き、深度ある調査を実施する。

なお、~署統括官部門で指名した海外事案
担当者の調査事務量を優先的に確保して机上調査等によって処理し、一の向上を固る。

(2) 海外取引•海外資産に係る資料情報の収集等

効果的・効率的に海外取引や海外資産の保有状況を把握するため、積極的に反面調査を実施し、有効な資料源

の開発に努める。

なお、調査により把握された海外取引•海外資産の保有に係る情報については、将来の相続税の適正課税を見
据え｀的確に資料調査システム（資産の所有等に関する資料(No.114))に入力し、蓄積する D また、他の事務系

統において把握された情報も適切に蓄積されるよう、連携体制の構築に努める。
(3) 人材育成

海外資産関連事案に対する調査能力の向上を図るため、各種研修を実施するほか、署国際官による調査支援の

中で、専門的な知識や調査技法を伝承するなど、国際を担う人材の育成・裾野拡大を図るc

なお、各署で研修を実施する場合は｀署国際官の調査事務量を確保する観点から、広域ブロックごとに集約し

て実施するなど、効率化に努める。
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2 海外資産関連事案の定義

海外資産関連事案とは、次に掲げる事案（実地調査、机上調査又は事後処理（実地の調査以外の調査又は行政指

導）の過程で把握した事案を含む。）をいう。

¥i事案の態様 相続税 贈与税 譲渡所得

①海外資産 相続又は遺贈により取得した財 贈与により取得した財産が海 i | 譲渡した資産が海外に所在

産が海外に所在するもの 外に所在するもの するもの

②；| 海外居住 相続人、受遺者又は被相続人が日 受贈者又は贈与者が日本国内 譲渡人が日本国内に住所地

本国内に住所地を有しない者で に住所地を有しない者である を有しないもの又は買受人

あるもの もの が国外に所在する法人若し

くは個人であるもの
．■ 99 9 9 9 9 9 99 99 9 9 9一・T·T.~"'9一

③ 海外資料 海外資産等に関する資料情報の 海外資産等に関する資料情報 海外資産等に関する資料情

あるもの のあるもの 報のあるもの

④ ！ 外資系金融 外資系金融機関と取引があるも 外資系金融機関と取引がある 外資系金融機関と取引があ

機関 の もの るもの

⑤；| その他 ①から④まで以外で海外資産に ①から④まで以外で海外資産 ①から④まで以外で海外資

係る相続又は遺贈が見込まれる に係る贈与が見込まれるもの 産に係る譲渡が見込まれる

もの もの

※ 「その他」に該当する海外資産関連事案とは、次に掲げる事案などをいう。
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3 海外資産関連事案に係る事務分担

(1) 署国際官

広域運営中心署及び対象署（以下「広域運営署」という。）における海外資産関連事案の発生状況を管理し、

海外資産関連事案が確実に把握されるよう努める。

なお、総括担当の署国際官は、広域運営署の調査事案を含めた海外資産関連事案に係る事務全体の進捗管理を

担い、各署の特別国税調査官（以下「特官」という。）や統括匡税調査官（以下「統括官」という。）との連携

体制を構築する。

おって、海外資産に関する調査支援の要請に対しては、一した支援を積極的に検討し、効

果的な調査が実施されるよう努める。

(2) 資産課税部門

イ 海外資産関連事案の把握

資産課税部門の内部担当者は、署内資料等を活用し、次の時点などにおいて確実に海外資産関連事案を把握

するとともに、把握した都度、広域運溢中心署の国際官へ報告する。

なお、把握した海外資産関連事案の報告は｀下記8 「海外資産関連事案の報告」のとおり実施する。

おって、業務センター及び分室（以下「センター」という。）の対象署における相続税の海外資産関連事案

の把握及び報告は、原則としてセンターが行うこととなるが、準備調査や調査の過程で新たに海外資産関連事

案を把握した場合（特官の把握分を含む。）には、資産課税部門が報告を行う。

（イ）相続税

・ 相続税の申告内容チェックシート作成時

・ 相続税実地調査選定表の作成時

・ 相続税無申告事案実地調査選定表の作成時

（日）贈与税及び譲渡所得
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令和6年分確定申告期等における各種報告書の作成時等

(1¥)共通

重要資料せん｀各課部門事務連絡せん等の受領時等

ロ 海外資産関連亭案の調査等

次の事務は、総括統括官が指名した海外事案担当者（原則として調査経験3年目以上の職員）を中心に実施

する。

（イ）海外資産関連事案の調査事務

署国際官が選定した-生案は、原則として机上調査で処理することとし、
-・・-・-・・-・-・・-・・---

実地調査で処理する。

（口）国外送金等調書に関する事務

下記6(2)のとおり、国外送金等調書に関する事務を実施する。

(I¥)国外財産調書に関する事務

下記6(3)のとおり、国外財産調書に関する事務を実施する。

（二）国外転出時課税制度に関する事務

下記6(4)のとおり、国外転出時課税制度に関する事務を実施する。

4 海外資産関連事案の管理

海外資産関連事案は、下記8(1)の管理一覧表によって、相続税は相続開始年分ごと、贈与税及び譲渡所得は事務

年度ごとに管理する。

5 海外資産関連事案の調査選定

(1) 相続税

イ選 定方針

令和6事務年度において選定対象とする海外資産関連事案は、原則として、

1事案のうち、資料調査課及び総合担当特別国税調査官の粗選定事案を除いた事案とする。

-4-



なお、署国際官の調査事案は、

rJ_ど海外資産の調

査に関して専門性を求められる事案とし·······■■•■■-事案については、
原則として、海外事案担当者の調査事案として選定する。

ロ 実施時期

署国際官は、広域運堂対象署における海外資産関連事案の発生件数等を考慮し、総括統括官と協議・日程調

整の上、下記ハからホまでのとおり海外資産関連事案の選定を実施する。

なお、実施時期は、広域運営対象署の実地調査対象事案に係る重要事案審議会の開催時期に配意することと

し、 5月末までに完了させる。

ハ署内選定 (1次選定）準備

1次選定（ 1月～2月）の実施時期までに、一おー適切に実地調査に選定するため、局から署

国際官に提供する「追加選定検討（把握報告確認）事案リスト」を活用し、追加選定すべき事案の確認を行う

ほ力＼報告未済事案を把握する。

二署内選定 (1次選定）

把握報告により提出された資料や局から署国際官に提供する「海外資産関連事案リスト（マッチング成果物）」

及び「海外資産関連事案（相続税）実地調査選定経過表」（以下「選定経過表」といい、様式は別途連絡する。）

を活用し、署内選定を実施する。

また、インターネット等から海外資産に関する情報を収集し、一十1案を臨署選定の対象

として選定する。

ホ臨署選定 (2次選定）

署内選定により選定した事案について、臨署による選定を実施する。

なお、臨署時は、 「相続税選定支援ツール RI N (Python版）」 （以下「RIN」という。）の検討結果入

カ［・一非違の内容や見込増差財産額等を入力又は選定経過表に選定結果を記載して、その写しを

総括統括官に交付し、選定状況を簡潔に説明する。

ヘ 局国際官との協議（選定会議）
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局国際官と上記ホまでに選定した事案について協議し、翌事務年度の署国際官の単独事案及び支援事案（以

下、これらを合わせて「国際官調査事案」という。）を決定する。

なお、国際官調査事案については、広域運営対象署の総括統括官と調整の上、下記卜までにRINの「処理

区分等決定」や「実調一覧表入力」を完了させる。

ト 事案選定に係る重要事案審議会の開催

選定会議において決定した国際官調査事案は、 6月中旬までに広域運営中心署の重要事案審議会に諮る。

なお、広域運営対象署の国際官調査事案については、 6月中旬までに総括統括官へ連絡し、広域運営対象署

における実地調査事案選定の重要事案審議会に諮るよう依頼する。

{2) 贈与税及び譲渡所得

署国際官は、贈与税及び譲渡所得に係る海外資産関連享案について、広域運営署の総括統括官と協議の上、実

地調査等が必要と認められる事案を的確に選定する。

6 海外資産関連事案の実地調査等に当たっての留意亭項

海外資産関連事案の実地調査等に当たっては、次の点に留意する。

(1) C R S情報の活用

CRS情報から課税上の問題が認められる場合は、確実に訓査等を実施する。

なお、調査等においては｀ CRS情報のみを証拠資料とするのではなく、調査過程において、納税者等から関

係資料の提示・提出を求めるなどの方法により、証拠の収集・保全を行い、課税要件の充足を図る。

おって、 CRS情報が資料調査システムに登録されている者に対して調査を行った場合は、活用効果の有無に

かかわらず、活用事績を資料調査システムヘ登録する。

（参照） 平成21年7月8日付東局課ー総5-15「『内国税に関する資料情報事務の事務提要』の制定について」

事務運営指針

(2) 国外送金等調書の解明

国外送金等調書の処理（文書照会等）に当たっては、国内外の活発な資金移動に効率的かつ効果的に対応して

いくため、個人課税部門と連携・共同して、海外取引に関する実態解明に努める。
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（参照） 「資産税事務に係る事務実施要領の制定について」 （別途指示） 第6章第18節
(3) 国外財産調書の活用及び定着に向けた取組

国外財産調書は｀ 5,000万円を超える国外財産を有する者が、その財産の種類、数蘊及び価額を記載したもので

あ見資産税各税の調査において極めて有効な資料であることから、調査対象者及びその関係者に係る国外財産

調書の提出の有無及び提出義務の確認のための文書照会を実施する。

なお、国外財産調書の提出者又は提出を要すると見込まれる者に対しては、相続税、贈与税及び譲渡所得の実

地調査等あらゆる機会を通じて、国外財産の把握に努め、記載漏れの国外財産又は5,000万円を超える国外財産を

把握した場合には、行政指導により同調書の再提出又は提出を指導する。

おって、相続税の実地調査等において、他署管内に住所地を有する相続人又は受遺者（以下「相続人等」とい

う。）について、国外財産調書に記載漏れの国外財産又は5,000万円を超える国外財産を把握した場合には、相続

人等の納税地の所轄署個人課税部門へ「各課部門事務連絡せん」を回付する。

（参照） 「令和 6事務年度における国外財産調書•財産債務調書の未提出者等への取組及び国外財産調書•財産
債務調書提出者等に係る調査事績等の報告について」 （別途指示）

(4) 国外転出時課税制度への取組

「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」 （以下「国外転出時課税」という。）又は「贈与等により非居住

．者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」 （以下「国外転出（贈与・相続）時課税」という。）の-

については、次に掲げる担当者の区分に応じて調査等を行う。

イ署 国際官

（イ）国外転出時課税

(ll) 国外転出（贈与・相続）時課税のうち、高額又は専門的な知識を要する事案

口 資産課税部門（海外事案担当者）

国外転出（贈与・相続）時課税（上記イ (n)に該当する事案を除く。）

（参照） 「資産税事務に係る事務実施要領の制定について」 （別途指示）第6章第17節

_(5) 租税条約に基づく情報の個別的提供要請

租税条約締約相手国等に情報提供を要請する場合は、別紙5「租税条約等に基づく情報の提供要請について（進
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達）」及び別紙6-1 「租税条約等に基づく（ ）税務当局への情報提供要請」を作成し｀署国際官を経由の

上、メール又は局便により局国際官宛てに速やかに提出する。

なお｀租税条約締約相手国から受領した情報を活用した場合には、当該情報を端緒とした増差課税価格（所得

金額）の有無にかかわらず、別紙7 「相手国等の税務当局から受領した情報の活用事績について（報告）」及び

別紙8-1 「要請に基づく情報交換事案活用事績・自発的情報交換事案活用事績」を作成し、署国際官を経由の

上、事案処理月の翌月 5日までにメールにより局国際官宛てに提出する。

（参照） 平成15年 5月23日付東局総総第239号「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続に

ついて」事務運営指針

(6) 租税条約に基づく情報の自発的提供

租税条約締約相手国に自発的に情報提供を行う場合は、別紙9 「租税条約等に基づき自発的に提供する情報に

ついて（進達）」及び別紙10-1 「租税条約等に基づき（ ）税務当局に自発的に提供する情報の内容」を作

成し、署国際官を経由の上、メール又は局便により局国際官宛てに速やかに提出する。

（参照） 平成15年5月23日付東局総総第239号「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続に

ついて」事務運営指針
(7) 

る必要があると認められる場合は、別紙11-1 

を作成し、参考書類を添付して、署国際官を経由の上、メール又は局便により局国際官宛てに提出

する。

なお、-■•■■■■·した情報を活用した場合には、当該情報を端緒とした増差課税価格（所得金額）の
有無にかかわらず｀別紙12-1 を作成し、署国際官を経由の上、事

案処理月の翌月 5日までにメールにより局国際官宛てに提出する。

(8) 非居住者に係る処理

非居住者に係る実地調歪及び事後処理（実地の調査以外の調査・行政指導）に際しては、相手国との租税条約

締結状況によって書類の送達等に制限が生ずるため｀必要に応じて、調査着手前又はお尋ね等送付前に署国際官

を経由の上、局国際官に連絡し、接触方法等について協議することに留意する。
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7 海外資産関連事案に関する資料情報の収集

調査手法の開発や調査事例の集積のため、次の場合には、該当する連絡せんを作成し、署国際官宛てにメール（署

役職別メールボックス／署資産国際官）で連絡する。

( 1)-悶芦王、局国際官宛てに連絡する。

(2) 国際取引連絡せん（別紙14)
税負担の回避ないし軽減を図っていると想定される国際的な取引等に係る情報を把握した場合

（参照） 平成21年7月8日付東局課ー総5-15「『内国税に関する資料情報事務の事務提要』の制定について」

事務運営指針

(3) 譲渡所得事案に係る海外投資先連絡せん（別紙15)

海外資産関連事案以外の譲渡所得事案の調査の過程において、譲渡代金が海外資産の取得や海外投資に充てら

れている事実を把握した場合

8 海外資産関連事案の報告

(1) 把握報告

資産課税部門は、海外資産関連事案を把握した場合、次に掲げる区分に応じて署国際官宛てに報告する。

なお、署国際官は、次のイにより資産課税部門から資料の提出を受けた場合は、局ポータルサイトに掲載され

ている別紙 1 「海外資産関連事案（相続税）の管理一覧表」の「申告書等受領年月日」及び「申告海外資産の総

額」 （申告された海外資産の総額が5,000万円を超える場合に限る。）に所要の事項を入力する。

イ相続税

相続税の海外資産関連事案を把握した場合は、毎月末までに、別紙1 「海外資産関連事案（相続税）の管理

一覧表」に入力し、別紙16「事案の態様等に応じた報告時の提出資料一覧」に記載された資料を署国際官宛て

にメール（署役職別メールボックス／署資産国際官）又は局便で提出するとともに、 「相続税申告相談・申告
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審理事績書兼非課税・省略決議書」等の上部余白に、 「海外資産関連事案」のゴム印（朱色）を使用して海外

資産関連事案であることを表示する。

なお、事案の態様が「外資系金融機闘」のみの事案については、別紙4-1 「海外資産関連事案（相続税）

の管理一覧表（外資系金融機関用）」へ入力を行い、署国際官への資料の提出は不要とする。

ロ 贈与税及び譲渡所得

（イ）確定申告期

確定申告期に提出された贈与税及び譲渡所得に係る申告書等から海外資産関連事案を把握した場合は、局

ポータルサイトに掲載されている別紙2 「海外資産関連事案（贈与税）の管理一覧表」又は別紙3 「海外資

産関連事案（譲渡所得）の管理一覧表」に入力する。

（日）確定申告期以外

相続税の調査事案からの派生など、確定申告期以外に贈与税及び譲渡所得に係る海外資産関連事案を把握

した場合は、速やかに別紙2 「海外資産関連事案（贈与税）の管理一覧表」又は別紙3 「海外資産関連事案

（譲渡所得）の管理一覧表」に入力する。

(2) 処理報告

特官、統括官及び署国際官は、海外資産関連事案の調査等が完了した場合、海外資産に係る非違の有無にかか

わらず、次表のとおり、処理報告を行う。

・ イ 特官及び統括官

特官及び統括官は、次表の区分に応じて、調査等が完了した毎月末までに報告を行う。 ・

なお、別紙 17～別紙 20「海外資産関連事案の連絡シート」の作成を要する場合は、署国際官宛てにメール

（署役職別メールポックス／署資産国院官）で提出する。

ロ署国際官

署国際官は、次表の区分に応じて、翌月 5日までに報告を行う。

なお、別紙 17～別紙20「海外資産関連事案の連絡シート」については、特官及び統括官並びに署国際官作成

分を 1つのファイルに取りまとめの上、局国際官宛てに提出する。 ． 

おって、相続税の実地調査又は机上調査については、 RINに入カ・保存することにより、報告する。
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相続税

贈与税
又は

譲渡所得

実地講査
机上課査

・RI N 「実謂一覧表＿入力」メニューの「海外事案報

告」タブ［こ処理結果の詳細を入力及び保存
※入力！こ当たっては RIN操作説明書を参照

・支援事案又はその他事案については、処理結果を入力
後、署国際官に連絡
・「実調一覧表＿入力」メニューの「入力」タブの「完
了時報告（海外）」欄で「済」を選択して保存

実調以外の調査 ・別紙17「海外資産闊運事案の運絡シート (1 相深

行政 ：： 」這 ね1税） jを作成し、署国際官に褪出

実地調査 ・別紙18「海外資産関連事案の連絡シート (2 贈与
実謁以外の詞査 税） ＿l又は別紐19「海外資産関連事案の連絡シート (3

行政：む？尋ね土地建物等譲渡所得）」を作成し、著国際官へ提出

株式等 実地調査

譲渡所得 実調以外の調査

・別紙20「海外貸産関連事案の連絡シート (4 株式等
譲渡所得）」を作成し、署国際官へ提出 ， 

※国外転出時行政指導（お尋ね
蝶税制度適用 ．後自主）
事案を含む。

（国外転出時諜税制度適用事案の場合）

・別紙20のほか｀ 「国外転出時課税制度処理状況整理簿
｛署用）」を作成し｀署国際官へ提出
※「資産税事務に係る事務実施要領の制定につい
て」 （別途指示）第6章第17節を参照

・巣独事案は、左記のとおり入力
・支援事案及びその他寧案は、左記の入力漏れ及び入力
内容に誤りがないか確認し、必要に応じて、資産課税部
門に入力又は訂正を依頼

・別紙17「海外資産関連事案の連絡シート (1 相紐

税）」を作成し、資産課税部門作成分と併せて、局国際
官に提出

※提出前に記載漏れや桁誤りなどの明らかな入力誤

りがないか確認

・別紙18「海外資産関連事案の連絡シート (2 贈与
税）」又は別紙19「海外資産関連事案の連絡シート (3
土地建物等譲渡所得）」を作成し、資産課税部門作成分
と併せて、局国際官に捉出

※提出前に記霰漏れや桁誤りなどの明らかな入力誤
りがないか確認

・別紙20「海外資産関連事案の連絡シート (4 株式等

譲渡所得）」を作成し、資産課税部門作成分と併せて｀
局国際官に提出
※提出前に記載漏れや桁誤りなどの明らかな入力誤

りがないか確認

（国外転出時課税制度適用事案の場合）
・別紙20のほか、 「国外転出時課税制度処理状況整理簿
（署用）」を作成し、資産課税部門作成分と併せて、局

国際官に提出

（注）「海外資産関連事案の連絡シート」の作成に当たっては、別祇21r海外資産関連事案の連絡シート(1~4)の入力要領」を参照する。
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別紙1

令和6年分 海外資産関連事案（相続税） の菅理一覧表

●●署
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海外資産関連享案（相続税） の管理一覧表

［入力例）
年分を必 申告書の提出状況や事案の聰様、姐理区分に応じて提出する

資料等が異なるため、次シートの「掃出資料一覧lを確認するn

123 田中 一郎 耀外潰杢 R6.4.25 

2
 

会

章

↑直
海
社
外
融
・

”

知
5

i
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年

m

-

5

外

外

i

外

海

海
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一
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345567 

234 山田 太郎 R6. 6.22 

3

.

4

 

R6. 9.24 
.-・．・●・.・•●・.•.•・．•ー

RG. 11. 25 

R6.12. 1 
・ー・....●•一•• • ---•一..._— r⑥申告海外資産の総額（千円）」の金額が5,000万円を超え

る事案について｀取得者の整理番号及び金額を入力する。

789 高揉 三郎 1潟外屠叫は品金 R6. 11.25 

正幸

，＿
10

＿11 

1溝外匡住

1
2
-
1
3

＿14 

入力は相統開始

年分ごとのシートに

入力する。

入カシートを誤っ

た場合は、当初入力

した内容を削除し

正しいシーやへ入力

する。

「③事案の態樟j

プルダウンメニュー

海外資産

海外居住

海外資料

外資系金融機関

海外法人関連

外税控除

調査時把撻-----1.その他

芯）連絡シート受頷年

月B」

資産課税部門が作

成したr海外資産関連

寧案の運絡シー日を

受領した日付を入力

する。

r⑥申告海外資産の総額（千円）J

寧案の態様に「海外資産」がある

ものについて、申告されている海

外資産の総額を入力する。

15 
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事案の態様等に応じた報告時の提出資料一覧（相続税）

〇把握時

海外資産

海外居住

海外資料

外資系金融機関

その他

囃噂慕攣疇疇疇；：

相続税の申告嘗（第1表～15表）

海外資産に係る添付資料

海外住所が分かる書類（在留証明書、納税管理人の届出書）

資料カード第3表、第5表の該当箇所(CRS、国外送金等調書、自動的廂報交換資料等）

資料カード第3表や第5表等の外資系金融機関が分かる資料

外国で申告した除の申告書等の関係書類、外国の戸籍謄本等
その他の内容の分かる資料
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別紙2

令和 6事務年度 海外資産関連事案（贈与税）の管理一覧表

l |―  l― |__·--r--•--....-------··----•-—l-—--— 
2 

I I I. I I 
3 

'--・ •. l ’̂ 

4 

5 

6 

7 

8 

I I I . I 1----・-:, __――------―|― ， 
10 I I l l I ←--・―・・ ・ ---|― 9,、,、 、・ ^ 

-16-

.. ・-. --... -・.. " ,. , . • • 9十 ● ＂’, ． ，＋ い● 9→ ● ● 9い ー・ ＂ ＾ ー 9十●十→ ••,＋→一，＋一 -・ - ・・- -.. - •• -' ー・・



令和 6事務年度 海外資産関連事案（贈与税）の管理一覧表

［入力例］ 調査等を完了した場合には、速やかに処理結果について「海外資

庶関連事案の連絡シート」を作成し｀署目際官へ提出する，

I. 
郎 | 海外居住 ' -R6. 11. 10 4 120031 01345844 田中一 Q : 

2 I 4 140001 03698741 山田太郎 海外居住

3 I 4 I 350001 04893551 佐藤花 ......_ I r f@h紐シート受領年月日」

4 I 3 I 480114 I 0693141 ⑤事案の態様 ］産 海外血 I 資産課税部門が作成した「海外資産関

プルダウンメニュー ！ 連事案の連絡シート」を受領した日付を

， ー＇： 入力する。
海外資産 1 

海外居住

当事務年度中に 口海外資料
把握した亨案の 外資系金融機関

年分を入力する， ．海外法人関連

外税控除

調査時把握

その他 l _ -_l--

-17-



別紙3

令和6事務年度 海外資産関連事案（譲渡所得）の管理一覧表

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

10 
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令和 6事務年度 海外資産関連事案（譲渡所得）の管理一覧表

［入力例）（「②年分」

当事務年度中に

把握した事案の

分を入力する。

1 I不動産 6 120034 00123646 

2 I不動産 6 180011_ 05413666 

3 I株式 6 03糾4468 

4 I不勁産 5 420001 00015436 

7 I (「①区分」

8 | | 
プルダウンメニュー

不勁産

， ・，株式

10 

田中 一郎 I海外資陛

山田太郎

佐藤花子 海外居住

山下二郎 海外居住

-19-

詞査等を完了した場合には、速やかに処理結果について「海

外資産関連事案の連絡シート」を作成し、署国際官へ提出する。

⑥事案の態様

プルダウンメニュー

海外資産

海外居住

海外資料

外資系金融機関

海外法人関追

外税控除

鵡査時把掴

その他

R6. 11. 10 

「⑦連絡シート受領年月

日」

資産課税部門が作成し

た「海外資産関連事案の

連絡シート」を受領した日

付を入力する。



別紙4

令和6年分 海外資産関連事案（相続税）の管理一覧表
（外資系金融機関用）

「外資系金融楼関」のみに該当する湯合に入力する（箸匡際官への資料の提出は不要）．

2

-

3

 
4
 

5
 
6
 
7
 

8
 

，
 
10 

11 

12 

13 

14 

-20-



「海外資産関連事案の管理一覧表」 管理・作成要領

海外資産関連事案は、「海外資産関連事案の管理一覧表」（別紙1~4) により管理する。

1 作成目的

海外資産関運車案を確実に把握・管理し、的確な選定及び調査を実施するため、海外資産の把握から処理までの

・一元管理を行う目的で作成するものである。

2 作成及び管理者

資産課税部門又はコールGが作成・管理する。

3 作成方法

局ポータルサイト「資産共通サイト」の「提出ボックス（資産課税課用）」に掲載された「海外資産関連事案の管

理一覧表」へ次の区分に応じて入力する。

なお、別紙1~4の入力欄に記載のある者が、入力例に従い入力する。

別紙番号 笞理一覧表 作成ー・管理区分

別紙1 相続税 相続開始年分ごと

別紙2 贈与税 把握した事務年度ごと

別紙3 譲渡所得 把握した事務年度ごと
別紐4 相続税（外資系金融機関用） 相続開始年分ごと

4 引継ぎ・引受け

人事異動期における引継ぎの際に、前任の統括官及び国際官（以下「統括官等」という）から後任の統括官等へ

引継ぎを行う。前任の統括官等は、「海外資産関連事案の管理一覧表」（別紙 1~4) を出力して引き継ぎ、後任の

統括官等は、「引継年月日」、「前任統括官（引継者）」、「前任国際官（引継者）」、「後任統括官（引受者）」｀「後任国

際官（引受者）」欄が確実に入力されていることを確認した上で引受けを行う。

-21-



別紙様式1

殿

記号番号

令和年月日

租税条約等に某づ＜i存報の提供要請について（進達）

租税条約等に基づく情報交換規定により 国（者）に対し情報の提供

を要請する必要が生じたので、、所要の資料を添付して進達します。

-22-

別紙'5



別紙6

別紙様式1ーイ寸 (1)

租税条約等に基づく（ ）税務当局への情報提供要清

-23-
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別紙様式 1ー付（ 1) 記載要領

-28-
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別紙様式5

殿

記号番号

令和 年月 H

柑手国等の税務当局から受領した情報の活用事絞について（報告）

（国際業務課幣理番号 ） 

標題のことについては、別添のとおり報告します。

徊際歪第雨汀司

-32-

別紙7

;.1 

! I 



別紙様式 5ー付

口 要請に基づく情報交換卓案活用事績

L_1 自 発的情報交換亨案活用事績

別紙8

口 実質的活動要件に係る自発的情報交換事案活用亨紐

局 課・署

-33-



別紙様式 5 —付 記載要領
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別紙様式8

殿

記号番号

令和年月 日

租税条約等に甚づき自発的に提供する憎報について（進達）

租税条約等に基づく情報交換規定により 国（者）に対し自発的に

提供する必要があると聡められる情報を把握したので、所要の賓料を添付して

進達します。

-35-

別紙9



別紙10

別紙様式 8 付

租税条約等に基づき（ ）税務当局に自発的に提供する情報の内容

-36-
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別紙様式8ー付記栽要領

-39-



し Ol9ー



別紙11

-41-
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別紙12

-43-
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別紙13

令和年月日

［共通（その他） 軽易な事項に係る意思決定又は確認を行うための書類・事 1年］
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別紙14

国際取引連絡せん 実様式7

頃侑月日，・）

課税第部 課（国網知炉笥門官）

徴 収 部 特整総括一課倍湘祉玉う

調査第一部 広域情報管皿課

査 察 部 企察国際課（か察国媒専門官）

飼

疇

1竹揺

作 成

年月日

部（署） 課（部門）

響 先 1呻蹄部統固可虹環官（国際担当）

徊肘年月li

伽万ぽ暉 I l缶釈所在園

氏名・法人名
氏・法人名

活 ・----.......、‘, ••一ー・.._ ·—— ］ 収
（代表者） I l呻

用 局呵整理番号 ― 集 局捌仰嘩号

｛詞査諜法｝、番~) ー先 （謂査諜法人番号）

連絡せんの作滅目的

1 国際取引に煕する一般情報の提供

2 国際的な課税逃因：：：開する情報の標供

3 局における検討・判析・指示を仰ぎたい

4 その他（ ） 

整 理 梱

連絡せん番号

l 
憚覗（一般） 斉科情報収疇系呻＊7年】

-46-



国際取引連絡せん」の記載要領

1 作成要領

疇、申告即里、法定監査等の際に、次に掲げるような取引、契約等に係る情報を把撮した場合に作成する。

なお、作成に当たって、取引の契約書、商品案内、概要図等があれiね酎しを添付する。

《連絡せんを作成する取引等》

2 記載要領

(1) 「局署整理番号（調査課法人番号）」樅は、 KS'Kシステムによる局署整理番号及び調査課法人番号（調

一 叩釦心…吐ー

(3) 「収集形態J欄は、該当するものにチェックを付して表示する。

(7) 「連絡せんの作成目的」欄Iま、該当する番号に0を1中す。

-47-



別紐15

譲渡所得事案に係る海外投資先運絡せん

署

ー 対象事案の概要 2
 

，名簿番号 局暑番号一整理番号 一

住所 i職業；
•• •..、·.. ・・. : •• ..―̀  ‘•. `.....9~·ー•••一ヽ•一·~^.9.,... …ヽ・＂•—..^.......”`....、·:·ーマ・一

所得区分 又入金額（千円）所得金額（千円）対象事案の選定に当た？て参考とした資mm澤
土地等短期

申云譲渡長期
告な：．•：.. 9.. :• C・：．巧．．：．；••さ•: :..........•: 

事も株式等上場、l

績の譲渡非上場

総合 短期
譲渡長期

一□5
i

年

氏

i

実地課査の状況（※調査中の場合は記載不要）
l l• ·”• ·• 

i.処理――

｀査 I l の支t
非違の内容

讚査担当
● ‘0  -••••,.…....ヽ·ー・

（日数内即~金融機関綱葦

く調査事績（千円）

増差所得金額

重加算税対象
'追微税額、

:':‘‘ 
_
_
 ;:
'
‘
,
i
'
 

過少•無申告加算税‘
I-:. 9....  •.. : -... •.. --.ー-•，·

•. • ●....,... 

置加算税： 
;;. : • :..  • •. :..,...  •• •. 9 • • : • •• ．·”・•●．. ●．・．・ー. • 

3
 

投資先及び仲介者の状況

•9.,, 

.

.
 
,'‘., 

主
な
投
資
先
及
び
伸
介
者
~
·

............. :.•• •........ • ▼ •..• ：・．a.．．．．．▼.．．．．▼..• :• • • ・ •..........· ＾ 仲^介者

切仕竺＿ー~門竺也`~~-~:立~~}で、し竺呼竺し
投資先及び仲介者のうち資料源開発が有効と陵めら

所在地 ー一れるもの及びその理由

［共通（その他） 怪品な亭項に係る意思決定又は確認を行うための禽類 事 1年）
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事案の態様等に応じた報告時の提出資料一覧（相続税）

〇把握時

別紙16

な..、.唸.,．泌...玲.,索., 

ー 磁・良様滋籠裕翌睾急唸礫寮馨歳岱謬饗雰讀忍蒻森渥蓼攣虚滋賽蒋 ': "盈湊総噌玲輝詞攣彎聾麟謬薩誓緊鸞疇瓢~：，

共通 相続税の申告書（第1表～15表）

海外資産 海外資産に係る添付資料

海外居住 海外住所が分かる書類（在留証明書、納税管理人の届出書）

海外資料 資料カード第3表、第5表の該当箇所(CRS、国外送金等調書、自動的情報交換資料等）

外資系金融機関 資料カード第3表や第5表等の外資系金融機関が分かる資料

その他 外国で申告した際の申告書等の関係書類、外国の戸籍謄本等
その他の内容の分かる資料
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別紙17

令和 事務年度 （単位：干）

一活 一外 一資 一歴 一に 一処 一迂 一状 一況

局

逐

詈

母・ 名

烏

署

番

号

祖

院

関

姑

年

分

名

蕩

番

号

海外頁産関連軍案の連絡シート (1相続税）
1事案の態様l 渾外資豆 1こ係る甲乞状況

置：1 :f1 所

資呂資
, 9 

霰生料；他披

氏

名

.L. 

で

産

(J) 

蘊

霜

在

芯

埠

在

閲

犀

告

双

税

価

格

i I冨l糾匹：処躙国
！ 

査 1 隣

覆董 l董

＇ 
叫斑I寄i 官

区姐

緒l.1.11:I分当；1数

定

苓

躙

日

壻

歪

課

税

僅

福

(

A

A
の

う

ち

震

加

対

象

堪

芝

芝

引

祝

額

財

烹

の

輯

類

所

在
所

保る

＇ 

l 
海

外

非

違

を

見

込

ん

で

遭

定

し

た

亭

案

等

,. 
嘉

顎

海

外

只

嚢

一

令

一

把

蛭

の

熔

緒

非

連

の

殷

謀

．．．．．．．．．．． 

＇

露

茄

阻

課

B
の

う

ち

霞

加

対

象

熔

葦

遷

税

価

格

で

B

)

偏

在

地

域

国 考

I諜戎定 1窯m如 （資2-23-1-M 統一）
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別紙18

釦：•：•::し'事務年度 （単位：千円）

言 一外 一頁 一亙 一に 言 ＿る 一処 一理 宦

屁

襄

蓋

号・ 名

届

萎

醤

号

贈

与

年

分

名
讀
~

醤

号

海外資産関連事案の連絡シート (2睛与税）．

： 氏 I:1:: ::： 海外頁藍1：：：伍る字告収型＿．

叫澤
豆

： の時

資 I忌1資 I把

宜i江i料他i控名

財

種

(/) 

種

類

所

在

地

所

在

国

芯
豆
二

~
叩
[

犀

告

霙

税

価

格

oa-

端

調

菱

日

翠

層
茨
課
税
低
格
(

A

]

A
の
―
っ
ち
戴
加
対
象

項

差

．

茫

引

孜

額

財

陛

の

膿

顕

所

在

地

域

所

在

国・

B

の

う

ち

重

加

対

象

増

差

環

祝

価

格
(

B

)

富
積
濾
外
資
料
｛
尋
｝

把

握

の

端

け

非

翌

の

腔

搾

蔑

a
賦

謀

濁
外
非
迄
を

0
込

ん

で

逗

定

し

た

事

累

苓

僅

考

I 皿祥 ll ，， i虻~＆｝ （涵2-23-3-AA狩）
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別紙19

令和 事務年度 海外資産関連事案の連絡シート (3土地建物等譲渡所得） （単位；千円）

i 

事案の題i栢 澤外賣恵(;:蚤る申告~状況 澤 介資更に保る処瑳状況！ i ＇ 
： ： 

海ヽ；そ鰐
； 

譲増 B 重井把雹選渇 I
扇 1 局 1! 攘i名

氏 海海 財 所 所 譲申 迅鯰図 飼 譲増 A 財 所 所 餌

:得I．他の
衰考

之
涙蕊 の

:

: の 積足； 
逼I 雹．滅薄 外外

丘 産
；在 所工

翌査；燦 査 所土 つ 起
在 う 加迄盪源し

1 : 

； 得
ち ち 外違

闘 d) 在 地 り巴 色 金地
重

の 在 金地 重＇のの資たを

番［岳 ! l 年 書 賃＇圧 得遅
区担：支 ヨ 頷建

窯l 漣 額建 加JI!:lil!i端科事：

号 1 名号 9： 分

把 穫
金祝

窃 ＾ A物

樋
対 訂物 対； i ^案ん

i 
| ： ：＇ 曇 名 孟住

！ 
嘱 類 国 額答 け月 分当饂 数 ー等i 象 類 域 国 ー等 ・象 課嗅；稽iー等で 1 考

; : 

I こ．，，‘,＇ 、9 ~’;, :9 、 9,'、’9,、‘: ． | I~ i'| | 

コ、．

日□二----
• 9;. 

悶餡活 1器51か三」』 （資2-23-5-A4祝ー）
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別紙20

令和 事務年度 海外資豆関逗事案の連絡シート (4株式等譲渡所得）

ぽ 案 の 応 樺 海外資産 1：：：係る申告状況 ＇」心処罰国

芦闊
！ 坦置

101逗 ； 等 宮

i区区担支iEl 

轄l．弓j分分当匿

（単位：千円）

一涵 一外 一貞 函 一に 函― 一理 室 一滋

厩

llll 

需

号

名

島
啜
帯
~
唇

譲

涙

年

分

驚

塩

薔

号

氏

名

濁活海そほi

外外外 査
の時：

資1医資l • 

産いI』:

財

匠』

：ヽl

撞

類

所

匹

地

減

所

在

霜

m
』

所

襟

徳

正

匹
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海外資産関連事案の連絡シート (1~4)の入力要領

1 使用目的等

浦外姿産関連卓案の連絡シート（以 I:「連絡シー ト」という。）は、海外資産閲連事案

に係る調査市紐等の把捉及び分析のために作成する。

(1) 海外資産関連事案とは次に掲げる事案（実地調査又は事後処理（以下「調杏等」と

いう。）の過程で該当半案となったものを含む。）をいう。

ヽ ~~  相続税 贈与税 譲渡所得

① 
相続又は造贈により取 受贈財産が海外姿産で 譲渡した資産が海外姿

得した財南が海外資芭 あるもの 産であるもの
（海外資産）

であるもの
`、一占·けュ•--`―.. 

相続人、受遣者又は被 受贈者又は贈与者がH 醸渡人がH本国内に住

② 
相続人がH本国内に住 本国内に住所地を有し 所地を打しないもの叉

（海外居住）
所地を有しない者であ ない者であるもの ． は買受人が円外に所在

るもの する法人岩しくは個人

であるも(/)
一，ヽ-~ v-----

③ 海外資産等に関する姿 海外姿産等に関する資 海外資産等に関する姿

（海外炎料） 料情報(/)あるもの 料情報のあるもの 料情報のあるもの
＂ー・’・・ 」 嶋・- ··-•-』

④ 
①ないし③以外で海外 ①ないし③以外で海外 ①ないし③以外で海外

資産に係る相紐が見込 資産に係る腑与が見込 資産に係る談渡が見込
（その他吟

まれるもの まれるもの まれるもの

※ ④ （その他）に該当する油外資起関連事案とは、以卜のような事案のうち海外資

産に係る柑続、贈与又は謡渡が見込まれるものをいう。
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(2l 連絡シート 1、同2、同 3及び同4は、それぞれ、相続税、贈与税、士地建物等譲渡

所得（総合譲渡所得に係るものを含む。）及び株式等譲渡所得に係る海外資産1尉連事案

のうち、調査等を実施した海外資産閲連事案について、作成する。

おって、各海外資産関連事案の各シートヘの入力に当たっては、連絡シート 4以外

のシートについては、年分（相続開始年分、贈与年分又は譲渡年分）ごとに入力し、

連絡シート 4については、複数年分の調査等を行った場合でも 1件として人格別に入

力する。

2 入力要領

(1) 北通市項 ， 

各項目については、白色セルに入力する。

(2) 局署番号

局箸番け•は、 KSKコードに基づき、必ず 5桁で入力する。

(3) 連絡シート 4の誤渡年分

複数年分の調査等を行った場合には、最も新しい年分から順に入｝jする。．

(4) 事案の態様

Ì'表のうち該当する態様（複数に該当する場合にはその全て）の各欄に「 1) を人

力する。

なお、「その他」については、 2行目以下に、下表のうち該当する区分の記号（複数

に該当する場合にはその令て）を人力する。

また、「調査時把拙」に該当する楊合は、「その他I欄にX又はYのいずれか該当す

る区分を入力する。

態様

海外資産

海外居佑

海外姿料

内容

相続税、贈与税及び譲渡所得の海外賓産閃連事案①
9 .、彎・』~----・・----

相続税｀賠与税及び譲渡所得の海外資産関連事案②

相続税、贈与税及び譲渡所得の海外資産関連字案③

（例）....―“’●9_...,....、.....、.....,.....9□ 0,._,..._..._.....~ ••一···ー．．．．．．、．．一，．．．．．．．、』••91 -,.,9999.’9.,... 9’'・.9‘9 9,"』.,....,....'•●●●9ヽ9●●●""●●99,.、り・ヽ●』9..』•ヽ．．．．．．．り・・・ヽ· •ヽ...
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その他 相続税、贈与税及び譲渡所得の海外姿産関連亨案④

•一ー 、

調究時把梶 1調杏等の過程で海外賓産閲運市案であると判明したもの（部内棗料等を

(5) 財産の種類

十分に饉認していなかった等の理由により、当初の申告審理等では海外

賓産関辿事案に該当しなかった事案を含む。）

（注）該当する場合、「その他」に次のいずれかの区分を入力する。

x |臨宅調査等納税者へら五触iコより、海外資産関連寧案である

ことを把握した事案

愕韮百―臼料等忍］分に確認していなかった等の理由により当初

の海外資産関連事案の把握から淵れていた事案
----.'― 9●-- --------

下表のうち該当するもの（複数の財産がある場合にはその全て）を 2行目以下に入

力する。

不動産 現金 預貯金等

上場株式 非上場株式・出賓 公社債

投沼償託等 生命保険金等 吝画・骨とう
‘’~ ~ ̀・・胃9,-••`f --

貸付金 債務 その他

(6) 所在地域

上記{5)で入力した各財産の所在地域について、それぞれ下表のうち該当するものを

入力する。

芦 ジア 塁ニア
岸r
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(7) 所在l斗

上記(5)で入力した各財産の所在国について、それぞれ別紙 21-2 「国別コード表」

のうち該当するものを入力する。

(8) 海外資産に係る市告課税価格、増差課税価格、申宕土地建物袴談渡所得金額、増莞

土地建物等談渡所得金額、申告株式吟賊渡所得金額及び増差株式等談渡所得金額

1行目に上記(5)で入力した各財産の申告額又は培迫額の合計額を入力し、 2行目以

下にそれぞれの申告額又は増差額を入力する．

(9) 選定の端緒

選定の直接の端緒となったものを下表の番号から選択（複数選択可）し入力する。
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囮調査絲区分

ド表のうち該当する番号を入力する。

1 実地糾杏

2 事後処理（実地の調査以外の調査）
---・ • 9-- -

3 事後処理（行政指導）

4 机上淵杏（相続税事案のみ対象）

仰処理医分

ト表のうち該当する番号を入力する。

なお、居住者認定叉は行為計算否認規定適用事案に該当する場合は、下表の 1から

5(/)匿分にかかわらず6を入力する。

1 要更正（海外非違あり）

2 要更正（海外非違なし）

3 事故

4・ 申告是認
ー一 " .,ヽ ーヽ・ T-」 -

5 非課税

6 居住者認定又は行為計算否認規定適用亨案

≪2) 調査担当

下表のうち該当する番号節を入力する◇

1 一般（贅産）

2 姿産特肖

3 局料醐

4 国際税務屯門官

5 機動課

6 統括困税実査官

'7 総合・開発特官
----

8 局資産

， その他

A 一般｛細人）

u 個人特官

(13) 国際官支援

同辟税務専門官の支援を受けた事案は、iりを入力する。

〇心海外資産に係る霞加対象

1行目に上記(5)で人力した各財産の誼加算税賦課対象額の合丼額を入力 し、 2行目

以下にそれぞれの祖加算税賦課対象額を入力する。

-58-



囮重加賦課

重加算税を賦課した市案は、「 l」を入力する。

佃非違の態様

各財産に係る非逗の態様について、下表のうち該当する記号を入力する。

A
」

B

C 

仰把拝の湖緒

各財産に係る非造を把握するに至った主な端緒について、 卜表のうも該当する記号

を入力する。

閥菩積海外資料

KSKシステム（資産の所有等に関する登料せん (No.114))に入力した資料のうち、・

海外資産に係る袈料の入力件数を入力すろ。

(1問 海外非違を見込んで選定した事案等

洵外資産に係る非違が相当程度見込まれることから、溝査等に選定した事案（海外

資産に係る非違を見込んで選定した市案）等について、下表(/)うち該当する番号を入

力する。

三王：：二：：定した事案一
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似〇 備考

以下のイからホのうち該当する事項があれば、入｝］する。

イ 海外資産に係る非違を見込んで渫定した事案（「海外非違を見込んで選定した事案

筈」欄が II」及び「3」のもの）のうち、海外資産に係る非達が無かった場合は、

その理由を蘭記する。

（例） 相続人の木来の財産であったため。

rl 非居住者の固内登産に係る非迎を見込んで選定した事案（「海外非違を見込んで選

定した事案等」梱が「2」及び「3Jのもの）について、国内資産に係る非違が無

かった場合は、その埋由を節記する。 ＇ 

（例） 夷地調査で新たに杷担した誤渡栽用により、譲渡所得が算出されなかった。

ノ、 上記イ及び口以外の事案について、調査等の過程で海外資淫に係る非違和把握し

た場合や海外居住を把握した場合は、その経緯を筒記する。

（例） 実地閥査で把握した口座から、 00国の不動産の貨貸を把握した。

二 I選 定 の 端 緒」で-戸くは一を選択

した場合、又は「把据の端緒」で一を選択した場合は｀その詳籟を入力

する。

（例）

ホ その事案の調杏等を了して、今後の海外資産関連事案の選定・簡査等に生かせる

情報等があれば、簡記する口

（例）
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